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※法律等の条文の記載について 

法律等の条文を記載するにあたっては、条については「第」をつけているが、項・

号については「第」の記載を省略している。 

 

※数字の記載について 

本文中の数字は全角で「、」をつけない。表等の数字は適宜全角または半角を用いて

いる（資料等を抜粋した場合は、そのものを掲載している。）。 

 

※略称について 

法令、条例、内規等については、適宜略称をする際、本文中にてその旨を明示して

いる。なお、佐世保市情報公開条例については、「条例」、「本条例」、「同条例」と略

称することがある。また、佐世保市情報資産取扱要綱については、「要綱」と略称す

ることがある。 

 

※年度について 

「原文が平成３１年度」となっているものを除いて、原則として「令和元年度」と

記載する。 
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第１部 包括外部監査の概要 

 

第１ 包括外部監査の概要 

 １ 外部監査の種類 

   地方自治法第２５２条の３７の１項に基づく包括外部監査 

 ２ 選定した特定の事件 

 （１）外部監査のテーマ 

    佐世保市の情報公開及び情報管理 

 （２）外部監査の対象期間 

    原則として令和元年度。ただし必要に応じて他年度。 

 

第２ 事件を選定した理由 

 １ 情報公開 

   公共団体である佐世保市が保有する情報は、佐世保市民の財産であるこ

とから、同市が保管する公文書を市民の請求で公開することは、市民の当

然の権利である。また、市民による佐世保市への情報公開請求は、本来、

市政に関する情報を市民に公開し、「公正で開かれた市政の実現と市民の

市政参加の推進に資する」ための制度である。 

   それゆえ、佐世保市の情報公開請求に関する現状を確認し、佐世保市に

て適切な公開を行っているかについて、佐世保市民にとって有益と考えた。 

 ２ 情報管理 

   コンピューターによる迅速な情報処理及び多様な通信メディアによる

広範囲の情報伝達により、大量の情報が生産、蓄積及び伝播する昨今の情

報化社会は、日進月歩の技術革新に伴い、発展の一途となっている。そし

て、佐世保市のような公共団体は、行政サービスの拡大により、公共的事

務及び住民に関する情報資産、特に、市民のセンシティブな内容を含む情
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報についての取扱量が膨大となっている。 

   それゆえ、佐世保市民にとって、佐世保市の情報管理状況については強

い関心を持たざるを得ない。とりわけ、他の地方公共団体では、平成３０

年、行政文書データを保管していたハードディスクの流出事件、令和２年、

市民の健康に関する情報に関する電子メール誤送信が起きており、地方公

共団体による情報流出は現実的なものとなっている。 

   そこで、前１の情報公開制度において公開対象となる情報の「管理」に

つき現状を確認し、その適正等を調査することが、佐世保市民にとって有

益と考えた。 

 ３ 弁護士の特性等 

 （１）情報公開制度については、佐世保市の情報公開条例や個人情報保護条

例の他、情報公開に関する内規が存在する。また、佐世保市の情報公開

に関する処分に対する異議については、行政不服審査法や行政事件訴訟

法の規律を受ける。    

    さらに、日本の情報公開制度については、平成元年前後の地方公共団

体での条例制定、平成１３年に施行された国の行政機関の保有する情報

の公開に関する法律（通称「情報公開法」。以下「情報公開法」と称する

ことがある。）を経て、さらに、地方公共団体各地の条例整備、改正の進

展という歴史がある。情報公開制度については、日本国憲法上の表現の

自由、特に知る権利に根拠があるとする見解が有力であり、その法的根

拠を如何に捉えるかは、情報公開制度の運用に影響を及ぼす可能性があ

る。 

    これらの法令・規範の解釈や佐世保市における現実の運用の適否の判

断、そして、現実の運用の適否判断の前提となる情報公開制度の法的性

質分析にあたり、具体的な訴訟等紛争において法適用と宣言を行う司法

の一当事者であり、また、実体法の知識を有する弁護士の職責を活用す
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ることができる。 

 （２）情報管理については、関係する条例の他、特に、佐世保市内の内部統

制として、管理に関する規則、情報流出時の内規等の存在を予測できる。

これらの法令・規範の解釈や佐世保市における具体的な運用状況の把握

とその評価について、上述の特性を持つ弁護士の職責を活用することが

できる。 

 ４ 結語 

   以上より、佐世保市の情報公開及び情報管理の現状を検証するべく、令

和２年度の包括外部監査のテーマとして選定したものである。 

 

第３ 包括外部監査の手法 

 １ 外部監査の対象部署 

   佐世保市の事務分掌として、情報公開を取り扱っている総務部総務課及

び情報管理を取り扱っている総務部情報政策課を主要な監査対象とした。 

   なお、佐世保市が管理し、かつ、市民からの公開請求に対処するべき情

報は、佐世保市のほぼ全ての部局にわたることから、情報公開及び情報管

理とも、適宜、上記の主要な監査対象以外の部局にも調査を行った。 

 ２ 外部監査の観点 

   佐世保市の情報公開及び情報管理の現状監査につき、適法性、有効性、

経済性及び効率性の各観点に照らして適切であるかに留意した。特に、情

報公開、情報管理とも適法性及び有効性の観点に重点を置いた。その理由

は、情報公開については佐世保市のコストとして、現状懸念すべき段階に

はないこと、情報管理については、その物理的セキュリティ構築及び技術

的セキュリティ確保にあたり、電子自治体への移行政策に伴い国からの助

成金の裏付けがなされているため、経済面での懸念が大きくないためであ

る。 
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それぞれの語句の意味について、以下のとおりである。 

   適法性   法令等の根拠に照らし、佐世保市の情報公開及び情報管理 

   が適切に執行されているか。 

   有効性   事務・事業の遂行および予算の執行の結果が、所期の目的

を達成しているか、また、効果を上げているか。 

   経済性   より少ない費用で実施できないか。 

   効率性   業務の実施に際し、同じ費用でより大きな成果が得られな 

        いか、あるいは費用との対比で最大限の成果を得ているか。 

 ３ 外部監査の手続 

   主な手続は、以下のとおりである。 

 （１）関係資料（法規集・文献等）の収集・検証 

 （２）関係部署に対するヒアリング・書面照会 

    関係部署に対し、必要に応じて、ヒアリングを実施した。また、適宜、

関係部署及び佐世保市の大部分の部局への書面照会を用いて事実確認

を行った。 

 （３）関係書類の閲覧 

    関係部署へ必要書類の閲覧を求め、閲覧した。原本確認が必要なもの

は原本を確認した。 

 （４）現場視察 

    監査執務は、外部監査人室のほか、必要に応じて、佐世保市情報管理

施設の視察を行った。 

 

第４ 包括外部監査の期間 

   令和２年４月１日～令和３年３月３１日 
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第５ 包括外部監査人及び包括外部監査人補助者 

   本監査において、監査人は、監査の事務に際し、監査人補助者による補

助を受けている（地方自治法第２５２条の３２の１項）。 

   監査人を含め弁護士が３名、税理士が１名、システムエンジニア１名の

合計５名体制である。特に、情報管理の検証については、ＩＣＴ（情報通

信技術）に関する専門的知見を不可欠とすることから、システムエンジニ

ア（以下「ＳＥ」と略称することがある。）を補助者としている。 

   包括外部監査人      弁護士  田 中   亮 

   包括外部監査人補助者   弁護士  馬 場 章 廣 

   同上           弁護士  澁 谷 和 利 

   同上           税理士  筒 井 和 彦 

   同上           ＳＥ   吉 永 広 樹  

 

第６ 利害関係 

   選定した特定の事件につき、地方自治法第２５２条の２９の規定により

記載すべき利害関係はない。 

 

第７ 報告書の構成 

 １ 全体の構成 

   第１部  包括外部監査の概要 

   第２部  佐世保市の情報公開 

   第３部  佐世保市の情報管理 

 ２ 各部の各章の構成 

   本報告書では、第２部及び第３部ともごとに、基本的に、以下の構成で

記載することとした。ただし、章によっては、当該構成での記載が難しい

場合は、別の構成によっている。 
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 （１）概要 

    制度等を説明し、事務手続きの流れ、現状について概要を示した。 

 （２）監査の観点・監査の方法 

    当該項目において意識した監査の観点と監査の方法を記載した。 

（３）法令、内規等（規範） 

   情報公開については、佐世保市情報公開条例が、具体的な手続を定め

ている。また、情報公開条例は、地方自治体ごとにその内容が異なるこ

と、日本国憲法の表現の自由との関係が条例の解釈や公開事例の評価に

影響する。 

   次に、情報管理については、佐世保市の実際の運用を定める内規につ

いて、把握する必要がある。 

   そこで、第２部及び第３部につき、関係法令や内規、また、必要に応

じて、職員等が用いるマニュアルについても内容を精査し、これら法規

やマニュアルについての妥当性や問題についても検討した。 

   なお、制度等に関連する条例の条文及び内規の細目は、適宜各項目に

必要な範囲で記載しているが、条例や重要な内規については、その全体

を各章末尾に記載している。 

 （４）現実の運用状況、手続内容の摘示（事実） 

    監査にて把握した運用状況及び手続内容について摘示した。 

    ここで、情報公開については、佐世保市の現状を把握するにあたり、

情報公開制度が法的に複合的な構造を持っていることに留意し、その分

析及び説明を付している。 

    また、情報管理については、その調査、状況の把握にあたり高度の専

門的知識を要する等の事情から、佐世保市との間で行った質疑応答につ

いては、「Ｑ＆Ａ」という形式にて添付資料の形式にて表記した。 

 （５）意見等 
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    監査項目についての判断となる指摘及び意見、評価については、上記

の規範及び事実について、適宜個別に付するとともに、各章の総論的な

ものについては最後に記載した。それぞれの意義は次のとおりである。 

   ア 規範に反しているものは「指摘」とする。 

   イ 規範には反していないものの改善・変更をすべきと考えるものを

「意見」とする。 

   ウ 事務執行のうち評価されるべき点については、端的に「評価」と記

載している。 
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第２部 佐世保市の情報公開 

 

第１章 佐世保市における情報公開制度の概要 

 

    地方自治体の情報公開制度は、その実現のためには条例による制定が     

必要とされているところ、佐世保市は、昭和６２年に、情報公開条例を

制定しており、その後、改正を繰り返しながら、現在まで、市民及びそ

の他の者からの情報公開請求に対して対処し続けている。 

    地方自治体の情報公開制度の内容は、条例や規則により変わるところ、

佐世保市の情報公開制度の特徴は、①佐世保市民に限らず何人も公開請

求できること、②補正制度の存在、公開決定までの期間、非公開事項の

内容につき他の地方自治体と比較して制限的と評価するに当たらないこ

と、③公開の目的を問わず、公開手数料も無償であること等である。佐

世保市民が、佐世保市の情報公開制度をどのように活用しているかにつ

いては、調査を要するところである。 

 

第２章 監査の観点・監査の方法 

この佐世保市の情報公開制度の監査にあたり、以下のとおり調査、分

析を行った。 

 １ 法令の調査として佐世保市情報公開条例の調査・意見 

 ２ 佐世保市の情報公開請求方法と担当部局による事務処理の調査・意見 

 ３ 情報公開制度の意義、法的根拠に関する監査人による調査・分析 

 ４ 佐世保市の情報公開事例の調査と分析・意見 

 ５ 佐世保市の情報公開の現状に関する全体的な評価・意見 

 

第３章 佐世保市の情報公開制度 
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第１ 佐世保市の情報公開条例 

 １ 情報公開請求権の権利性について 

   情報公開請求権は、憲法第２１条１項の情報の受け手側の自由である

「知る権利」の一類型として保障されていると解されている。ただし、政

府に対する情報公開請求権は、抽象的な権利であり、具体的権利性はない

とされる（最高裁判所平成１３年１２月１８日判決〔民集５５巻７号１６

０３頁〕）。それゆえ、情報公開請求権につき、国民ないし市民が実際に行

使するためには、法律や条例として制定される必要がある。 

 ２ 佐世保市は、昭和６２年、情報公開条例を制定している。途中、平成１

３年の全面改正、さらに複数回の改正を経て、現在施行されている同条例

は、２５箇条にて構成されており、佐世保市ホームページにて公開されて

いる。 

   以下では、関係する規範及び解釈等を順に指摘し、さらに必要に応じて

意見等を述べる。 

 （１）公開請求権者（第５条） 

    公開請求の請求権者として、本条例第５条に規定がある。内容は以下

の通りである。 

 

 （情報公開請求権） 

第５条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当

該実施機関の保有する情報の公開を請求する権利を有する。 

 

    公開請求権者につき、佐世保市民に限定することなく、全ての人とし

ている。これは、平成１３年全面改正の際、従来請求権者について「⑴

佐世保市の区域内に住所を有する者、⑵市の区域内に事務所又は事業所
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を有する個人又は法人又はその他の団体、⑶市の区域内に存する事務所

又は事業所に勤務する者、⑷市の区域内に存する学校に在学する者、⑸

実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者」と制限していたものを、

「何人も」と変更したものである。「何人も」には市外の住人のほか、日

本国民に限らず、外国人も含まれる。また、自然人、法人のほか法人格

のない団体で規約及び代表者の定めのあるものも含まれる。 

平成３０年３月、総務省自治行政局行政経営支援室が公開している

「情報公開条例等の制定・運用状況に関する調査結果」は、平成２９年

１０月１日時点での情報公開条例等の制定・運用状況の調査結果を告知

している。同調査結果によると、公開請求権者につき制限を設けない条

例を制定している地方公共団体の比率について、都道府県は９５．７％、

指定都市は１００％、市区町村は５２．６％とされている。     

 （２）公開対象物（第２条２項） 

    公開請求の対象について、本条例第２条２項に規定がある。内容は以

下の通りである。 

 

 （定義） 

第２条 … 

２ この条例において、「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、

又は取得した文書、図画、写真、フィルム（マイクロフィルムを含

む。）及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

つては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同

じ。）であって、当該実施機関が組織的に用いるものとして保有して

いるものをいう。 

 

    公開対象物につき、「情報」とし、「実施機関の職員が職務上作成し、
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又は取得した文書、図画、写真、フィルム（マイクロフィルムを含む。）

及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認

識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であつて、

当該実施機関が組織的に用いるものとして保有しているものをいう。」

と定義されている。 

一般に情報公開条例では、公開対象につき、「公文書」という用語が用    

いられる場合が少なくないが（一例として、大阪市情報公開条例第２条

２項、長崎県情報公開条例第２条２項）、「公文書」の定義につき、佐世

保市情報公開条例第２条２項とほぼ同じ内容であることが多い。 

情報公開の公開対象については、文書型と情報型があり、文書型は、

公開請求の対象は、情報を記録した媒体であり、記録媒体へのアクセス

を認めることとなる。他方、情報型は、情報のみ公開すればよいとされ

る。情報公開条例に基づく情報公開請求の対象が、「情報」であるのか、

「文書（媒体）」であるのかについては、「……の情報が記載された公文

書」という指定の下、公開請求がなされた場合に、当該情報が記録され

ている部分のみが公開請求の対象と扱われるのか、それとも、当該情報

により特定される公文書全体が対象になるのかという問題に関わる。最

高裁判所平成１７年６月１４日判決（判時１９０５号６０頁）は、旧岐

阜県情報公開条例につき、公開請求対象を「情報」ではなく「公文書」

としていることを認定しつつ、当該情報が記載されている公文書につき、

請求対象外の情報が記載された部分に非公開は許されず、当該公文書全

体が請求の対象とされるべきであるとしている。 

 

【意見】 

佐世保市の平成１３年の情報公開条例全面改正の際、市議会の審議と

して、佐世保市側より、情報の定義を「文書、図画、写真等の可視的情
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報」以外に、「フロッピーディスク、光ディスク、ビデオテープ等」の「電

磁的記録」を掲げることの説明がなされている（佐世保市議会本会議平

成１３年３月定例会・第９日）。それ以外に、情報公開条例第２条２項に

て、公開対象につき「情報」と定義したことについて、解説等は存在し

ない。したがって、佐世保市としては、従来の紙媒体の文書以外にも電

磁的記録を公開対象としたことに併せて、「情報」へと語句変更したも

のと推測される。 

もっとも、「情報」の定義内容は、他の地方公共団体における「公文書」

の場合とほぼ同内容である。したがって、佐世保市にて、公開対象物に

つき、「情報」と定義したとしても、上記の文書型と情報型の差異を意識

したものであるとは言い難いと思われる。 

佐世保市には、情報公開請求がなされた場合、情報型であることを前

提に、請求対象外の情報部分につき、部分公開とする措置を図ることに

つき、慎重になされるべきであり、仮に、そのような措置を取る可能性

がある場合には、市議会での審議や市民への告知等、公開請求権者に対

する不意打ちとならないように注意するべきである。 

 

 （３）情報の公開義務及び公開しない情報 

   ア 情報の公開義務（第１０条１項柱書） 

     本条例では、情報公開法と同様に、適用除外情報に該当する場合を

除き、原則として情報を公開しなければならない。 

 

 （情報の公開義務及び公開しない情報） 

第１０条 実施機関は、公開請求があつたときは、公開請求に係る

情報に次の各号に掲げる情報（以下「適用除外情報」という。）の

いずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該
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情報を公開しなければならない。 

… 

 

イ 適用除外情報（第１０条１項各号） 

本条例において、適用除外情報は、以下の類型である（同条例第１０

条１項）。以下では、各号ごとに関係する規範及び解釈等を順に指摘し、

さらに必要に応じて意見等を述べる。 

（ア）法令秘情報（１号） 

 

（１）法令又は他の条例（以下「法令等」という。）の規定により、明

白かつ具体的に公開することができないとされている情報 

 

そもそも、地方公共団体は、法令に反しない限りにおいて条例を制定

することができる（地方自治法第１４条１項）ことから、法令の規定によ

り公にすることができない情報については、情報公開条例においても公

開できないものである。 

そして、本条例と他の条例とは、一般法と特別法との関係にあたるた

め、他の条例の規定により公開できないとされている情報については、

本条例においても公開することはできない。 

また、上記趣旨からすると、「法令」とは、法律、政令、府令及び省令    

をいい、「条例」とは、条例及び条例の委任を受けた規則等をいう。国等

からの通知、通達等や単なる内規等によって公開しないとされている場

合については、本号は適用されないことになる。 

本条により非公開になるものとして、一般的に以下の例が考えられる。

なお、非公開とするためには、実質秘であること（一般に知られていない

事実であって、本人が他人に知られたくないことについて客観的に相当
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の利益を有すると認められる事実であること）が必要である。形式上の

守秘義務規定を根拠として一律に非公開とすることは適当でなく、個々

の実質的な理由により判断しなければならないことには注意を要する。 

① 明文の規定により、閲覧又は写しの交付が禁止されている情報 

・印鑑登録原票、印鑑登録（申請・変更・廃止 佐世保市印鑑条例

第１８条） 

② 著作者が公開に反対の意思を表示している著作物の複製（著作権法

第２１条） 

③ 他の目的利用が禁止されている情報 

・指定統計調査（統計法第１５条） 

④  個別の法令等により具体的な守秘義務が課せられている情報 

     ・ 市民税申告書、滞納処分経過調書、固定資産課税台帳（地方税

法第２２条） 

     ・  住民異動届（住民基本台帳法第３５条） 

     ・ 職員健康診断受診名簿（労働安全衛生法第１０４条） 

（イ）個人に関する情報（２号） 

 

（２）個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を

除く。）であつて、特定の個人が識別され、若しくは識別され得る

もの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することに

より、なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。ただし、

次に掲げる情報を除く。 

 ア 何人でも法令等の規定により閲覧することができるとされてい

る情報 

 イ 公表を目的とし、又は公表することを予定して作成し、又は取

得した情報 
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 ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出その他これらに相当す

る行為に際して作成し、又は取得した情報であつて、公益上の理

由により公開することが必要と認められる情報 

 エ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが

必要であると認められる情報 

 オ 当該個人が公務員（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）

第２条第１項に規定する国家公務員及び地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員をいう。）であ

る場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であると

きは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行

の内容に係る情報 

 

市民の知る権利とプライバシー権（人格権）との調整を図る規定である。

個人情報保護法と同様に、本条例は、プライバシーの内容が法的にも社会

通念的にも未だ不明確であることから、個人を識別できる情報という点で

制限をかけることにしている。 

本条例では、個人識別情報は原則非公開としつつも、個人の権利利益を

侵害せず非公開にする必要のないものや個人の権利利益を侵害しても公開

することの公益が優越するものなどの特定の情報については、本号ただし

書きの例外的公開事項として列挙し、義務的公開を行うことになる。 

情報公開法第５条１号にも同様の規程がある。もっとも、「ウ 法令等の 

規定に基づく許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成

し、又は取得した情報であって、公益上の理由により公開することが必要と

認められる情報」という文言は同法にはなく、本条例独自のものである。 

なお、本号に該当する情報の公開可否は、請求者のいかんを問わずに判

断されるものである。したがって、本人が請求した場合であっても、本号
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に該当する限り非公開となる。 

 

（ウ）法人その他の団体に関する情報（３号） 

 

（３）法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」

という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報

であつて、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の

地位その他正当な利益が著しく損なわれることが明らかな情報。ただ

し、次に掲げる情報を除く。 

 ア 人の生命又は身体の安全、健康の保持若しくは財産又は環境の保 

全に影響を及ぼすおそれがある情報 

 イ 違法又は著しく不当な事業活動に関する情報 

 ウ 消費生活その他他人の生活に重大な影響を及ぼすおそれがある情  

  報 

 

自由経済社会においては、法人その他の団体等または事業を営む個人の

健全で適正な事業活動の自由を保障する必要がある。この点を考慮し、市

民の知る権利と調整を図ったものである。事業活動に係る情報で、公開す

ることにより、当該事業者が有する権利、競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれがある情報を非公開としている。 

もっとも、一方において、事業者の事業活動も無制限ではなく、社会的

影響や責任が内在する。当該事業活動が市民生活に悪影響をもたらす場合

等、公開することが必要と認められる情報については公開するものとす

る。 

情報公開法第５条２号にも同様の規程があるものの、「イ 違法又は著

しく不当な事業活動に関する情報」、「ウ 消費生活その他他人の生活に
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重大な影響を及ぼすおそれがある情報」に相当する条項は同法にはな

く、本条例独自のものである。 

本号に該当し、非公開になり得る当該情報の例としては、一般的に次

のようなものが考えられる。 

  ① 生産技術に関する情報（製造工程、原材料の種類・使用量、機械・ 

設備等の利用技術等） 

  ② 営業、販売活動に関する情報（取引先、得意先、営業方針、受注 

経路、単価等） 

  ③ 信用力に関する情報（負債内容、借入金の返済能力等） 

  ④ 人事、労務、経理等専ら法人等の内部管理に関する情報（経理、人 

事等） 

⑤ その他法人等の活動利益を害することが明らかな情報 

 

（エ）意思形成過程に関する情報（４号） 

 

（４）市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国若しくは他

の地方公共団体（以下「国等」という。）の機関との間における審議、

検討又は協議に関する情報であつて、公開することにより、率直な意

見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民

の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当な利益を与え、若しくは

不利益を及ぼすと認められるもの 

 

本条例第１０条１項４号は、情報公開法第５条５号に相当する非公開

事由である。 

決裁等の手続を終了した佐世保市としての最終的な決定に限らず、意

思を形成する過程の情報も公開対象とすべきとすることによって、公正
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で民主的な行政の推進に資することとなる。 

もっとも、佐世保市の施策の多くが内部的、または関係機関との審議、

検討、協議を繰り返しながら決定されるところ、最終的な意思決定に至

らないそれぞれの審議、検討、協議における意思形成の過程を公開する

ことにより、佐世保市民に対して不正確な理解や誤解を与えたり、特定

の者に不当な利益又は不利益を与えるといった弊害が生じたり、審議、

検討、協議の自由な意見交換や意思決定の中立性が阻害されたりといっ

たことが想定される。 

そこで、最終的な意思決定に至らない個別の審議、検討、協議について

は、公開することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性

が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、または特定の者

に不当な利益を与え、もしくは不利益を及ぼすと認められるものが非公

開事由とされている。 

なお、情報公開法第５条５号について、大阪地方裁判所平成２６年１

２月１１日判決（裁判所ウェブサイト）は以下のように判示している。 

「国の機関や地方公共団体等の内部又は相互間における審議、検討又 

は協議に関する情報が記録された文書等……が時期尚早な段階で開示さ

れることによって、外部からの干渉、圧力等により率直な意見の交換や

意思決定の中立性が損なわれたり、未成熟な情報が確定的情報と誤解さ

れ国民の間に混乱を生じさせたりなどすることがあり得るものといえ

る。」、「他方、……むしろ最終的な意思決定前の情報であっても、これ

を開示することが必要な場合も少なくないというべきである。」とした

上で、「したがって、審議、検討又は協議に関する情報の公開に際して

は、……開示することにより生じる支障等が重大であり、不開示とする

ことに合理性が認められる場合に不開示とすることができるとの趣旨に

よるものと解される。」としている。 
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そして、同号にいう「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が

不当に損なわれるおそれ」とは、対象情報を公にすることによって、外部

からの圧力や干渉等の影響を受ける結果、率直な意見交換や意思決定の

中立性が不当に損なわれるおそれを想定したもので、適正な意思決定手

続の確保を保護利益とするものと解される。具体的には、発言者やその

家族に対して危害が及ぶおそれがある場合、行政機関内部の政策の検討

が十分でない情報が公になり、外部からの圧力により当該政策が不当な

影響を受ける場合などが考えられる。 

また、同号にいう「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」とは、

未成熟な情報や事実関係の確認が不十分な情報などを公にすることによ

り、国民の誤解や憶測を招き、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそ

れがある場合をいい、これらの情報が公にされることによる国民への不

当な影響が生じないようにする趣旨と解される。 

そうであるところ、法１条の目的（とりわけ行政文書の開示請求権や

政府の諸活動を国民に説明する責務等）や、法５条が行政文書は原則と

して開示しなければならないとし、同条各号所定の不開示情報が記録さ

れている場合に例外的に不開示決定がなされる旨定めていること等に照

らすと、同条５号にいうおそれは抽象的な危険性・可能性では足りず、客

観的かつ具体的な危険性・可能性があることを要すると解すべきである。 

本号に該当するとされた具体例として、佐世保市においては後述の通

り平成２８年度の審査請求事案がある。 

同事案では、佐世保市からは「建築基準法第９４条に規定する審査請

求における審理の内容や状況は『裁定の評議』に該当するため、これを公

開すると原審査請求における中立性が不当に損なわれ、原審査請求に対

する裁決の内容に影響を与えるおそれがある」との主張がなされた。 
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【意見】 

① 意思形成過程等情報の公開につき、行政が萎縮してあえて情報として 

文書化されないおそれがある。佐世保市にて、計画策定手続の整備を行い、

意思形成過程について、後日、情報公開請求を受けることを予測して、公

開に備えることを検討されたい。特に、後述のとおり、佐世保市において

は、日本国全体の注目を受けている石木ダム建設、ＩＲ誘致という大きな

政策課題が存在する。後日、佐世保市民及びその余の者が、情報公開制度

を用いて、佐世保市の政策課題についての検証を行おうとする場合に、そ

の時々の佐世保市の意思形成過程について全く不明という状況を導かな

いように注意することを求める。 

② 本号については、文言上、「不当」という文言が繰り返されている。こ

れについては、「非公開事項を制限的にする」ものであると解釈し、その

趣旨を再確認すべきである。 

 

（オ）行政運営情報（５号） 

 

（５）市の機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、試験、契約、

交渉、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であつて、公開するこ

とにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の実施の目的が失わ

れ、又はこれらの事務事業の公正若しくは適切な遂行を著しく困難にす

ると認められるもの 

 

本号は、情報公開法第５条６号に相当する非公開事由である。 

本号は、事務事業の性質上、事前に、または事業の執行過程で公開すると、

当該事務事業の目的を失い、または公正若しくは適切な執行に支障が生じる
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と認められるものがあるため、そのような情報については公開しないことと

した。 

また、事務事業に関する情報の中には、反復継続するため、当該事務事業

が終了した後であっても、同種の事務事業の公正又は適切な執行に支障が生

じると認められるものもあるため、そのような情報についても公開しないこ

ととした。 

本号に該当するとされた具体例としては、代価表が公開されることにより、 

以降の入札において予定価格を容易に類推できることとなる情報であると

して、「行政運営情報」に該当するとされたものが挙げられる。 

 

【意見】 

一定の例示を行っているものの「その他の事務事業に関する情報」、「当該

事務事業若しくは同種の事務事業の実施の目的が失われ」との文言につき、

非公開要件として一般的・包括的であり、恣意的運用のおそれがある。佐世

保市において、本号をもって非公開とする際には、恣意的運用となっていな

いかに留意し、また、実際の適用例についての記録と分析を行われたい。 

 

（カ）国等との協力関係情報（６号） 

 

（６）国等との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報

であつて、公開することにより、国等との協力関係を著しく害すると認

められるもの 

 

本号は、情報公開法第５条３号に相当する非公開事由である。 

佐世保市の行政は、国、都道府県及び他の市町村との密接な関係を有し、

これらと互いに協議、協力しながら総合的に推進されている場合が多い。 
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そして、国等との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得し

た情報には、公開すべきか否かを国等の政策判断に委ねるべき性質のものが

ある。 

そこで、そのような情報を公開することによって国等との協力関係を著し 

く害すると認められる情報は公開しないこととした。 

本号に該当するとされた具体例としては、佐世保市における実例は見当た  

らなかったが、各種統計情報、未利用の国有地等の利用計画書、外国人登録

原票に記載されている情報が挙げられる。 

 

【意見】 

「公開することにより、国等との協力関係を著しく害すると認められるも  

の」との文言につき、「著しく」と付することにより、非公開条項を例外的な  

ものとして制約する記載となっているが、その判断は佐世保市が行う以上、

「協力関係を・・・害する」というあいまいな表記と併せて、主観的な運用

がなされるおそれがある。 

また、その文言上、第４号と重複する部分が多い。本号については、改正

地方自治法上の法定受託事務における国からの関与を特に想定したものと考

えられる。この点、東京都情報公開条例も、かつて、「都と国、地方公共団体

又は公共的団体との間における協議、協力等により実施機関が作成し、又は

取得した情報であって、開示することにより、都と国等との協力関係又は信

頼関係が損なわれると認められるもの」という非公開規定を設けていた。同

非公開規定については、やはり、主観的な運用のおそれが指摘され、また、

地方分権推進の観点から、かかる包括的な非公開条項での対応ではなく、そ

の余の個別の非公開条項をもって対処すれば足りるとされ、「実施機関が法律

上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、公にすることが

できないと認められる情報」として、非公開事項が限定された。この東京都
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情報公開条例の非公開事項改正は、旧地方自治法のいわゆる機関委任事務を

想定したものとされているが、法定受託事務における非公開の指示がなされ

た場合等には改正後の規定が適用するとされている。佐世保市において、将

来、情報公開条例を改正する場合には、この点、検討されたい。 

 

（キ）７号（公共の安全等に関する情報） 

 

（７）公開することにより、人の生命、健康又は財産の保護、犯罪の予防

その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報 

 

本号は、情報公開法第５条４号に相当する非公開事由である。 

実施機関が保有する情報の中には、公開することによって、人の生命、健

康又は財産等に被害をもたらし、犯罪を誘発したり、容易にしたりするおそ

れがあるものがある。 

そこで、そのような情報については、公共の安全を確保し、秩序を維持す

るため、公開しないこととした。 

本号に該当するとされた具体例としては、給水装置工事設備台帳の公開が    

請求された事案において、個人宅の間取りが挙げられる。 

イ 公益上の理由による裁量的公開（第１０条２項） 

  条例第１０条１項各号の非公開情報に該当し、公開することができない公  

文書であっても、非公開情報の規定により保護される利益に優越する公益上  

の理由があると認められる場合、実施機関の裁量により公開することができ  

ることを定めたものである。 

  情報公開法第７条にも同様の規定がある。 
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２ 実施機関は、公開請求を受けた情報が前項各号の適用除外情報に

該当する場合であるときでも、公益上特に必要があると認めるとき

は、公開することができる。 

 

【意見】 

① 本項によると、第１０条１項１号の法令秘や同項６号における法定受託事  

務につき公開不適切である情報についても、実施機関の裁量により公開され  

る可能性が残る。 

およそ、法令秘等は、非公開による公益上の理由の存在が前提となってお

り、実施機関の裁量が及ばないと考えられる。現行条例の体裁では、法令秘

等の非公開決定を受けた請求者が、公開による公益上の理由があるとして、

不服審査や取消訴訟に及ぶ可能性がある。 

そこで、法令秘や法定受託事務につき公開不適切である情報について、裁

量的公開対象から除外または制限することを検討されたい。 

② 本条は、実施機関の裁量による公開を規定していることから、非公開情報

の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認められる、

公開妥当と考えられる場合であっても、結局、実施機関の裁量により非公開

とされる可能性がある。 

公開を求められる情報が非公開事由に該当するかどうかの立証責任は、佐  

世保市情報公開条例第１２条により、実施機関に課されている。これに対し

て、裁量逸脱濫用の主張立証責任は、同条例上明文はないものの、その規定

の体裁上、非公開事由の例外的取扱いであることから公開請求者側にあると

考えられる。情報公開を求める住民側からすると、非公開情報の規定により

保護される利益に優越する公益上の理由の存在について、その立証は甚だ困

難であり、主張レベルでも容易ではない。それゆえ、公開請求者が、本条に

基づき、不服審査や取消訴訟により救済を得ようとしても、入口の時点で頓
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挫せざるを得ない。仮に、高度の公益上の理由につき主張を整理し、入手し

た限りの証拠を提出したとしても、行政裁量の逸脱濫用の問題は、司法判断

の段階では、著しい逸脱、濫用という高いハードルを設けられることが通常

であることから、結局、当不当の問題に帰着し、本条による救済が見込めな

いこととなる。 

  そこで、本条については、a 第１２条と同様に、立証責任を佐世保市側に

課す、ｂ「実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されてい

る場合であっても、当該情報を開示することが、人の生命、身体、健康又は

生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、当該公文書に係る公文

書の開示をするものとする。」（北海道情報公開条例の裁量的開示条項〔第１

１条〕）として、特定の条件の下では、公開する義務を負うものとして、立証

責任を佐世保市に課すという改正を検討されたい。 

また、本条を維持するのであれば、ｃどのような基準により裁量公開する

のか内部基準を明確にするべきである。 

③ 上記各意見に対して、法令秘等につき、裁量公開の可能性を残しつつ、裁

量公開を認めず、かつ、立証責任を公開請求権者に課することにより裁量公

開を事実上機能させないことで対処するということも考えられる。 

しかし、この手法では、法令秘等への裁量公開拒否につき、不服申立を受

ける可能性が残り、さらに、不服審査等に及んだ公開請求者に対して、裁量

公開が有名無実であることへの不満と疑念を残すことになると思われる。そ

れゆえ、上記各意見については、本条の相関する問題として、軽視すること

なく検討していただきたい 

 

ウ 部分公開及び事後公開（条例第１３条） 

  情報は原則として公開するという本条例の趣旨からすると、一部に公開で  

きない情報があるとしても、その余の情報を公開すべき場合がある。また、
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その時点では公開できないとしても、後日その公開できない理由が失われた

場合には、なお公開すべきである。これらのような場合について、本条例第

１３条は以下の通り規定している。 

 

 （部分公開及び事後公開） 

第１３条 実施機関は、公開請求に係る情報に適用除外情報が含まれる場合、

適用除外情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することがで

き、かつ、分離したことにより公開請求の趣旨が失われることがないと認

められるときは、適用除外情報に係る部分を除いて、当該情報の公開をし

なければならない。 

 ２ 実施機関は、第１０条第１項各号により公開できない情報であっても、

時間の経過等により、公開を拒否する理由がなくなつたときには、これを

公開しなければならない。 

 

請求された情報の一部に第１０条１項各号のいずれかに該当する情報が記

録されている場合であっても、そのすべてを非公開とするのではなく、適用

除外情報に該当する部分を除いた部分を公開しなければならない。ただし、

非公開部分とそれ以外の部分を容易に区分できないとき、または非公開部分

を除くとその情報の内容が意味のないものになってしまうときは、公開しな

いことを認めている。 

また、時間の経過、あるいは事情の変更等により適用除外情報に該当しな

くなった場合は、公開することを実施機関に義務付けたものである。公開決

定等を行う際に、適用除外情報に該当しなくなる時期をあらかじめ明示でき

るときには、書面にその時期を記載し、公開請求者に通知する必要がある。

その場合でも、当該情報の公開を請求しようとするものは、改めて当該時期

以後に公開請求書を提出しなければならない。 

─ 26 ─



 
 

 

【意見】 

一般市民である請求者が、情報公開制度の詳細を十分に理解できない結果、  

時間の経過、あるいは事情の変更等により適用除外情報に該当しなくなった  

ときに再度公開請求することを失念する可能性は否定できない。そこで、実

施機関としては、適用除外情報に該当しなくなる時期だけではなく、再度公

開請求が必要になる旨を通知書などの書面に明記すべきである。また、可能

な限り書面のみならず口頭でも説明すべきである。 

 

エ 非公開の場合の立証責任（第１２条） 

  公開できない情報に該当するか否かの立証責任について、本条例第１２条  

は以下の通り規定している。 

 

 （非公開の場合の立証責任） 

第１２条 公開請求を受けた情報が、第１０条の規定により公開できない情

報に該当することの立証責任は、実施機関が負うものとする。 

 

公開請求された情報を公開するか否かは、条例第１０条の適用除外情報の  

規定を厳格、公正に解釈し決定しなければならない。情報は原則として公開

するという本条例の趣旨からすると、当該情報を公開しない旨の決定を行っ

た場合の立証責任は、当然に実施機関が負うものである。 

行政不服審査法による審査請求または行政事件訴訟法による訴訟の提起が

あった場合には、当該実施機関がその当事者となり、証明あるいは、疎明し

なければならない。 

オ 情報の不存在の通知 

請求に係る情報が不存在である場合の取り扱いについて、本条例第８条で  
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は以下の通り規定されている。 

 

 

 （情報の不存在の通知） 

第８条 実施機関は、公開請求を受けた情報が存在しないときは、当該情報

が不存在であることを理由とした決定を行い、直ちに書面によりその旨を

通知しなければならない。この場合、当該書面にはこの決定に対し審査請

求ができることを併せて記載しなければならない。 

 

  公開請求に係る情報が存在しない場合、実施機関は不存在決定をすること  

になる。この実施機関が行う不存在決定につき、行政処分の一態様として明

確に規定されている。そして、この決定に対しては、審査請求ができること

も公開請求者に教示することを義務付けたものである。 

公開請求に係る情報が存在しない場合は、窓口で公開請求者に説明して理  

解を求めるだけではなく、公開請求に係る情報を保有していない理由を「情

報不存在決定通知書」に記載して通知する必要がある。 

また、一般的に情報の不存在としては、次のような場合が考えられる。 

 ① 保存年限の経過等により廃棄した場合 

 ② 実態として情報を作成または取得していない場合 

 ③ 職員のメモであって本条例が対象とする情報に該当しない場合 

 ④ 当初から情報がない場合（請求者の誤解等による場合） 

 

【意見】 

  この決定に対し、審査請求ができることを併せて記載しなければならない  

（後段）。請求者の不服申立ての便宜を図るという趣旨からは必須の記載であ

るが、より実質的に不服申立権を保障するための対策が必要である。詳細は
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第７章の総合的な評価及び意見にて論じる。 

 

カ 存否の応答拒否（第１１条） 

 

 （存否の応答拒否の決定） 

第１１条 公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在している

か否かを答えるだけで、適用除外情報を公開することとなるとき

は、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請

求を拒否することができる。 

２ 実施機関は、前項の決定を行ったときは、直ちにこの決定を書面

により通知しなければならない。この場合、当該書面にはこの決定

に対し、審査請求ができることを併せて記載しなければならない。 

 

  公開請求を受けた情報につき、その存否を回答することで、佐世保市情報

公開条例第１０条１項の非公開情報を公開したことと同じ結果となる場合、

情報の存否自体を明らかにしないことができることを定めている。具体的に

は、下記のような場合に本条が適応される場合がある。 

本条は、例外的な規定であるので、適用に当たっては厳格に解釈し、濫用

することのないようにしなければならない。  

① 特定の個人の病歴や特定の児童のいじめに関する情報 

② 特定分野に限定しての試験問題の出題予定に関する情報 

③ 犯罪の内偵捜査に関する情報 

④ 探索的な公開請求に係る情報 

  存否の応答拒否の決定は行政処分の一つであるから、この決定に対して審  

査請求ができることを書面に記載することとした。 

  また、情報公開法第８条に同様の規定がある。 

─ 29 ─



 
 

 

【意見】 

① 本条は、情報公開法第８条と同趣旨の規定である。国よりもはるかに小

規模である市のレベルにおいても、特定の個人の病歴に関する情報、犯罪

の内偵捜査に関する情報、探索的な公開請求に係る情報が公開された場合、

存否応答を拒否する必要性が無いとは言えない。 

もっとも、従前、地方自治体レベルにおいて、本条のような存否応答拒

否を行うべき請求がどの程度なされたのかは明らかではなくその必要性に

ついて疑問がある。 

また、存否応答拒否は、公開請求を行った者からすると、情報入手にあ

たり端緒に至らなかったこととなる。この効果から、実施機関にて、安易

に本条を根拠に存否応答がなされる濫用のおそれが常に存在する。 

それゆえ、本条については、佐世保市における存否応答拒否を適用した

事例を検証し、本条につき必要性を吟味することが妥当である。また、本

条につき、その運用にあたっては、濫用を防止するため、事前・事後のチ

ェック（佐世保市情報公開審査及び個人情報保護審議会への諮問等）を行

う等、内規の厳格化を検討されたい。 

② この決定に対し、審査請求ができることを併せて記載しなければならな  

い（２項）。請求者の不服申立ての便宜を図るという趣旨からは必須の記載 

であるが、より実質的に不服申立権を保障するための対策が必要である。

詳細は第７章の総合的な評価及び意見にて論じる。 

  

第２ 担当部局及び事務処理の仕組み 

 １ 担当部局 

   情報公開を取り扱う実施機関（この条例を実施する市の機関）について、

本条例第２条１項は以下の通り規定している。 
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 （定義） 

第２条 この条例において、「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙

管理委員会、農業委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審

査委員会並びに消防長及び公営企業管理者をいう。 

 … 

 

   各実施機関は、自らの判断と責任において、この条例に基づく事務を誠

実に管理し、執行する義務を負うものであり、地方自治法上、公文書類の

具体的管理権限を有している市長及び他の執行機関（行政委員会）である。 

   消防長及び公営企業管理者は、市長の補助機関であるが、消防組織法（昭

和２２年法律第２２６号）、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）

の規定により、一定の権限を有し、独立して事務を管理し、執行している

ことから、独立の実施機関としている。 

   また、本条第３条は、実施機関の責務を次の通り規定している。 

 

 （実施機関の責務） 

第３条 実施機関は、第１条に定める目的に則して、その保有する情報

を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において、

個人に関する情報がみだりに公開されることがないよう最大限の配慮

をしなければならない。 

 

実施機関は、市民の情報の公開を請求する権利を保障するため、条例に

基づく情報の公開請求に対して、第１０条１項各号の規定に該当しない限

り公開しなければならないとの原則公開の理念に立って、条例全体を解釈

し、運用しなければならない。 
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   その一方で公開を原則とする情報公開制度の下においても、思想、信条、

宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属

団体、財産、所得、その他の個人に関する情報は、個人の尊厳を確保し、

基本的人権を尊重する観点から最大限保護されるべきものであり、正当な

理由なくして公開してはならないことを実施機関に求めたものである。 

なお、市が出資し、または財政上の援助を行う法人その他の団体（出資

団体等）は、それぞれ個別の法律に基づいて、または任意的に設立された

市とは別個の団体であるため、実施機関になることはできない。 

しかし、設立において市の財政的援助等を受け、また、市の事務事業に

密接する業務を行っていることから、その保有する情報の公開を進めてい

く必要がある。 

そこで、本条例第２１条は、実施機関とはしないまでも、出資団体等の

設立趣旨や自律性に配慮しつつ、出資団体等が自主的に財務その他の経営

状況を説明する文書等（財産目録、事業契約書など）その保有する情報の

公開に努めるものとした。規定は以下の通りである。 

 

 （出資団体等の情報公開） 

第２１条 市が出資し、又は財政上の援助を行う法人その他の団体（以下「出

資団体等」という。）は、財務その他の経営状況を説明する文書等その保有

する情報の公開に努めなければならない。 

２ 実施機関は、出資団体等が保有する情報であつて実施機関が保有してい

ない情報について、この条例に基づく公開請求があつたときは、当該団体

に対し、規則で定めるところにより当該情報の提出を求めるものとする。 

３ 出資団体等の範囲等必要な事項は、規則で定める。 

 

また、出資団体等の範囲等は次のとおりである（施行規則第１６条）。 
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 （１）地方自治法第２２１条３項の法人 

市が出資している法人で、政令で定めるものは、地方独立行政法人と

市が資本金、基本金その他これらに準じるものの２分の１以上を出資し

ている一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社である。 

  ○該当する主な法人（令和元年度実績） 

   ① 公益財団法人佐世保地域文化事業財団 

   ② 宇久観光バス株式会社 

   ③ させぼバス株式会社 

   ④ 株式会社西九州させぼパワーズ 

   ⑤ 公益財団法人佐世保市中小企業勤労者福祉サービスセンター 

   ⑥ させぼパール・シー株式会社 

   ⑦ 公益財団法人佐世保観光コンベンション協会 

   ⑧ 世知原温泉株式会社 

   ⑨ 地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 

   ⑩ 地方独立行政法人北松中央病院 

   ⑪ 公益財団法人佐世保市学校給食会 

   ⑫ 公益財団法人佐世保市体育協会 

 （２）市が補助金、負担金及び交付金を一会計年度において１０００万円以

上支出し、かつ、当該補助金等が当該法人等の全体の業務量の２分の１

を超える法人等 

 （３）地方自治法第２４４条の２・３項の規定により市の公の施設の管理を

行っている主な法人等 

  ○指定管理者（（１）に該当する法人等を除く。平成３１年４月１日現在） 

   ① 三川内焼陶磁器協同組合（三川内焼産業伝統会館） 

   ② 吉井活性化センター生産者協議会（吉井活性化センター） 

   ③ 世知原活性化施設利用者推進協議会（世知原活性化施設） 
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   ④ あざみ生活改善グループ（冷水岳ふるさと物産館） 

   ⑤ 佐世保市漁業協同組合（漁民総合センター） 

   ⑥ 佐世保食肉センター株式会社（と畜場、佐世保市食肉市場） 

   ⑦ 指定管理者共同企業体ビオトピアえぼし（烏帽子高原リゾートスポ 

ーツ広場） 

   ⑧ 社会福祉法人佐世保市社会福祉協議会（宇久高齢者生活福祉センタ

ーなど） 

   ⑨ 浅子町公民館（浅子へき地保育所） 

   ⑩ 高島町町内会（高島へき地保育所） 

   ⑪ 児童交流センターことひら運営委員会（児童交流センターことひら） 

   ⑫ 社会福祉法人むすび会（おおぞら作業所、あすなろ作業所など） 

   ⑬ 株式会社サンエル（いでゆ荘、佐世保市鹿町温泉施設など） 

   ⑭ 株式会社協栄（エコスパ佐世保） 

   ⑮ 社団法人佐世保自治振興会（市民文化ホール） 

   ⑯ 特定非営利活動法人ＷｉｌｌＤｏ（東部スポーツ広場） 

   ⑰ 西部ガスグループ共同事業体（温水プール） 

   ⑱ 株式会社零（宇久ターミナルビル） 

   ⑲ 株式会社濵野屋（鹿町運動場、千鳥越野球場等） 

   ⑳ 合同会社西海観光企画（長串山公園） 

   ㉑ 長崎県活性化研究会波動（白岳自然公園） 

   ㉒ 社会福祉法人白寿会（江迎特別養護老人ホーム老福荘） 

   ㉓ 株式会社第百不動産（佐世保市営住宅等） 

   ㉔ 一般社団法人佐世保青果花き卸売市場協会（佐世保市青果市場な 

ど） 

   ㉕ 一般社団法人佐世保市水産市場協会（佐世保市水産市場） 

２ 事務処理の仕組み 
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（１）事務処理を行う担当部署等 

佐世保市においては、情報公開制度全体の統括を総務部総務課が担当

している。情報公開の決定自体については公開請求に係る情報を保有し

ている各部署が担当している。各部署においては、情報公開請求状況の

報告を毎月行っている。 

総務部総務課は、各課からの問い合わせや個別相談等への対応、情報

公開制度の実施状況のとりまとめ、内容の公表（広報させぼ６月号）、新

人職員研修・庶務担当者実務研修の実施（年１回）を担当している。 

また、総務部総務課は佐世保市情報公開審査及び個人情報保護審議会

の事務局を担っている。 

（２）事務処理の基礎となる法令・手引き等 

総務部総務課では、情報公開事務の手引き（条例、規則の逐条解説）及

び情報公開請求受付マニュアル（情報公開請求受付のフローやよくある

問い合わせをまとめたもの）を作成し、情報公開制度を庁内へ周知して

いる。 

同手引きは、本条例の逐条解説と本条例やその他の関係法令で構成さ

れている。その他の関係法令としては、佐世保市情報公開審査及び個人

情報保護審議会条例、佐世保市情報公開条例施行規則、第三者等情報の

取扱い要綱、佐世保市情報公開審査及び個人情報保護審議会運営要綱が

掲載されている。 

３ 公開請求の手続 

 （１）公開請求 

    公開請求については本条例第６条に規定がある。 
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（公開請求の手続） 

第６条 情報の公開を請求しようとする者は、実施機関に対して、次に

掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 

  ⑴ 氏名及び住所（法人その他の団体にあつては、その名称、代表者

の氏名及び事務所又は事業所の所在地） 

  ⑵ 公開を請求しようとする情報の件名又は内容その他の当該情報

を特定するために必要な事項 

  ⑶ 前２号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、情報の公開の請求（以下「公開請求」と

いう。）に係る情報を公開できることが明らかであり、かつ、即時に閲

覧又は視聴に供することができる場合は、請求書の提出を省くことが

できる。 

３ 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請

求をした者（以下「公開請求者」という。）に対し、相当の期間を定め

て、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、

公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなけれ

ばならない。 

    

    情報公開請求は、この条例によって認められた公開請求権の行使であ  

り、公開決定等という行政処分を求める手続である。このため、事実関係

及び法律（条例）関係の内容という重要事項を明確にし、公開決定等の期

間の計算や救済手続との関係において、後日争いや混乱を避ける必要が

あることから、書面主義を採用している。佐世保市役所のホームページ

には、請求書の書式（ＰＤＦデータ）が掲載されている。 

このような趣旨からすれば、遠隔地に居住するものの便宜を考慮する

等請求者の利便性を図るため、公開請求書の提出は、郵送、ファクシミ
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リ、電子メールの添付ファイル等によることも認められる。その一方で、

口頭、電話等による公開請求は認められない。 

   公開請求にあたり、「氏名及び住所（法人その他の団体にあつては、そ  

の名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地）」、「当該情報を特

定するために必要な事項」、「前２号に掲げるもののほか、実施機関が定

める事項」（各実施機関が規則、規程等により定める公開実施の方法、公

開請求年月日、公開請求しようとするものの連絡先（電話番号等））を記

載する必要がある。 

「当該情報を特定するために必要な事項」とは、請求者が求めている

情報の具体的な名称又は実施機関の職員が請求に係る情報を特定し得る

程度に具体的な内容をいう。もっとも、公開請求をする者は、行政機関に

おいて一般にどのような情報や行政文書保有状況につき不知であること

が通常である。そのため、公開請求をしようとする者が容易かつ適切に

情報や行政文書を検索できるようなシステムを構築する必要があるほか、

補正（３項）を求める際に積極的に支援を行うなどの対策が必要である。 

また、実施機関による情報の提供や公開請求の便宜のため、本条例第

１７条及び第１９条に以下の通りの規定がある。 

 

 （情報提供の推進） 

第１７条 実施機関は、市民が市政に関する情報を迅速かつ容易に得られる

ようにするため、第５条に規定する情報の公開請求を待つことなく、広く

積極的に情報提供に努めるものとする。 

２ 前項の情報提供については、情報通信技術を活用した電子的公開等多様

な媒体による情報提供の推進に積極的に取り組むものとする。 
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 （情報の検索資料の作成） 

第１９条 実施機関は、情報の目録等情報の検索に必要な資料を作成し、こ

れを一般の閲覧に供するものとする。 

 

情報公開制度は、公正で開かれた市政の実現に有効な手段の一つでは

ある。その一方で、公開請求がない限り、情報が公開されないこと、公開

請求者のみに情報が公開されることなど、それが必ずしも市民にとって

利用しやすいとは限らない。 

適切かつ円滑に情報を公開するためには、実施機関は、市民が市政に

関する情報を迅速かつ容易に得られるよう広く積極的に情報提供してい

く必要がある。これらの情報提供をすることにより公開請求しなくても

情報の取得が容易になり、できる限り情報を公開しようという本条例の

趣旨にもかなう。 

    この点、佐世保市は、情報目録を作成しており、市の行政閲覧コーナー 

や各課の窓口に設置しているということである。  

 

【意見】 

① 情報公開請求を行うためには請求書を提出する必要がある。本条例第６条  

の趣旨からすると、一定の合理性は認められる。その一方で、前述記載の趣

旨からすると、現在の請求書書式に記載のあるような項目を明らかにしてい

れば、必ずしも書面（紙媒体）という形式を取る必要は無いと考える。そこ

で、ＷＥＢ上で情報公開請求ができるように条例の改正や書式等の準備を行

うべきである。詳細は第７章の総合的な評価及び意見にて論じる。 

② 佐世保市情報公開条例は、条例上、情報公開請求にあたり、公開を求める

理由の記載を求めていない。これにつき、佐世保市総務部総務課に実際の運

用を照会したところ、佐世保市において情報公開請求の目的については、特
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に注視していないとのことであった。情報公開請求にあたり、目的を求める

ことは請求への抑止作用となる可能性があるため、現行の佐世保市の公開理

由記載を求めない運用は、適切ともいえる。ただし、他の自治体では、情報

公開請求につき、濫用的行使、概括的な大量の資料請求、営利や特定の職員

への攻撃を目的としていると考えられる請求等の問題への対処から、直接的、

間接的に、情報公開請求にあたり理由を記載させ、非公開事項や濫用の該否

判断の資料として用いている例があるようである。これにつき、監査人とし

ては、佐世保市としても参考とするべき部分があると思われるので、留意し

ていただきたい。 

③ 本条例第６条２項は、公開請求の対象たる情報の性質により、即日公開が

可能である場合を想定した条文と考えられる。この条文により、公開請求者

は、申立段階からの事務負担を大幅に省力できることとなり、地方自治体の

情報公開条例として先進的なものと評価できる。本条項については、同条例

第１０条１項各号の非公開情報に該当しないこと等の確認のうえで、積極的

に活用していただきたい。 

④ 本条例第５条が「何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対

し、当該実施機関の保有する情報の公開を請求する権利を有する。」と規定し

ているとおり、国籍にかかわらず情報公開請求が可能である。それにもかか

わらず、佐世保市の書式を確認したところ、全て日本語表記であり、日本語

で手続を行うことが前提となっている。 

しかしながら、佐世保には多数の外国人がおり、日本語の読み書きができ

ない者が一定数いることは明らかであり、彼らが適切・円滑に情報公開請求

を行えるような体制を早急に整備すべきである。詳細は第７章の総合的な評

価及び意見にて論じる。 

 

【評価】 
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 積極的な情報公開自体に意義があるのは前述の通りである。本条例第１９  

条につき、情報公開請求という点においても、積極的な情報公開や目録等の

整備は、一般市民が情報公開請求を行うきっかけ・手がかりを与えることが

できるという点が重要である。そして、佐世保市は、この要請を充足するた

め情報目録を作成していることは、情報公開請求権の実質的な保障に資する

ものである。 

 

（２）情報公開請求に対する処理 

情報公開請求者からの請求書は、実施機関の各所管課が提出先となる。

市長部局内の各所管課に対する場合、各所管課または総務部総務課にて、

情報公開請求書の請求要件を確認した上で情報公開請求書を受理する。

補正を要する場合には、その旨回答し、補正を求める。総務部総務課にて

受理した場合は、各所管課へ転送される。 

（３）補正 

実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求

をした者に対し、相当の期間を定めて、その補正ができる。 

この場合、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提  

供するよう努めなければならない（本条例第６条３項）。公開請求者は、

公開を受けたい情報が、実施機関においてどのような文書として保管さ

れているのかを知り得ない立場にある。それゆえ、情報公開制度の適切

な運用につき、実際に文書を保管している実施機関の協力が不可欠であ

る。かかる観点から、実施機関に対して、公開請求者への協力義務が規定

された。 

監査人からの佐世保市への照会の結果、佐世保市情報公開条例の上記

補正制度については、平成１３年の情報公開条例全面改正の際、市議会

において、佐世保市側が以下のとおり回答しているということである。 
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すなわち、佐世保市情報公開条例第６条３項にて、公開請求書に形式

上の不備がある場合、公開請求者に対して相当期間を定めて補正を求め

ることが可能である旨規定するが、佐世保市として、公開請求者に対し

て指導を行い、適正な請求書とすることにより、「市民の利便性を図る」

趣旨であるとしている。 

そして、補正制度の内容については、「請求者の記載事項に漏れがあっ  

た場合、２番目に公開請求に係る文書等を特定するために必要な事項の

記載に不備があり、文書等を特定することができない場合、例えば、請求

をされる方につきましては、こういう文書があるんではないのかという

ような推測のもとに文書を請求される方がおられます。それに類推する

ようなものというふうなことで、あるいは記載されている内容を変更し

ていただくということで、その文書を特定することができるわけでござ

いますので、そういう場合に補正を求めることにいたしております。そ

れから、議員からご指摘がございました、文書等を特定するのに参考と

なる情報の提供につきましては、請求者に対し、佐世保市行政手続条例

第９条第２項では、「申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申

請に必要な情報の提供に努める」ということになっておりますので、積

極的に進めてまいりたいと考えております。」と答弁した（佐世保市議会

本会議平成１３年３月定例会・第５日）。 

 

   【評価】 

補正について、佐世保市は、上記のとおり、平成１３年の全面改正の    

際、市議会で積極的に行う方針であることを示し、佐世保市総務部総務  

課によると、この方針は、現在も同様であるとのことであった。これに  

ついては、後述する個別の事例に関する分析の際に意見を呈示するとこ  

ろもあるが、総論として、補正への積極的姿勢とその宣言については適 
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切である。 

 

（４）決定及び公開までの期間 

    決定及び公開までの期間に係る本条例第７条は下記のとおりである。 

 

 （公開請求に対する決定及び公開の方法） 

第７条 実施機関は、前条第１項に規定する請求書を受理したときは、

当該請求を受理した日から起算して１５日以内に、情報の全部又は一

部を公開する旨の決定（以下「公開決定」という。）、情報を公開しな

い旨の決定、次条の規定による公開請求に係る情報を保有していない

旨の決定又は第１１条第１項の規定による公開請求を拒否する旨の決

定をしなければならない。ただし、前条第３項の規定により補正を求

めた場合は、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 実施機関は、前項の決定（以下「公開決定等」という。）を行つたと

きは、直ちに当該決定の内容（情報の全部又は一部の公開を行う場合

は、その日時、場所及び公開の方法を含む。）を書面により通知しなけ

ればならない。ただし、情報の全部を公開する旨の決定をし、かつ、

公開を実施することができる場合は、口頭により通知することができ

る。 

３ 前項の場合において、当該決定が請求を受けた情報の全部又は一部

を公開しない旨の決定であるときは、当該書面には公開できない具体

的な理由及びこの決定に対し審査請求ができることを併せて記載しな

ければならない。 

４ 実施機関は、やむを得ない理由により第１項に規定する期間内に同

項の決定をすることができないときは、同項の規定にかかわらず３０

日を限度としてその期間を延長することができる。ただし、実施機関
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は、第９条の規定による第三者等の保護のための意見聴取により３０

日以内に決定をすることができないときは、本文の規定にかかわらず

６０日を限度としてその期間を延長することができる。 

５ 実施機関は、前項の規定により期間を延長するときは、速やかに、

公開請求者に対し、当該延長の理由及び延長後の期限を書面により通

知しなければならない。 

６ 公開請求に係る情報が著しく大量であるため、公開請求があつた日

から３０日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事

務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第１項及び第

４項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る情報のうちの

相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの情報について

は６０日を限度として公開決定等をすれば足りる。この場合において、

実施機関は、第１項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲

げる事項を書面により通知しなければならない。 

   ⑴ この項を適用する旨及びその理由 

   ⑵ 残りの情報について公開決定等をする期限 

７ 情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所等により行う。た

だし、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案

して、実施機関が定める方法により行うものとする。 

 

各実施機関（各所轄課）は、原則として受理日から１５日内に、公開（部   

分公開を含む。）・非公開決定をしなければならない。 

この「請求書を受理した日」とは公開請求の窓口で請求書を受け付けた  

日（郵送による公開請求の場合は、事務所への物理的な到達、即ち請求書

の庁舎内への到達した日）、「請求を受理した日から起算して１５日以内」

とは、請求書を受理した日を第１日目とし、１５日目が期間の満了日とな
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ることをいう（１５日目〔期間の満了日〕が佐世保市の休日を定める条例

〔平成２年条例第２２号〕第１項１号に規定する市の休日に当たるときは、

民法第１４２条の規定を援用し、その翌日が満了日となる。）。 

もっとも、この期間は公開決定等の判断及び事務処理に要する期間とし 

て定めているものであり、実施機関は可能な限り迅速に決定するよう努め

なければならない。 

ただし、上記の補正が行われた場合、これに要した日数は、当該期間に 

算入されない（本条例第７条１項）。 

また、この期間については、以下のとおり例外的に延長される。 

ア １５日以内の決定等判断が不可能である場合、３０日を限度としてそ    

の期間延長が可能である（同条４項本文）。 

  この「やむを得ない理由」とは、実施機関が誠実に努力しても、公開  

決定等することができないと認められる合理的な理由をいう。具体的に  

は、下記のような場合が考えられる。もっとも、本条例の趣旨からする 

と、制限的に解釈すべきである。 

 ① 天災等の発生により緊急を要する業務の処理が生じた場合 

 ② 公開請求のあった情報に第三者等に関する情報が記録されており、

当該第三者等の意見聴取等を行う場合 

 ③ 出資団体等に対し公開請求に係る情報の提出を求めている場合 

 ④ 公開請求のあった情報に、複数の課等に関連する事務に関する情  

報が記録されており、その意見調整に相当の日数を要する場合 

 ⑤ 裁判、国等の監査等のため当該情報を提出中である場合 

 ⑥ 公開請求の対象となる情報の量が著しく多い場合 

 ⑦ 公開請求の対象となる情報の内容が複雑であり、情報を整理する  

などのため日数を要する場合 

 ⑧ 年末年始の休日等の執務を行わない日をはさむ場合 
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 ⑨ 所管課において特に事務繁忙期に当たる場合等 

イ 実施機関が、後述の第三者等の保護のための意見聴取を行うため、３   

０日以内の決定が不可能である場合には、６０日を限度としてその期間  

延長が可能である（同条４項ただし書き）。これは公開請求に係る情報

が外交、あるいは国防上の必要から、国等に意見聴取を行う場合を想定

している。 

ウ 公開請求に係る情報が著しく大量であるため、公開請求があった日か  

ら３０日以内にその全てについて、公開決定等をすることにより事務の  

遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、公開請求に係る情報  

の内の相当部分について当該期間（３０日）以内に公開決定等を行い、

残りの情報については、６０日を限度として公開決定等をすることが可

能である（同条６項）。 

この「公開請求に係る情報が著しく大量」とは、１件の請求に係る情  

報が大量である場合のほか、同一時期に多数の請求が集中する場合や公  

開請求の内容が複雑で、対象情報を特定するのに日数を要する場合も含  

まれる。 

次に、「事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合」とは、請

求に係る情報の種類または量が多く、実施機関がこれを検索し、決定を

することにより、当該実施機関の行政事務の遂行が著しく停滞する可能

性があると判断される場合をいう。 

また、本項は、公開請求に情報の全部または一部を公開しない旨を請

求者に通知する場合は、第１０条１項各号のいずれに該当するか等、公

開することができない理由を具体的に付記することを義務付けたもの

である。理由付記は単に根拠条文を示すだけでは不十分であり、その条

文を適用する事由を具体的に専門的知識がない人でも十分理解できる

ようわかりやすく記載する（理由付記が不十分な場合、瑕疵ある行政処
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分となる。）。 

  

【意見】 

① 公開または非公開の決定がなされないまま期限を徒過した場合、義務違  

反となるため、不服審査請求の対象となる。 

ところで、公開決定等期限につき、期限を徒過した場合について、地方

自治体の条例レベルで、非公開決定があったとみなすことができるとする

規定を置いている自治体がある（大阪府情報公開条例第１４条３項）。なお、

大分県の旧緒方町の情報公開条例では、逆に、期間徒過時に公開決定があ

ったとみなす規定が置かれていたということである（旧緒方町が他の自治

体と合併して形成された豊後大野市の情報公開条例では同様のみなし規定

は無いようである。）。 

決定なく期限を徒過した場合の公開請求者としての対処としては、行政  

不服審査及び不作為の違法確認の訴え提起が予測されるが、地方自治体と

公開請求者への負担軽減の観点から、みなし規定を置くことの有効性等を

検討されたい。 

② 決定までの期限については、地方自治体毎に定められている。この点、

情報公開法は、原則として、公開請求がなされた日から３０日以内として

おり（同法第１０条１項）、例外的に、「事務処理上の困難その他正当な理

由があるとき」３０日以内の範囲で延長ができるとされている。事務処理

上の困難等やむを得ない理由がある時の期限延長については、通算して６

０日以内としている地方自治体もある（東京都情報公開条例第１２条２項）。 

これに対して、佐世保市は、決定期限を原則として１５日とし、やむを

得ない理由がある場合に通算３０日以内、第三者保護制度適用時及び事務

処理量が膨大である場合に通算６０日以内としており、原則としての期限

は情報公開法等よりも短く、また、延長の場合についても、その理由によ
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り段階的に延長期限を定める等、公開請求者への配慮を行っていると評価

できる。 

これについては、昨今の情報化社会において、情報の頻度及び鮮度の重

要性が高まる一方であることを考慮し、速やかな決定及び公開決定時の閲

覧実現について努力していただきたい。 

なお、福岡市情報公開条例では、決定期限につき原則公開請求時の翌日

から７日（同条例第１２条１項）、「事務処理上の困難その他正当な理由が

あるとき」の期限延長の場合、公開請求時の翌日から２０日（同条例同条

２項）としている。佐世保市のこれまでの情報公開請求事案につき、福岡

市が設けている条件での期限を満たしている場合には、期限を短縮する条

例改正を検討されたい。 

③ 請求を受けた情報の全部または一部を公開しない旨の決定であるときは、

当該書面には公開できない具体的な理由及びこの決定に対し審査請求が

できることを併せて記載しなければならない（３項）。請求者の不服申立

ての便宜を図るという趣旨からは必須の記載であるが、より実質的に不服

申立権を保障するための対策を検討する必要がある。詳細は第７章の総合

的な評価及び意見にて論じる。 

 

（５）第三者等保護手続（第９条） 

 第三者等に関する情報が記録されている場合に、公開決定等の判断を適

切に行うことなどを目的として、本条例第９条は第三者等を保護する手続

を規定している。 

 

（第三者等の保護の手続） 

第９条 公開請求を受けた情報に市以外の者に関する情報が含まれてい

る場合には、実施機関は、公開決定等の前に、必要により当該情報に係
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る市以外の者から、意見を聴くことができる。 

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立

ち、市、国又は他の地方公共団体及び公開請求者以外の者（以下「第三

者」という。）に対し、公開請求に係る情報の表示その他実施機関が定め

る事項を書面により通知し、意見書を提出する機会を与えなければなら

ない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

  ⑴ 第三者に関する情報が記録されている情報を公開しようとする場

合であつて、当該情報が次条第１項第２号ウ、同号エ又は同項第３

号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 

  ⑵ 第三者に関する情報が記録されている情報を次条第２項の規定に

より公開しようとするとき。 

３ 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三

者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合に

おいて、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との

間に少なくとも２週間を置かなければならない。この場合において、実

施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書（以下「反対意見書」という。）

を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を

実施する日を書面により通知しなければならない。 

 

  本条は、公開請求に係る情報に、第三者等に関する情報が記録されてい

る場合において、公開決定等の判断を適切に行うため、その情報の内容と

価値を熟知していると考えられる当該第三者等に対する任意の意見聴取

や当該第三者に対する意見書の提出の付与及び争訟の機会の確保につい

て定めたものである。 

 公開請求を受けた情報に佐世保市以外の者に関する情報が含まれてい

る場合、実施機関は、公開決定等の前に、必要により当該情報に係る同市
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以外の者から、意見を聴取することができる（第９条１項）。 

また、 

① 審査に関連し公益上公開が必要とされる個人情報、人の生命、健康、

生活または財産を保護するため公開が必要とされる個人情報、もしくは、

事業活動につき人の生命、身体の安全、健康の保全、財産または環境の

保全に影響がある情報、違法または著しく不当な事業活動に関する情報、

消費生活等に重大な影響を与える情報等本来であれば非公開情報であ

るが例外的に公開される情報 

② その余の非公開情報であっても実施機関が特に公益上必要があると

判断して公開妥当とした情報を公開する場合には、その公開決定に先立

ち、第三者に対して通知の上、意見書提出の機会を与えなければならな

い（同条例第９条２項）。 

必要に応じて、公開請求対象の情報が膨大である等の理由により、公開

等決定までの期限の延長、情報公開により影響を受ける第三者がいる場合

の第三者等への意見聴取、公開請求者への意見書提出の機会付与が行われ

る。 

これら聴取された意見について、実施機関が拘束されるわけではない。 

なお、本監査で調査した事例について、第三者の意見聴取が行われたケー   

スが１件存在した。平成３１年４月に第三者に対して告知書が送付され、

同月１７日付で「公開については支障がない」との意見書が提出されてい

る。監査人にて、事案を確認したところ、聴取義務はない事例であったと

考えられるが、それにもかかわらず聴取して意見に反する決定に及んだ事

情については、不明である。 

（６）法令等による公開の実施との調整（第２３条） 

本条例と外の法令との調整について、本条例第２３条は以下の通り規定  

している。 
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 （法令等による公開の実施との調整） 

第２３条 この条例は、法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧

又は情報の謄本若しくは抄本等の交付の手続が定められている場合に

ついては、適用しない。 

２ この条例は、前項に規定するもののほか、市の他の条例等により、

市民の利用に供することを目的として、図書館その他の市の施設等で

収集、管理している図書、資料及び刊行物等の情報については、適用

しない。 

 

手続が別に定められている場合には、当該手続の方が請求等の手続が

簡便であったり、閲覧等がより迅速に行えたり、適用除外情報であって

も本人開示が可能であったりするなどの利点がある。そこで、本条は、情

報の閲覧等の手続が別に定められており、その公開方法がこの条例の公

開方法と同一である場合には、当該同一の方法による公開の限度で、本

条例を適用しないことを定めたものである。 

本条例が適応されない具体例として、以下の場合が考えられる。 

 ア 閲覧の手続を定めているもの 

  （ア）戸籍届書等（戸籍法第４８条２項） 

  （イ）住民基本台帳（住民基本台帳法第１１条１項、第１１条の２・１項） 

  （ウ）住居表示台帳（住居表示に関する法律第９条２項） 

  （エ）道路台帳（道路法第２８条３項） 

  （オ）建築計画概要書、築造計画概要書及び建築基準法令による処分の概

要書（建築基準法第９３条の２） 

  （カ）河川台帳（河川法第１２条４項） 

  （キ）開発登録簿（都市計画法第４７条５項） 

─ 50 ─



 
 

  （ク）地価公示台帳、地価公示図書（地価公示法第７条２項） 

  （ケ）土地区画整理事業関係簿書（土地区画整理法第８４条２項） 

  （コ）都市公園台帳（都市公園法第１７条３項） 

  （サ）公共下水道台帳（下水道法第２３条３項） 

  （シ）選挙人名簿の抄本（公職選挙法第２８条の２） 

  （ス）選挙運動に関する収入及び支出報告書（公職選挙法第１９２条４項） 

  イ 縦覧の手続を定めているもの 

  （ア）固定資産課税台帳（地方税法第４１６条１項） 

  （イ）申請に係る建築協定書（建築基準法第７１条） 

  （ウ）認可に係る建築協定書（建築基準法第７３条３項） 

  （エ）都市計画の案（都市計画法第１７条） 

  （オ）都市計画の決定図書またはその写し（都市計画法第２０条２項） 

  （カ）都市計画事業認可図書（都市計画法第６２条２項） 

  （キ）事業認可申請書及び添付書類（土地収用法第２４条２項） 

  （ク）市街地再開発事務事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書    

（都市再開発法第５５条２項） 

  （ケ）土地区画整理事業事業計画書一式（土地区画整理法第５５条１項・

１０項） 

  （コ）土地区画整理審議会委員選挙人名簿（土地区画整理法施行令第２１

条１項） 

  （サ）土地区画整理事業に係る施行規程及び事業計画（土地区画整理法第

６９条） 

  （シ）公共下水道の供用または下水の処理開始、その区域の図面（下水道

法第９条１項） 

 ウ 謄本、抄本その他の写しの交付の手続を定めているもの 

  （ア）住民票の写し（謄本、抄本）（住民基本台帳法第１２条１項） 
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  （イ）戸籍の附票の写し（住民基本台帳法第２０条） 

  （ウ）戸籍の写し（謄本、抄本）（戸籍法第１０条１項） 

  （エ）除籍簿（改製原戸籍を含む。）（戸籍法第１２条の２・１項） 

  （オ）印鑑登録証明書（佐世保市印鑑条例第９条） 

  （カ）認可地縁団体証明書（地方自治法第２６０条の２・１２項） 

  （キ）認可地縁団体印鑑登録証明書（佐世保市認可地縁団体印鑑条例第１

１条） 

  （ク）納税証明書（地方税法第２０条の１０） 

  （ケ）開発登録簿（都市計画法第４７条５項） 

 

第３ 公開の方法、閲覧・視聴手数料、謄写費用  

１ 公開の実施方法 

前述の通り、本条例第７条７項は、情報の公開の実施及び方法を定めて

いる。 

 （１）文書・図画・写真 

文書・図面・写真は閲覧または写しの交付の方法による。 

   ア 閲覧の方法 

原則として、原本を閲覧に供する。ただし、公文書の形態もしくは形    

状から公文書が破損・汚損される恐れがあるときは写しを閲覧に供す

る。  

また、部分公開は写しで対応する。公開に際しては、非公開部分を黒  

塗りにして公開することになる。 

   イ 写しの交付の方法 

     Ｂ４・Ａ４・Ａ３に拡大または縮小して交付する。ただし、複数ペ

ージの文書を合成して、一枚の写しを作成はしない。 

     Ａ３を超える用紙への複写は、通常、市の保有する処理装置では対
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応できないため、Ｂ５～Ａ３の複数枚に分けて交付することとなるが、

原寸での交付を希望する場合には、外部の業者に依頼して作成するこ

ととなる。 

     写しを交付する場合、写しを交付に要する費用は請求者が負担する

ことになる。具体的には、後記別表記載の通りである。この点は佐世

保ホームページ上で明記されている。 

  （２）フィルム 

    ア 閲覧の方法 

フィルムやマイクロフィルムは映写機等の通常の方法で視聴する   

ことになるが、公開できない情報が含まれる場合は、そのまま視聴さ

せることはできないため、該当部分の削除等を行う必要がある。 

    イ 写しの交付の方法 

写しの交付はＡ３までの用紙に印刷したものを交付する。 

  （３）電磁的記録（ＩＣレコーダーの音声記録など） 

ア 閲覧（視聴）の方法 

      全部公開のものに限り、再生機器等の通常の方法で行う。公開で

きない情報が含まれる場合は、そのまま視聴させることはできない

ため、公開できない情報は該当部分の削除等を行う必要がある。 

しかし、規則別表備考第２項において「電磁的記録の用紙への 

出力又は記録媒体への複写は、実施機関が保有する処理装置により、

容易に出力又は複写することができるものに限る」と定めており、

通常、市の保有している処理装置では容易に音声や画像の情報の加

工をすることができないため、そのまま視聴させることはできない。

そのため、電磁的記録を基に作成した議事録の非公開部分を黒塗り

して公開するなどの対応を行うものとする。  

    イ 複写の方法 
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      全部公開のものであって、実施機関が保有する処理装置により、容

易に複写することができるものに限る。 

個人情報等公開できない情報が含まれる場合は、そのまま視聴さ 

せることはできないため、公開できない情報は該当部分の削除等を行

う必要がある。 

しかし、上述のとおり、佐世保市が保有している処理装置では、容

易に音声や画像の情報の加工をすることができないため、音声等を部

分的に分けて複写することはできない。そのため、電磁的記録を基に

作成した議事録を作成し、非公開部分を黒塗りして公開するなどの対

応を行うものとする。この場合の写しの作成に要する額を請求者が負

担するものとする。 

   （４）電磁的記録 (ＩＣレコーダーの音声記録などを除く) 

印刷物として出力したものの閲覧若しくは交付または電磁的記録

媒体に複写したものを交付する。 

      ア 閲覧の方法 

         紙に出力したものを指定の場所で閲覧に供する。部分公開は写

しで対応する。公開に際しては、非公開部分は黒塗りして公開す

ることとする。 

     イ 写しの交付の方法 

       紙に出力したもの、または、電磁的記録媒体に複写したものを

交付する。ただし、紙に出力する場合、画面のハードコピーの交

付は行わない。 

       電磁的記録媒体の交付に要する費用は、写しの作成に要する額   

とする。 

       記録媒体への複写は、実施機関が保有する処理装置により容易   

に複写することができる方法によるものとし、写しの作成に要す  
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る額は、記録媒体の購入に係る費用とする。 

２ 情報の公開に伴う閲覧または視聴の手数料等 

  情報の公開に伴う閲覧または視聴の手数料等については、本条例第２２

条に以下のような規定がある。 

 

（費用負担） 

第２２条 この条例の規定による情報の公開に伴う閲覧又は視聴の手数

料は、無料とする。 

２ この条例の規定により情報の写しの交付を受ける者は、当該交付に

要する費用を負担しなければならない。 

３ 前項に定める費用の額は、市長が別にこれを定める。 

 

情報公開制度に係る事務処理には相当の労力と経費を要し、特定のも

ののためにする役務の提供であるから、受益者負担の原則により、公開

請求者から手数料を徴収すべきとする考え方がある。 

しかしながら、公正で開かれた市政の実現と市民の市政参加の推進に

資するという条例の目的からは、利用者の利便性が制約されることなく、

制度が広く利用されるよう配慮することが重要なことであるから、閲覧

または視聴の手数料は、無料としている。 

    その一方で、情報の写しの作成及び交付に要する費用や情報の写しの 

郵送に要する費用については、公開請求者が負担することが適当である

と考えられることから費用を徴収する旨規定されている。写しの作成に

要する費用は次ページの通りである。 
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※別表（第１７条関係） 

種  類 写しの作成の方法 金   額 

文書及び図画 

白黒コピーしたもの 

（日本産業規格Ａ列３

番以内に限る。） 

１枚   １０円 

カラーコピーしたもの 

（日本産業規格Ａ列３

番以内に限る。） 

１枚   ５０円 

日本産業規格Ａ列３番

を超える用紙に複写し

たもの 

写しの作成に要する

額 

 

電 磁 的 記 録 

 

 

用紙へ出力したもの 

「文書及び図画」の写

しの交付に要する費

用と同額 

記録媒体に複写したも

の 

写しの作成に要する

額 

備 考  

１ 用紙両面の複写または印刷による作成にあっては、片 

面を１枚として算定する。 

２ 電磁的記録の用紙への出力または記録媒体への複写は、 

実施機関が保有する処理装置により、容易に出力または複 

写することができるものに限る。なお、公開請求者が持参 

した記録媒体への複写は行わない。 

 

 

  【意見】 

情報公開法成立前である平成元年前後、地方自治体レベルで情報公開条
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例が制定されつつあった黎明期において、多くの地方自治体は、閲覧手数

料を公開請求者に負担させていた。これについては、情報公開請求を用い

た市民オンブズマンによる国と地方政府の不正等監視活動において、決裁

文書毎に閲覧手数料がかかることから、いわゆる官官接待やカラ出張、カ

ラ雇用等の不正調査にあたり、決裁文書の量により、高額の閲覧手数料が

請求されるという事例が多発したため、情報公開制度の知る権利、政府側

の説明責任の趣旨に対して、経済的な障害を課すことの問題が強く問われ

るようになった。そして、情報公開制度活用による公金の不正利用が明ら

かになるという成果が示されることにより、閲覧手数料の徴収、また、最

低限の必要費に止まっているとは思われない謄写費用の設定等に対する疑

問が強く示され続け、今日の地方自治体レベルでの情報公開制度における

閲覧手数料不徴収の流れが大勢となった。佐世保市においても、かかる趨

勢に沿う方式が取られており、評価されるべきである。 

   もっとも、神戸市は、公開手数料として、株式会社等からの請求の場合

１件あたり１０００円、神戸市内に在住、通勤、通学等していない者や神

戸市内に所在地が無い法人の場合１件あたり３００円を徴収していると

いうことである。公開手数料を徴収している地方自治体は少数派とはいえ、

その事情等について、本報告書では別途考察する。 

佐世保市においては、現状の閲覧手数料無償を原則としつつも、後述の

第７章で述べるとおり別観点からの監査人意見についても参考にしていた

だきたい。 

 

第４ 直近５年間の情報公開請求数とこれに対する決定内容 

   佐世保市における直近５年間の情報公開請求数とこれに対する決定内

容は、以下のとおりである。 
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   情報公開請求数としては、例年増加傾向を示していたが、令和元年度は

大幅に減少した。その原因につき確たるものは不明であるが、監査人にて

佐世保市総務部総務課へ聴取したところ、前年と比較して、都市整備部の

件数が減ったことによるものとの回答を受けた。 

   情報公開請求に対する佐世保市の対処状況については、直近５年間にお

いて、非公開が毎年１件ないし５件であり、際立った特徴を示している。

部分公開は、各年多数の件数となっているが、これは、民間業者の営業に

関する情報の公開請求が多数であるところ、対象情報より、個人情報を削

除するという類型が多い。 

   以上の佐世保市における情報公開請求の目的と非公開事例及び部分公

開事例の詳細については、令和元年度の事例を基にその検証結果を後述す

る。 

 

第５ 直近５年間の行政不服審査請求及び抗告訴訟 

 １ 行政不服審査請求及び抗告訴訟の件数 

   佐世保市における直近５年間の情報公開請求に対する決定内容に関わ

る不服審査請求状況は以下のとおりである。 

 

 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
開示請求件数 1480 1519 1610 1745 1347
処理状況 1488 1541 1545 1745 1347
非公開 2 5 5 1 1
部分公開 553 505 515 788 689
全部公開 911 1005 999 941 632
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   不服審査請求数としては、各年１、２件で推移しており、最近では取下

げが続いている。不服審査の件数としては、非常に少ないとの評価も考え

られる。参考として、福岡市の直近５年間の情報公開請求に対する決定内

容に関わる不服請求への答申状況を以下のとおり掲載する（福岡市役所ホ

ームページにある不服請求への答申を監査人にて閲覧しまとめたもの）。

なお、下の表は、「不服審査請求数」ではなく、実際の不服申立てに対して、

答申がなされた件数を記載している。 

 

 

 

２ 行政不服審査請求に至った事例 

（１）平成２８年度（都市整備部建築指導課） 

平成２８年６月６日付けで、第２６３回佐世保市建築審査会議事録及び  

第２６４回佐世保市建築審査会議事録の公開請求がなされ、同月８日付け

で同請求に対する部分公開決定がなされた。 

一部が非公開となった理由は、公開請求に係る情報である【建築審査会

議事録】のうち【建築基準法第９４条における審査請求に係る事項】が本

条例第１０条１項４号に規定する意思形成過程に関する情報に該当すると

されたことによる。 

具体的な理由としては、「審査請求における中立性が不当に損なわれ、採  

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
不服審査請求数 1 1 2 1 1
認容 0 1 1 0 0
棄却・却下 1 0 0 0 0
取下げ 0 0 1 1 1
取消訴訟提訴数 0 0 0 0 0

※参考資料：福岡市の不服審査請求状況（福岡市ホームページ及び同市情報公開係より）
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

不服審査答申数 12 12 11 10 9
認容 2 3 5 2 3
棄却・却下 10 9 6 7 6
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決の内容に影響を与える可能性があるため。」とされている。 

これに対して、平成２８年６月１７日付けで、情報部分公開決定処分を

取り消し、全部公開とするとの決定を求めるとする審査請求が受理された。 

その後、同月２８日付けで佐世保市から、建築基準法第９４条に規定す

る審査請求における審理の内容や状況は「裁定の評議」に該当するため、

これを公開すると原審査請求における中立性が不当に損なわれ、原審査請

求に対する裁決の内容に影響を与えるおそれがあるという趣旨等の弁明書

が提出された。 

同弁明書を受け、審査請求人から同年７月６日付けの反論書が提出され 

た。 

そして、同年７月２２日付けで、佐世保市情報公開審査及び個人情報保

護審議会に対して諮問がなされた。 

同年８月２２日には、佐世保市情報公開審査及び個人情報保護審議会か 

らの答申がなされた。答申においては、本条例第１０条１項４号の趣旨を、

未成熟な情報が公開されると市民に不正確な理解や誤解を与え、いたずら

に混乱を生じさせたり、一部の者に不当な利益または不利益を与えたりす

る場合があること、審議、検討又は協議に関する情報が公開されると、外部

からの圧力や干渉等の影響をうけることなどにより、自由な意見交換や意

思決定の中立性が阻害される場合があることから、このような情報に対応

するために定められたものであるとした。その上で、公開・非公開の判断に

ついては、当該審議会の性質や、審議事項、議事録の記載事項の内容・性質

に照らして、個別具体的かつ客観的に判断されなければならないとした。

そして、公開請求の対象となっている議事録に係る建築審査会の会議によ

ると、最終的な意思決定である建築審査会の裁決の前であっても、審議事

項の内容自体に会議を公開することにより支障が生じるおそれのある情報

は含まないものとして会議の公開が決定されていることや、実施機関の主
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張は部分公開とした情報が公開されると建築審査会における中立性が不当

に損なわれ裁決の内容に影響を与えるおそれがあるという一般的・抽象的

な主張にとどまるものであること等を指摘した上で、「実施機関の情報部分

公開決定は妥当ではなく、全部公開すべきである。」と結論付けた。 

かかる答申を受け、佐世保市は同月２４日に、一部を非公開とした処分を 

取り消す旨の裁決がなされた。 

なお、同日、実施機関が建築審査会の裁決後に審査請求人に別に情報公開 

請求書を提出させた上で全部公開決定をし、本件で当初非公開とされてい

た部分も含めて公開していたことが判明した。 

（２）平成２９年度（水道局水源対策・企画課） 

平成２９年９月１９日付けで、「平成１１年、平成１６年、平成１９年、

平成２５年、佐世保市水道局が再評価委員会にかかった費用、４回分」の

公開請求がなされ、同年１０月３日付けで同請求に対する不存在決定がな

された。 

不存在決定の具体的な理由としては、「再評価にかかった費用として、整 

理していないため、そのような資料自体がないため」、「不作成」とされた。 

これを受け、同月６日付けで審査請求がなされた。その後、同月１２日

付けで上記不存在決定が取り消され、同月２７日付けで審査請求人から審

査請求が取り下げられた。 

（３）平成２９年度（水道局水源対策・企画課） 

  平成２９年６月１９日付けで「再評価の位置づけという重要事項に係る 

市と厚生労働省との一連の協議の結果及びその内容」の公開請求が行われ

た。それに対し、同月３０日付で請求を受けている資料そのものが無く、

「不存在」決定が出された。 

この決定に対し、同年７月１９日付けで審査請求がされた。審査請求者

の主張は多岐にわたるが、要するに、重要な事項なので資料が作成されて
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いるはずであり、非公開の理由として「不存在」は不自然である、過去の

佐世保市との文書のやりとりの中で厚生労働省との協議が存在すること

を窺わせているというものである。審査請求者の主張に対し、処分庁は弁

明書を提出し、さらに審議会からの説明要求に対して書面にて回答してい

る。 

双方の主張を確認した上で、審議会は、処分庁の主張に合理性が認めら

れないとの答申を提出し、同年１１月２日付けで原処分を取り消す旨の裁

決がなされた。 

なお、同答申には、同じ審査請求者から平成２７年にも審査請求が行わ  

れていることから、理由については的確に記載し、かつ丁寧な説明をする

よう求める旨の付帯意見が出されている。 

（４）平成３０年度（水道局水源対策・企画課） 

平成３０年１０月２４日付けで「提案者に選定された者及び受託予定者  

から提出された技術提案書」等の公開請求がなされ、１１月７日付けで一

部の資料については「個人名や技術情報 （理由）著作権」として部分公

開、一部の資料については「事務事業（契約）に関する情報があるため」 

として条例第１０条１項５号を根拠に全部非公開となった。 

これに対し、１２月５日付けで審査請求がなされた。審査請求人の主張

の要旨は、「著作権」、「事務事業・・・」では非公開の理由として不十分と

いうものである。同月２７日付で処分庁が原処分を取り消した上、改めて

理由を明らかにした決定を行った。これにより、平成３１年１月７日に審

査請求は取り下げられている。 

なお、決定書に記載されていた理由が不十分だとされた事情については、

処分庁の担当者が審査請求人に対して窓口で口頭による説明を行ってお

り、それで十分であると認識していたためと推測される。 

（５）平成３１年（令和元年）度（水道局水源対策・企画課） 
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「ダムの再評価に関して委員会で配付された資料」の公開請求が行われ  

た。それに対し、令和２年２月２１日付けで意思形成過程に関する情報で 

あるとして、本条例第１０条１項４号を根拠に非公開決定が出された。 

これに対し、２月２５日付けで審査請求がなされた。審査請求人の主張

の要旨は、非公開の理由として不十分というものである。３月１６日付け

で処分庁が原処分を取り消した上、改めて理由を明らかにした決定を行っ

た。これにより、３月２７日に審査請求は取り下げられている。 

 

【意見】 

記載している理由の不備（記載が簡潔すぎる）ことにより審査請求に至る

ケースが散見される。処分の理由は記載それ自体で判断の理由や判断の前提

となる事実関係を確認できる必要がある。情報公開を担当する職員に適切な

研修を実施するなど、理由の付記に不備が生じないように対策を行うべきで

ある。これについては、佐世保市総務部総務課によると、令和２年４月１日

付けで、全庁に理由不備の対策を行っており、同日、職員向けの手引書もこ

れに対応した改訂を行ったということである。これらの対処については適切

であると評価できるところであるが、今後も理由付記の不備防止への対策を

拡充していただきたい。 

なお、監査人にて他の地方自治体の不服審査請求事例を調査したところ、

やはり理由付記の不備について、審査請求の主原因であったため、その是正

を求める補足意見が付されている審査決定が散見された。それゆえ、理由付

記は難しい問題ではあるが、上記対策にあたり、佐世保市には、その重要性

を認識するように求める。 

 

３ 行政不服審査請求の手続 

 審査請求があった場合の手続については、本条例３章（１４条ないし１６
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条）に規定されている。 

 

 （審査請求があつた場合の手続） 

第１４条 この条例による公開決定等及び開示請求に係る不作為について不

服のある者は、審査請求をすることができる。 

２ 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法（平成２６年法律

第６８号）第９条第１項の規定は、適用しない。 

３ 実施機関は、第１項の規定による審査請求があつたときは、次の各号の

いずれかに該当する場合を除き、佐世保市情報公開審査及び個人情報保護

審議会（以下「審議会」という。）に諮問しなければならない。 

⑴ 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

⑵ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部

を公開することとする場合（当該情報の公開について反対意見書が提

出されている場合を除く。） 

４ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替

えて適用する同法第２９条第２項の弁明書の写しを添えてしなければなら

ない。 

５ 実施機関は、審査請求の書面に形式上の不備がある場合には、審査請求

をした者（以下「審査請求人」という。）に対し、相当の期間を定めて、そ

の補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、審査請求

人に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

 

第１５条 前条第３項の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対

し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。 

⑴ 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する
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参加人をいう。以下同じ。） 

⑵ 公開請求者（公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除

く。） 

⑶ 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三

者（当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

２ 審議会は、第１項の規定により諮問を受けたときは、諮問を受けた日の

翌日から起算して６０日以内に、実施機関に対し、答申するように努めな

ければならない。 

３ 実施機関は、前項の審議会の答申を尊重し、答申を受けた日から起算し

て１５日以内に理由を付して当該審査請求に対する裁決をしなければなら

ない。 

 

 （第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続） 

第１６条 第９条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をす

る場合について準用する。 

    ⑴ 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する

裁決 

     ⑵ 審査請求に係る公開決定等（公開請求に係る情報の全部を公開す

る旨の決定を除く。）を変更し、当該公開決定等に係る情報を公開

する旨の裁決（第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意思

を表示している場合に限る。） 

 

本条例に規定されている審査請求があった場合の手続につき、主な流れは以

下のとおりとなる。 
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まず、審査請求がなされた場合には、実施機関は、①審査請求が不適法であ

り却下するとき、または、②裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求

に係る情報の全部を公開することとする場合（当該情報の公開について反対意

見書が提出されている場合を除く。）に該当する場合を除き、佐世保市情報公開

審査及び個人情報保護審議会に諮問しなければならないとされる（本条例第１

４条３項）。 

また、実施機関は、審査請求人等の者に対して、諮問をした旨を書面により

通知する（本条例第１５条１項）。 

次に、佐世保市情報公開審査及び個人情報保護審議会は、前述の諮問を受け

たときは、諮問を受けた日の翌日から起算して６０日以内に、実施機関に対し、

答申するように努めなければならないとされる（本条例第１５条２項）。 

そして、かかる答申を受け、実施機関としては、同審議会の答申を尊重し、

答申を受けた日から起算して１５日以内に理由を付して当該審査請求に対す
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る裁決をしなければならないとされる（本条例第１５条３項）。 

 

【意見】 

 前述の通り、実質的に不服申立権を保障するため、非公開決定の通知書等を

交付する際に審査請求書書式を同封するなどの対策が望ましいといえる。その

ほかにも、佐世保市のホームページにも審査請求書書式を掲載することが妥当

である。 

 

第６ 外国人による情報公開請求 

   佐世保市の情報公開請求につき、外国人による請求件数について、監査

人が佐世保市総務部総務課へ問い合わせたところ、公開請求にあたり、国

籍の記載を求めていないため、件数を把握していないということであった。

なお、公開請求者につき国籍が不明である現在の運用においても、氏名、

公開請求対象たる情報の内容等から、内外国人の別を推測できる例もある

と思われるが、これについても特に佐世保市としては留意していないとい

うことである。 

 

【評価】 

 公開請求にあたり、国籍を問わないことは、佐世保市情報公開条例上、請求

権者を何人にも認めることと合致するといえる。また、公開請求の際、理由記

載を不要としていること、公開手数料を無償としていることと同様に、広く佐

世保市の情報公開請求を促している要因と評価できる。それゆえ、これまでの

国籍を問わないという運用は、理由記載不要、公開手数料無償と併せて、佐世

保市としての選択の面で不適切とはいえないと考える。 
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【意見】 

 ただし、情報公開請求権の運用維持については、相応のコストがかかること

も事実である。そして、地方自治体住民以外の者が、情報公開請求権の本来の

目的といえる行政への監視等から離隔した目的にて情報公開請求権を行使す

る場合、そのコストを当該地方自治体住民に負担させることが妥当であるかど

うか再考の余地があると思われる。これにつき、佐世保市にも検討を求める。

なお、別途、第７章の総合的な評価及び意見にて、監査人としてのより詳細な

意見を付していることから、これについても参考とされたい。 

 

第４章 情報公開制度の意義・法的根拠等（本件監査の観点を含めて） 

 

第１ 情報公開制度のより詳細な意義及び根拠を検討する必要性 

   これまで、佐世保市の情報公開の検証にあたり、規範、特に、佐世保市

情報公開条例を精査し、同条例により定められる手続と公開対象たる情報

について、適否等を指摘した。これに続き、本報告書では、佐世保市の情

報公開の事実に関わる事項として、実際の佐世保市での情報公開事例につ

いて検証する。 

ところで、監査人にて、佐世保市の情報公開事例、また、その比較材料

として、他の地方自治体の情報公開事例についての資料を収集し、内容を

確認したところ、情報公開事例については、①情報公開請求制度の本来の

目的とされる行政への監視、参政権行使や行政事件訴訟等の資料収集とい

う事例と、②住民の財産である情報資産へのアクセスを求めている事例、

また、③これらが混然としている事例が見受けられた。 

上述のとおり、佐世保市は、情報公開請求を行える者について、佐世保

市民に限定していない。また、地方自治体が管理する情報は、従来の紙媒

体の文書に限らず、不可視の電磁的記録も含まれるようになり、情報の量
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も増加の一途となっている。したがって、一口に情報公開請求と言っても、

個々の事例は、如何なる公開請求者が、どのような目的により、どういっ

た情報の公開を求めたのかという点で、千差万別であると予想できる。 

監査人は、情報公開請求事例が多様である事情について、情報公開制度 

が、日本国憲法上の表現の自由、特に知る権利に基づく権利であること、

そして、表現の自由、知る権利が、複合的な性格を持つ権利であることの

影響について留意すべきと考える。 

    すなわち、情報公開請求権が、表現の自由の一範疇である知る権利に基

づくとされるところ、知る権利は多義的であり、その内容により自由権的

性格または請求権的性格として区別され、また、別の視点からは参政権的

性格と個人権的性格としても区別されている。したがって、情報公開請求

権について、その内容が多岐にわたる実際の情報公開請求事例につき個別

に検証するとしても、その前提として、当該事例が、いかなる性格として

の情報公開請求権によるものであるかにつき、必要な知識を踏まえたうえ

で判断する必要がある。 

そこで、本章では、情報公開請求権の意義と法的性格、特に、複合的性

格について、監査人にて情報収集及び考察した結果を報告する。なお、本

報告書の目的は、佐世保市における情報公開及び情報管理の実情把握とこ

れに対する検証であることから、学術上の争い等については踏み込まず、

法制度、判例等の概略を述べるに止める。 

 

第２ 知る権利について 

 １ 知る権利は、表現の自由（日本国憲法第２１条１項）に包摂される「情

報を受ける自由」として、基本的人権に位置付けられている。 

ただし、その内実については、複合的な性格を認め政府に対する不断の

監視をも導くとする積極的な見解がある一方、最高裁判所の判例において
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「知る権利」を明言したとは評価できず、あくまで表現の自由の本質とさ

れる自由権的性格に止まるとする見解もある。 

 ２ 「知る権利」の国レベルでの議論としては、平成７年、行政改革委員会

の「情報公開法要綱案考え方」にて、「知る権利」に付言している。すなわ

ち、同委員会は、情報公開法の目的規定の中に明示的に書き込むかという

問題につき、「知る権利」との言葉が、国民の情報公開法制に対する関心を

高め、その制度化を推進した功績を認めつつ、「知る権利」の法的性質につ

いては、憲法学上、国民主権の理念を背景に、表現の自由を定めた憲法第

２１条に根拠づけられ、この表現の自由が、国民が広く思想や情報を伝達

し、また、受領する自由のみならず、政府が保有する情報の公開を求める

権利（政府情報公開請求権）をも含むという見解が有力であるとした（た

だし、この見解によっても、知る権利自体は、基本的に抽象的な権利に止

まり、法律による制度化を待って具体的な権利となるという見解が優勢で

ある。）。しかし、他方で、憲法第２１条が保証する表現の自由はあくまで

自由権であり、政府情報公開請求権までは含まれないとする見解、逆に、

「知る権利」につきより広く自己情報の公開請求権まで含まれるとする見

解、憲法上の条文をもって具体的権利性を認めるとする見解、そして、最

高裁判所の判例上、請求権としての「知る権利」が認知されているに至っ

ていないことを総合考慮し、「知る権利」の概念が多義的であることから、

情報公開法の目的規定に「知る権利」という言葉を要綱案において用いな

かったとした。ただし、「国民主権の理念にのっとり」との表現により、憲

法の理念を踏まえて充実した情報公開制度の確立を目指しているとも付

言している。 

 ３ 平成２２年、情報公開法の改正案検討にあたり、第１条の目的条項にお

いて、「知る権利」の明記が検討されるに至った。その改正の立証趣旨とし

て、「知る権利」についての分析が以下のとおりなされている（「行政機関
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の保有する情報の公開に関する法律案の一部を改正する法律（案）内閣法

制局御説明資料」より。）。 

 （１）自由権的性格と請求権的性格 

    主要な学説及び多数の下級審判例は、知る権利について、憲法第２１

条が保障する妨害排除請求権としての「表現を受け取る自由」という消

極的内容の性格（自由権的性格）と、政府に対して情報の提供を求める

ことができる積極的内容の性格（請求権ないし社会権的性格）を有する

ものであるとしている。 

そして、請求権的意義の知る権利は、そこから公権力に対する具体的

な情報公開を求めることはできず、請求権者の資格、公開される情報の

範囲、公開の手続・要件、救済方法を定める法律の根拠を必要とする抽象

的権利であると理解されている。 

 （２）参政権的性格と個人権的性格 

    知る権利を支える価値としては、第一義的には、国民が広く公共的事

項についての情報を受け、求めることにより、政治的な意思を形成し、

民主的な政治過程への参加を確保するという参政権的性格に求められ、

他方で、国民が様々な意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会を

持つことにより、その者が個人として、その思想・人格を発展させると

いう個人権的性格をも有する、という見解が有力である。 

 （３）知る権利の複合的性格 

    以上のとおり、主要な学説や下級審裁判例により説かれる知る権利は、

自由権的性格と請求権的性格、そして個人権的性格と参政権的性格を併

有する、複合的性格を有する権利であると理解されている。 

 

第３ 情報公開請求権の根拠としての知る権利の影響 

 １ 平成２２年の情報公開法の改正案検討にあたり、当初、情報公開法にお
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いて、「知る権利」を目的規定に明記しなかった上記経緯（知る権利が学説

上様々な理解の仕方が存在したこと、請求権的な権利としての知る権利が

最高裁判所の判例で認知されていなかったこと）を踏まえつつ、地方自治

体の情報公開条例では、その目的規定や前文に「知る権利」を明記する例

が増加していることや、下級審裁判所の判例及び最高裁判所決定の補足意

見において、情報公開請求権と「知る権利」の関係への言及が及んでいる

ことに鑑み、「知る権利」の概念はより成熟したものとなったものであり、

情報公開法改正にあたって、「知る権利」を法目的に明記することが適当で

あるとされた。 

   しかしながら、この時の改正法案は、国会での審議未了により廃案とな

り、結果的に、情報公開法の法目的に「知る権利」が明記されることは見

送られた。しかし、現行の情報公開法では、「知る権利」の文言はなくとも、

「国民主権の理念」、「政府の有するその諸活動を国民に説明する責務」が

明記され、国民の権利性につき、政府側を主体とした説明責任の観点での

表現がなされている。 

 ２ 地方自治体の情報公開条例においては、その法目的に「知る権利」また

は「説明責任」を明記するかについては、自治体毎に差がある。例えば、

目的規定に「知る権利」が規定されているが、「説明責任」が規定されてい

ない例として高知県情報公開条例第１条があり、その逆に、「説明責任」の

記載はあるが、「知る権利」は規定されていない例として岡山県情報公開行

政条例第１条がある。 

   法目的として、「知る権利」及び「説明責任」の両方を規定している条例

も少なからず存在し、佐世保市の情報公開条例はこれに該当する。 

 ３ したがって、以下、佐世保市の情報公開に関する国の情報公開条例にお

いては、住民の「知る権利」が具体化された請求権であるとの視点の下、

検証する。 
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第４ 地方自治体特有の情報公開制度が持つ意義（住民自治） 

 １ 情報公開制度は、国レベルでの情報公開法制定よりも、はるかに早く地

方自治体レベルでの条例が制定されていた。また、その法目的につき、義

務者としての責務（説明責任）のみならず、請求権者の権利性（知る権利）

を明白にしている点でも、地方自治体の情報公開条例が国よりも先行して

いる。 

   この情報公開制度の法制度についての国レベルと地方自治体レベルの

違いについて、本件監査が佐世保市の情報公開を対象としている以上、監

査人は、国レベルとは異なる視点を要するかという問題について調査した。 

 ２ この問題につき、公益財団法人地方自治総合研究所のホームページに掲

載されている自治総研２０１５年８月号（第４４２号）にて、「住民自治の

充実に向けた情報公開制度の方向性」（著者 松村享〔著作時 四日市市総

務部次長・同志社大学大学院司法研究科講師〕）という興味深い論文が掲載

されている。 

   同論文によると、「情報公開請求制度の意義と役割に関して、国と地方自

治体における違いが十分には認識されてこなかった。そこで、・・・情報公

開請求制度における国と地方との相違点を意識しながら、地方自治体にお

ける情報公開制度の根拠を住民自治の視点から考察する。」という観点か

ら、地方自治体における情報公開制度の役割をクローズアップしている。 

   そして、同論文は、情報公開制度につき国民主権や民主主義、行政権肥

大化への対応のための監視等従来の根拠に止まらず、「地方自治体におけ

る情報公開の必要性については、さらに住民自治の視点を重視すべきであ

ると考える。住民自治は「地方自治の本旨」の要素の一つであり、地方自

治の理念に基づいて直接請求、住民監査請求・住民訴訟等といった直接参

政を行うための制度が設けられている。この点は、間接民主制を原則とす
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る国政レベルとは大きく異なる。このように直接民主制に重点を置く地方

自治制度をより実効あるものとして機能させるためには、住民が行政運営

に関する情報を幅広く把握することが必要である。」と述べている。 

 ３ 確かに、地方自治体における行政は、国レベルよりも住民の生活に近い

事象を対象としており、住民の意思を直接反映させる必要性があり、また、

自治の範囲も当該地方公共団体内に画されることから、直接民主制を採用

することが可能となっている。国レベルでの民主政が間接民主制及び議院

内閣制を採用しており、行政権の長である内閣総理大臣が国会議員の多数

決により指名されることから、国民は、その主権を行使させる国会議員の

選挙にあたり、国会議員が、所属する政党の党議拘束による影響を受ける

ことや国会議員、そして、内閣総理大臣等の職権につき、相応の裁量を予

定せざるを得ない。これに対して、地方自治体の場合、議会議員のみなら

ず、その首長も直接選挙により選任され、上述のとおり、住民監査請求や

住民訴訟、さらに解職制度という直接的な是正制度まで用意されている。

ともすれば、これらの地方自治体における直接民主制につき、住民がその

判断を誤れば、大衆主義（ポピュリズム）が導かれたり、地方議会や地方

政府における事実上の競争者不存在状態が急速に発生するおそれがある。

他方で、住民が、地方自治体の行政運営に関する情報を広く把握し、適切

な分析のうえで、直接民主制上の権利を行使することにより、健全な地方

行政の運営が達成されることとなる。 

   かかる事情から、監査人としては、地方自治体における情報公開制度の

意義として、国レベルと共通する国民・住民の知る権利と政府側の説明責

任のみならず、地方自治の本旨の要素である住民自治を健全に確立するた

めに不可欠であることについて留意すべきと考える。この観点から、監査

人は、地方自治体における情報公開制度は、国レベルよりも、非公開事項

につきより制約的に解釈し、また、公開請求等手続面においても極力公開
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請求者の便宜に配慮するべきというベクトルが導かれると思料する。 

 

第５ 佐世保市の情報公開検証にあたっての視点 

 １ これまでの情報公開制度の意義と根拠、及び、佐世保市における情報公

開制度の分析を踏まえ、佐世保市の情報公開検証にあたっての視点を以下

のとおり呈示する。 

 ２ 情報公開請求権の法的根拠である知る権利につき、上述のとおり複合的

性格を持つものである以上、実際の佐世保市における情報公開請求事例を

検証するにあたり、知る権利のいかなる性格が関連しているのかを意識す

ることが妥当である。 

 （１）まず、知る権利の自由権的性格（情報受領権）と請求権的性格（情報

収集権）の観点から考える。国民・住民が報道機関、他の個人等からの

情報を受領するにあたり国や地方自治体からの妨害を受けないという

自由権的性格（情報受領権）は、国や地方自治体が管理する情報の積極

的公開を求める情報公開請求権と関連しないものと考えられる。これに

対して、知る権利につき、国民・住民が、国や地方自治体が管理してい

る情報公開を積極的に求める請求権的性格（情報収集権）は、情報公開

請求権の抽象的な根拠そのものであると考えられる。 

 （２）次に、知る権利の個人権的性格（自己実現）と参政権的性格（自己統

治）の観点から考える。知る権利の個人権的性格（自己実現）は、自由

権たる表現の自由を源泉とし、自己の人格発展を目的とするものである。

この自己の人格発展とは、各個人の価値観に基づくものであり、本来、

国や地方公共団体に一定の作為義務を負わせるべきものではない（各個

人が求める人格発展は多種多様でありその全てを公権力に積極的に協

力させようとすることは、非現実的であるのみならず、人格発展の本来

の意義に親和しない。）。他方、知る権利の参政権的性格（自己統治）は、
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国民の政治的な意思決定のため、国民が自由な発言や討論をすることを

保障し、国民主権、民主政を実現させるものである。ここで、国民主権、

民主政の実現のためには、国民に自由な発言や討論をさせるだけではな

く、国の政策に関する情報につき国が排他的に管理しているものについ

てアクセスを認め、もって、国政選挙にあたっての判断材料を提供し、

また、政府の不正等の監視、行政処分に対する不服審査や行政事件訴訟

の証拠提供等を達成させることが必要である。この知る権利の参政権的

性格については、本来自由権である表現の自由（憲法第２１条１項）の

みではなく、日本国憲法の国民主権（前文、第１条）、公務員選定罷免権

（第１５条）、民主主義（第４３条）にも根拠を求める見解が有力である。

監査人は、地方自治体の場合、住民自治（第９２条の「地方自治の本旨」）

からも導かれると考える（以下同様とする。）。 

（３）以上より、情報公開請求権と知る権利の関係としては、①知る権利の

参政権的性格（自己統治）の場面、すなわち、国民主権と民主政の実現

を達成するために、知る権利の請求権的性格（情報収集権）が国務請求

権として具体化したものが、情報公開請求権の本質にして最重要の目的

であるといえる。そして、地方自治体レベルでの情報公開請求権は、上

述のとおり、国民主権と民主政のみならず、地方自治の本旨の一部であ

る住民自治の実現と維持をも目的としていることを併せ考える必要があ

る。 

 他方、②知る権利の個人権的性格（自己実現）の場面、すなわち、各

個人が個々の人格発展を求めて、知る権利の請求権的性格（情報収集権）

を発揮する手段として、情報公開請求権を行使することも考えられる。

ただし、これについては、自己実現が、各個人の人格発展である以上、

国務請求権等憲法上の権利であるとは言い難い。これは、立法政策上の

問題であり、国や地方公共団体の情報公開制度が目的による非公開を想
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定していないことから、個々の人格発展を目的とする情報公開請求につ

いては、憲法上の要請とまでは言えないことに留意するべきである。こ

れにつき、営利的言論は、知る権利の保障を受けないとする見解または

言論の内容による明確な区別が可能ではないことから知る権利の自己実

現に含まれるとする見解がある。その見解の是非はともかく、いずれに

せよ営利的言論については、自己統治よりも保障の程度が下がることを

考慮し、以下、営利目的での情報公開請求については、個人の自己実現

のための情報公開請求に類するものとして考える。 

 

 

 

※知る権利の複合的性格と情報公開請求権
個人権的性格（自己実現） 参政権的性格（自己統治）

自由権的性格（情報受領権）

①言論活動（表現）を通じて、自己の人格
を発展させる行為につき、国や地方公共団
体の妨害を受けないこと
②知る権利の自由権的場面という原則的形
態であり、広義の表現の自由（憲法第２１
条）の一態様である。
③マスメディアに対するアクセス等、国や
地方公共団体への情報公開請求権の範疇で
はない。

①⺠主政、住⺠自治の実現のため自由に情
報受領すること
②参政権的知る権利の憲法上の根拠につい
ては、憲法第２１条とする学説が有力であ
るが、同条の自由権的性格を考慮し、憲法
前⽂、第１条の国⺠主権、第１５条の公務
員選定罷免権、第４３条の⺠主政に求める
見解もある。
③特に、選挙権行使の判断材料取得や公権
力の抑圧への対抗のため、マスメディアと
市⺠の協同の場面でのアクセス等、情報公
開請求権の範疇ではない。

請求権的性格（情報収集権）

①自己の人格発展のため国や地方公共団体
に積極的に情報公開を求めること
②本来の知る権利が自由権的性格である以
上、憲法第２１条を根拠に、自己実現を目
的とする情報を国や地方自治体に対して請
求する国務請求権まで認められるとは限ら
ない。それゆえ、立法政策上の問題といえ
る。
③情報公開請求権は、その目的のみにより
開示・非開示を判断していない以上、自己
の人格発展のための情報を国や地方公共団
体へ求めることもあり得る。営利目的での
公開請求も同様またはこの場面に準じると
考えられる。

①⺠主政、住⺠自治の実現のため国や地方
公共団体に積極的に情報公開を求めること
②参政権的知る権利の憲法上の根拠につい
ては、憲法第２１条とする学説が有力であ
るが、同条の自由権的性格を考慮し、憲法
前⽂、第１条の国⺠主権、第１５条の公務
員選定罷免権、第４３条の⺠主政に求める
見解もある。
③⺠主政、住⺠自治実現のため、選挙権行
使の判断材料取得、政府の不正監視、行政
不服審査や行政事件訴訟の証拠取得のため
の情報公開請求権行使が該当する。
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 ３ 以上を前提とすると、佐世保市の情報公開請求の具体的事例分析にあた

り、以下の類型を想定することができる。 

 （１）自己統治を主目的とする情報公開請求 

    国民主権、民主政及び住民自治の実現、向上、維持を主目的とする情

報公開請求としては、政府や議会における議事、意思決定過程、租税公

課、公金の費消、各種行政機関の運営等に関する事実の公開請求が考え

られる。これらは、公開請求者個人の利益を目的とするが同時に国民主

権や住民自治を担う一員としての利益とも一致するものと、もっぱら国

や地方自治体等その所属する地域の法規に適合しない行為の是正を求

め公開請求者個人の利益の追求ではないものが考えられる。 

 （２）自己実現を主目的とする情報公開請求 

    自己の人格発展を主目的とする情報公開請求としては、個人の能力向 

   上、目標達成その他幸福追求のため、自身が受ける行政サービスの運営、

逆に負担する租税公課等に関する事実の公開請求が考えられる。なお、

営利目的の情報公開請求については、上述のとおり、営利的言論が表現

の自由に含まれるかどうかという問題はあるが、本監査結果報告書では、

個人の自己実現を主目的とする情報公開請求に類するものとして取り

扱う。 

    これらの自己実現を主目的とする情報公開請求は、まず、公開請求者

の業務またはプライベートに関する問題があり、国や地方公共団体がそ

の問題に関連する情報を保管している場合が想定される。 

 （３）自己実現と自己統治の境界が明確ではないことへの留意 

    知る権利が、自己実現と自己統治の役割があること等、その法的根拠、

憲法による保障の度合等の差異について、個別の分析を行ってきたが、

実際の情報公開請求の事例につき、自己実現を目的とするものであるの

か、自己統治を目的とするものであるのかにつき、必ず区分できるとは
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限らない。例えば、ある行政サービスを享受した者が、不足等を感じた

ことから、その行政サービスの運営に関する情報の公開を請求し、その

情報を判断材料として、後日の請願や陳情に活用し、もって、当該行政

サービスの改善を実現するというように、情報公開請求の端緒としては

自己実現が主目的であるが、結果的に、自己統治に資するということも

考えられる。また、公金の費消状況につき、無駄遣いや不正流用等の有

無の監査を目的とすれば、これは自己統治が主眼であると評価できるが、

同時に、国や地方公共団体への負担を強制される租税が公開請求者の可

処分所得に影響している点で、間接的に自己実現の要素も含まれている

といえる。さらに、営利目的での情報公開請求であるとしても、その情

報を管理している実施機関の行政運用に対する間接的な監査の効果が

発生することも考えられる。 

    次章にて、佐世保市における情報公開請求につき、主に非公開及び部

分公開決定を受けた事例をサンプルとしてその傾向を分析するところ、

各事例につき、自己実現と自己統治のいずれが反映された事案であるか

を考察するにあたり、両者が混然としている場合があることについても

留意する。 

   

第５章 非公開及び部分公開とした事例の分析（令和元年度） 

 

第１ 情報公開請求の件数 

 １ 令和元年度の統計 

令和元年度（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）になさ

れた情報公開請求に対する決定は、計１３４７件である。 

内訳は、以下のとおりであり、大多数を（全部）公開決定と部分公開決

定が占めている。 
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２ 平成３０年度以前の統計 

（１）参考として、平成２７年から平成３０年度までの件数等を調査した。 

（２）平成２７年度 

平成２７年度（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）に

なされた情報公開請求に対する決定は、計１４８８件である。 

内訳は、以下のとおりである。 

 

 

 

（３）平成２８年度 

平成２８年度（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで）に

なされた情報公開請求に対する決定は、計１５４１件である。 

内訳は、以下のとおりである。 

 

 

 

（４）平成２９年度 

平成２９年度（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）に

なされた情報公開請求に対する決定は、計１５４５件である。 

内訳は、以下のとおりである。 

令和元年度 公開 部分公開 非公開 不存在 検討中 取下げ 合計
件数 632 689 1 25 0 0 1347

平成27年度 公開 部分公開 非公開 不存在 検討中 取下げ 合計
件数 911 553 2 22 0 0 1488

平成28年度 公開 部分公開 非公開 不存在 検討中 取下げ 合計
件数 1005 505 5 26 0 0 1541
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（５）平成３０年度 

平成３０年度（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）に

なされた情報公開請求に対する決定は、計１７４５件である。 

内訳は、以下のとおりである。 

 

 

 

３ 情報公開請求の件数等の分析 

 平成２７年度以降の傾向を見ると、平成２７年度から平成２９年度までは   

（全部）公開決定が部分公開決定の件数の２倍程度になっていたが、その後、

平成３０年度にはその差が縮まり、令和元年度には部分公開決定が（全部）

公開決定の件数を上回っている。 

この点については、平成２７年度から令和元年度までの間、担当部局の分

類に有意な差が見当たらなかったことから、監査人は、佐世保市の運用につ

き何らかの変更があり、部分公開とする請求の件数が増加した可能性を考え

た。しかし、監査人より佐世保市総務部総務課へこのことを照会したところ、

この時期、佐世保市において特に運用を厳格にしたということはなく、偶然

の現象ではないかとのことであった。 

 

第２ 全部公開決定以外の決定（非公開決定、部分公開決定、不存在決定）に

関する統計 

平成29年度 公開 部分公開 非公開 不存在 検討中 取下げ 合計
件数 999 515 5 18 0 8 1545

平成30年度 公開 部分公開 非公開 不存在 検討中 取下げ 合計
件数 941 788 1 14 0 1 1745
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１ 令和元年度の全部公開決定以外の決定件数等 

令和元年度（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）になさ

れた情報公開請求のうち、（全部）公開決定以外の決定は、計７１５件であ

る。 

そして、それらのうち、佐世保市から開示を受けた件について担当の部

局及び課ごとに分類すると、以下のとおりとなる。 

 

 

部 局 名 課    名 件数 

企画部 政策経営課 1 

  文化振興課 1 

総務部 総務課 1 

財務部 資産経営課 2 

  資産税課 1 

観光商工部 観光課 1 

  競輪事務所 1 

農林水産部 水産センター 1 

  卸売市場管理事務所 1 

都市整備部 住宅課 24 

  公園緑地課 4 

  建築指導課 22 

土木部 土木政策・管理課 180 

市民生活部 コミュニティ・協働推進課 2 

  鹿町支所 1 

保健福祉部 保健福祉政策課 1 
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  障がい福祉課 1 

  生活衛生課 57 

子ども未来部 子ども子育て応援センター 1 

環境部 環境保全課 4 

  廃棄物減量推進課 2 

消防局 消防局総務課 1 

  予防課 1 

  東消防署 1 

  西消防署 1 

水道局 水道局総務課 6 

  財務課 19 

  水源対策・企画課 1 

  水道維持課 19 

  水道施設課 2 

  下水道事業課 22 

教育委員会 教育委員会総務課 18 

  社会教育課 5 

  スポーツ振興課 7 

  図書館 1 

 

また、総務課を通じて上記各決定に係る資料一式の一部を閲覧した。その

資料を精査し、監査人にて重要度が低いと考えた事例若干数を除いたものに

ついて、担当部局名、請求された文書等の概要を添付資料「情報公開請求事

案一覧」としてまとめている。 

２ 適用除外情報ごとの概観 
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  令和元年度の事例を確認したところ、適用除外情報ごとの分析は以下の通  

りである。 

（１）１号（法令秘情報） 

   令和元年度の事案中には見当たらなかった。 

（２）２号（個人に関する情報） 

   令和元年度の事案中の本号に該当するとされた情報としては、図面など  

の書類に記載された氏名・電話番号等があった。公開することができない

部分または非公開とされたもののうち大部分が本号に関するものである。 

（３）３号（法人その他の団体に関する情報） 

   令和元年度の事案中の本号に該当するとされた情報としては、会社の印  

章、契約の金額などがあった。 

（４）４号（意思形成過程に関する情報） 

令和元年度の事案中には見当たらなかった。 

（５）５号（行政運営情報） 

令和元年度の事案中の本号に該当するとされた情報としては、①代価表、  

②特殊単価以外の単価並びにそれらを類推できる金額、③設計者及び検算 

者名があった。 

①と②について、決定通知書においては、本号に該当するとされた理由

として、公開することにより、以降の入札において予定価格を容易に類推

できることとなる情報であるためとされている。 

③について、情報部分公開決定通知書には、具体的な理由の記載はなく、  

「市の機関が行う契約その他の事務事業に関する情報であって、公開する  

ことにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の公正若しくは適切な  

遂行を困難にする恐れがあるため。」と条文への当てはめが記載されてい

る。 

なお、本条例第１０条１項５号は、「事務事業の公正若しくは適切な遂行
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を著しく困難にすると認められるもの」としており、ただ困難にするのみ

ならず、著しく困難にすることが要求されており、上記通知書の記載では、

あくまで形式的には要件を充足していないこととなる。 

（６）６号（国等との協力関係情報） 

令和元年度の事案中には見当たらなかった。 

（７）７号（公共安全情報） 

令和元年度の事案中の本号に該当するとされた情報としては、居宅間取  

りがあった。 

もっとも、居宅間取りについては、本号に該当するとされた事案と、２

号（個人に関する情報）に該当すると判断された事案とに分かれている。 

３ 特筆すべき個別事案について 

   確認した事案は添付資料「情報公開請求事案一覧」の通りであるが、特筆

すべき事例を下記のとおり発見したことから、以下、事例説明のうえで監査

人としての所管を述べる。なお、事例の番号は同添付資料記載の通し番号を

意味する。 

（１）事例４０ 

本事案では、佐世保市外の建設会社が水質汚濁防止法特定施設の届出・

変更・廃止資料一式の公開請求がなされたものである。しかし、これに第

三者である法人の印影が含まれていたため、第三者の意見聴取（本条例第

９条）が行われた。 

本事案においては、平成３１年４月９日に情報公開請求書が受理され、

同月１５日には、第三者である法人に対して、情報の公開請求に関する告

知書の送付が行われた。そして、同月１７日、第三者である法人から情報

の公開請求に関する意見書が提出され、「公開については支障がない」との

回答がなされた。 

同日に、会社印の印影については、競争上の地位その他正当な利益が損
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なわれる情報として非公開としそれ以外を公開とする決定がなされた。 

佐世保市は、「第三者等情報の取扱い要綱」を作成している。そのため、

本事案でも同要綱を参照して対応が決せられており、本条例に違反する手

続がなされたものではない。 

もっとも、本条例は、第９条１項において、公開請求を受けた情報に市

以外の者に関する情報が含まれている場合には、第三者の意見聴取の手続

を取ることができる旨規定しており、同条２項において、一定の場合には

同手続を取らなければならない場合を列挙しているところ、本事案では、

同項により第三者の意見聴取が義務付けられている場面ではなかった。 

それにもかかわらず、あえて意見聴取手続をとった上で、第三者である

法人の回答に沿わない決定がなされた点は、いささか不可解であるといえ

る。 

（２）事例１０９ 

本事案は、公園の管理業務委託に関する資料の公開請求がなされたもの 

である。これに対して、実施機関は「公開する文書には、反復継続される

同種の事務事業の公正な実施を著しく困難にすると認められる情報を含

む」として、その情報が５号に該当するとした。 

もっとも、その後公開請求者に対して説明がなされ、公開請求者からは

情報公開を求めないとの回答があったとのことである。 

（３）事例１５０ 

本事案は、町内会に交付された施設整備補助金の内容と補助額に関する 

資料の公開請求がなされたものである。これに対しては、情報不存在決定

がなされており、情報不存在決定通知書においては、不存在の理由として

「その他」とされた上で、具体的な理由としては、「補助金交付実績なし。」

とされている。 

（４）事例２３１ 
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本事案は、工事関係資料の公開請求がなされたものである。実施機関内

部の書面においては、公開決定とされている一方で、非公開理由に行政運

営情報との記載がされている。 

公開請求者に対しては、情報公開決定通知書が送付されている。 

（５）事例２５４ 

情報部分公開決定通知書においては、公開することができない部分とし 

て「個人情報、法人情報（会社印）」と記載されているが、理由には「佐世

保市情報公開条例第１０条第１項２号に該当」としか記載されていない。 

法人に関する情報については、本条例第１０条１項３号を引用するべき

である。 

（６）①事例２７８、②事例２７９ 

本事案は、①厚生労働省が平成３１年４月２６日付けで発出した「『乳幼 

児健診未受診者、未就園児、不就労児等の緊急把握の実施について（依頼）』

の再々フォローアップの実施について（依頼）」に基づき、佐世保市が厚

生労働省に提出した調査票一式及び②厚生労働省が令和元年５月８日付

けで発出した「児童相談所において在宅指導している虐待ケースの緊急安

全確認フォローアップについて（依頼）」に基づき、佐世保市が厚生労働

省に提出した資料一式の公開請求がなされたものである。 

①について、実施機関は、「適法な請求であると認められるので、本市情

報公開条例第７条に基づき『公開決定』し、『全部公開』とし、『情報公開

決定通知書』を交付する」とした。 

②については、実施機関は、「本市情報公開条例第８条に基づき、『情報

不存在決定通知書』を交付する。」とした。実施機関が不存在と判断した

理由は、「当該資料は、児童相談所を対象とした調査であり、本市には資

料が存在しないため。」というものであった。 

また、その他の点としては、①の情報に、個人が特定される情報や捜査
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に対する支障となる情報が含まれるのではないかという問題意識があっ

た。具体的には、調査票の問１９（所在等を確認する上で生じている個々

の問題点）に対する回答として「基地内住居で調査不可能」との記載につ

いて、公開の可否が検討されたとのことである。もっとも、この点につい

ては、基地政策局に相談したところ、米海軍施設区域居住の場所としては、

平瀬町無番地、針尾地区、佐世保中央インター近くの３カ所があり、居住

している町名では識別されず、個人が特定される情報ではないのではとの

意見であった。 

また、安全確認ができていない３名については、佐世保警察署に行方不

明届を提出し、現在も捜査中であるため、８月１５日に佐世保警察署に、

本公開請求に回答することで、捜査に支障がないか確認したところ、支障

なしとの回答を得たとのことであった。 

（７）事例２８０ 

本事案は、水質汚濁防止法に係る届出書等の公開請求がなされたもので 

ある。 

情報部分公開決定通知書の「公開することができない部分」には、「法人

に関する情報」と記載されている一方で、「理由」には３号及び７号が挙

げられている。 

しかし、７号に該当することを示す具体的な事情の記載はない。 

（８）事例２９９ 

本事案は、長崎県指令９建第６３９号開発における添付別紙「管理予定

者等との協議経過書」において、「変更協議は必要なし」と環境部廃棄物

減量推進課が判断した点に関する資料の公開請求がなされたものである。

これに対して、担当部局が「請求内容に該当する文書が存在しない」と判

断したため、不存在決定がなされた。 

なお、本事案では、情報公開請求書中の「１ 請求に係る情報の件名ま
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たは内容」に質問事項の記載があったため、これに対しては、一旦口頭で

回答したものの、書面での回答を求められたことから、情報公開請求書で

はなく、改めて質問書を提出してもらう方向で検討する旨の対応がなされ

た。 

（９）事例３０２ないし３０５、３０７ 

事例３０２については、管理予定者等との協議経過書及び開発行為の同

意書、事例３０３については、管理予定者等との協議経過書及び開発行為

の同意書、事例３０４については、管理予定者等との協議経過書、事例３

０５については、公共施設管理者の同意書、事例３０７については、管理

予定者等の協議経過書の公開請求がなされたものである。これらの情報公

開請求に対しては、いずれも理由を不作成として不存在決定がなされてい

る。 

事例３０２の事案においては、「当初許可の申請に置いて、当該調整池の

『管理予定者等との協議経過書』及び『開発行為の同意書』は存在しませ

ん。」と判断されている。なお、情報公開請求書には、「平成９年ころ」の

ものと記載されているが、その後「当初のもの」と補正がなされている。 

事例３０３の事案においては、「完了予定日の変更に伴う、『管理予定者

等との協議経過書』及び『開発行為の同意書』：当初 は存在しません。」

と判断されている。なお、情報公開請求書には、「平成９年ころ」のものと

記載されているが、その後「当初のもの」と補正がなされている 

事例３０４の事案においては、「管理予定者等との協議経過書の事業者

通知は行っておりません。」と判断されている。 

事例３０５の事案においては、「道路施設の管理予定者である土木部管

理課は、『変更協議は必要ない』と判断しており、同意書は存在しません。」

と判断されている。 

事例３０７の事案においては、「道路施設の管理予定者である土木部管
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理課は、『変更協議は必要ない』と判断しており、同意書は存在しません。

（任意様式による協議経過書はありますが、既に請求済みです。）」と判断

されている。 

（１０）事例３４３、３４４ 

本事案は、開発区域内に設置するごみステーションに関する協議に係る

①協議の内容、②協議の申し出に係る文書、③別添「管理予定者等との協

議経過書（写し）」の原本及び④別添「管理予定者等との協議経過書（写

し）」を使用した過去の案件に関する書類の公開請求がなされたものであ

る。 

これに対して、①及び②については、「当時の３２条協議文書は、文書

保存年数を過ぎていることから存在しません。（決裁文書：保存種別３種

５年）」とされており、不存在決定がなされている。 

また、③については、「業者が所有するもので、協議を終えたら当課は署

名しこの写しを保存しますが、文書保存年数を過ぎていることから、これ

も存在しません。（写し：保存種別３種５年）」とされており、不存在決定

がなされている。 

なお、①ないし③については、情報不存在決定通知書の不存在の理由の

欄の「廃棄済」にチェックがなされている。他方、④については、「現在当

課に保管されている３２条協議文書で、変更協議を行ったもの１件あるこ

とから、これを公開することにいたします。※佐世保市情報公開条例第１

０条（情報の公開義務及び公開しない情報）に該当するものについては、

黒塗り公開いたします。」とされており、部分公開決定がなされている。 

 

 【意見】 

 ① 事例４０については、佐世保市にて任意に第三者たる法人の意見を聴取   

しつつ、その意見に反する結論に至っている。結論は定まっていたが、第
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三者の意見を参考資料とするため任意の聴取に及んだという事案と考え

られるが、第三者の意見と異なる結論となる場合については、意見を聴取

された第三者からすると、決定に対する不服を申し立てることも考え得る

ところであり、決定については理由に加え、第三者の任意の意見聴取に及

んだ理由についても詳細に説明することが妥当である。 

 ② 事例２５４につき、法人情報を非公開としている点について、本条例第

１０条１項３号が欠落していることは、単純な失念の可能性がある。非公

開理由は、不服審査の重要な争点となることから、留意していただきたい。 

 ③ 事例２７９につき、本条例第１０条１項７号（公共安全情報）に該当す

る事実が無いことについては、単純な誤記の可能性もある。条例の適用に

つき留意していただきたい。 

  

第６章 佐世保市における情報公開制度利用状況の分析 

 

第１ 佐世保市における情報公開制度利用状況 

 １ 佐世保市における情報公開制度利用傾向 

 （１）令和元年度の佐世保市の情報公開状況、特に非公開または部分公開と

した事例をサンプルとして分析した内容は、第５章のとおりである（個

別の概要については、添付資料「情報公開請求事案一覧」参照。）。各事

例につき、公開対象となる情報として、①公共事業の金入設計書または

諸経費計算書、工事台帳、②平面図等図面、③現地調査申請書、④境界

承認手続に関わる資料、⑤佐世保市内で開業している飲食店に関する資

料が大部分を占めていた。 

 （２）①公共事業の金入設計書は、公共事業落札者が佐世保市に提出した設

計書であり、工事費内訳書の単価等が記載されたものである。諸経費計

算書及び工事台帳とも、工事原価となる工事費用を集計した資料である。
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また、諸経費計算書や工事台帳も、落札者の工事原価を明らかにするも

のである。 

    かかる資料の特質より、これら金入設計書等の情報公開を求める理由 

は、当該入札の競合業者が、落札失敗の原因を検討するための資料、ま

たは、将来、同種の公共事業入札を検討している業者が非公開である予

定価格を予測することを目的としていると推測できる。この内、予定価

格の推測については、公共事業の競争入札にあたり、予定価格を知った

業者が、極力予定価格に近い額にて入札するに止まらず、競業業者との

談合を交えることにより、予定価格に近い額での落札するという不正の

手段とされる可能性がある。実際、これら金入設計書等の情報公開請求

に対して、部分公開決定がなされた事例は、その非公開部分につき、同

種工事の予定価格が推測されることが理由とされている。 

 （３）②平面図等図面、③現地調査申請書、④境界承認手続に関わる資料は、

土地造成等加工の際、その周辺の土地との境界の位置や形状、用途地域や

建築制限の内容等の情報を得ることが可能であり、土地造成や建物建築を

主業務とする建設業者や開発デベロッパーが、宅地・商業地造成、建物建

築を行う際に必要である情報取得が目的であると推測できる。 

（４） ⑤佐世保市内で開業している飲食店に関する資料は、飲食店への食材や

消耗品等を納入する業者にとって、営業先となる情報である。 

（５）参考として、監査人にて、長崎県北部の建物等建設工事、土地造成工事

を主業務とする株式会社数社に、建設業者等による①公共事業の金入設計

書、②平面図等図面、③現地調査申請書、④境界承認手続に関わる資料に

つき、佐世保市へ情報公開請求を行う理由を尋ねたところ、概ね上記の推

測と同じ回答がなされた。この内、①公共事業の金入設計書について、監

査人にて、予定価格の推測等を基に、当該公共事業につき落札業者と意を

通じた他の業者間での談合が行われた可能性を調べるためという動機が
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無いかを尋ねたが、実際に入札業者による談合が仕組まれ、それが発覚す

る場合、予定価格や最低制限額（最低落札額）と実際の落札額からの推測

の結果ではなく、別の理由による発覚（ほとんどが何らかの形での内部告

発ということである。）が大部分であり、予定価格推測の資料を得たいと

いう主目的以外に、談合への監視という動機は、結果的にそのような効果

があるかもしれないという程度とのことであった。 

２ 佐世保市における営利目的と関連性が低いと推測できる公開請求事例 

   第５章のサンプル、すなわち添付資料「情報公開請求事案一覧」につき、

特に、営利目的と関連性が低いと推測できる公開請求事例は、以下のとお

りである。なお、各事例につき明確な理由が不明であるため、①公開対象

情報の内容、②公開請求者の性質等からの監査人にて推測したものである

ことを付言しておく。 

 （１）行政事件訴訟提起中またはその準備段階であり、その証拠収集を企 

   図していると思われるもの 

ア 事例１０４ 佐世保市から「石木ダム建設促進川棚町民の会」への  

支出に関する資料（不存在） 

イ 事例３０１ 管轄予定者等と協議経過書等（部分公開） 

ウ 事例３０２ 管理予定者等との協議経過書及び開発行為の同意書 

（不存在） 

エ 事例３０３ 管理予定者等との協議経過書及び開発行為の同意書 

（不存在） 

オ 事例３０４ 管理予定者等との協議経過書（不存在） 

カ 事例３０５ 公共施設管理者の同意書（不存在） 

キ 事例３０６ 開発区域一覧表（部分公開） 

ク 事例３０７ 管理予定者等の協議経過書（不存在） 

ケ 事例３６７ 佐世保市に対する行政訴訟の証拠説明書に表示され 
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た資料一式（不存在） 

コ 事例３７１ 佐世保市に対する行政訴訟の甲第２０号証記載の変 

更箇所等の文書（不存在） 

サ 事例４７８ 石木ダム建設促進事業活動費補助金申請から交付に 

係る資料（部分公開）  

シ 事例５１４ ダム貯水量記録（一部不存在） 

ス 事例５６１ 第７回佐世保上下水道事業経営検討委員会へ提出さ 

れる全資料の作成のための日数に関する資料（不存在） 

セ 事例５６２ 厚生労働省との協議等に関する文書（不存在） 

ソ 事例５６７ 佐世保市の配水量に関する記録（不存在） 

タ 事例６１５ 第７回佐世保上下水道事業経営検討委員会の配布資 

料の元資料一式（不存在） 

チ 事例６１６ 厚生労働省との協議等に関する文書（部分公開） 

ツ 事例６１７ 水源対策・企画課での委員会審議音声記録の記録媒体 

（不存在） 

テ 事例６１８ 石木ダムに関する事業再評価につき補足資料等（非公 

開） 

ト 事例６１９ 第８回佐世保市上下水道事業経営検討委員会配布資 

料の一部（不存在） 

ナ 事例６７５ 佐世保市水道事業に関する資料（公開、非公開、部分 

公開、不存在等） 

ニ 事例６８０ 佐世保市が佐々川から取水していない理由に関する 

資料（不存在） 

 （２）特定の行政事務に関してその内容自体または経費の適否調査を目的と

していると思われるもの（私的オンブズマンとしての性格のもの） 

ア 事例１５０ 町内会に交付された施設設備補助金の内容と補助額 
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に関する資料（不存在） 

イ 事例２４１ 佐世保市鹿町地区体育施設事業報告書（部分公開） 

ウ 事例２４２ 市有財産賃貸借契約書等（部分公開） 

エ 事例２４３ 家屋課税台帳等（部分公開） 

オ 事例２７８ 佐世保市が厚生労働省に提出した調査票一式（公開決   

定） 

カ 事例２７９ 佐世保市が厚生労働省に提出した「別紙様式」等の資 

料一式（不存在） 

キ 事例２９９ 変更協議に関する資料等（不存在） 

ク 事例３００ 委任契約書（部分公開） 

ケ 事例３３４ 墓地等経営許可台帳（部分公開） 

コ 事例３３５ ①佐世保市霊園条例第１７条の規定に係る文書、②① 

につき誰が名宛人になるかが定められた文書、③同条例第１８条１号 

の規定に係る文書（いずれも不存在） 

サ 事例３３６ ④事務引継書（公開決定） 

シ 事例４１４ 子ども子育て応援センターの相談記録（相談者自身が 

公開請求に及んだもののようであり部分公開） 

ス 事例４２７ 市長の出張命令伺い等（部分公開） 

セ 事例４９７ 人権男女共同参画課が講演依頼を拒絶した事案の経 

緯等に関する文書（部分公開） 

ソ 事例５１７ 教育委員会社会教育課が講演申請を受けて不承認と 

した事案の経緯等に関する文書（部分公開） 

タ 事例５１９ 公園新設に関わる寄付に関する資料（部分公開） 

チ 事例５７３ 佐世保市温水プールの管理運営に関する事業計画書 

 等（部分公開） 

ツ 事例５７４ ふるさと納税返礼品発送にかかわる業務委託の仕様 
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書及び委託単価一覧（不存在） 

テ 事例６０６ 営利法人に対して行った営業停止処分等に関する文 

 書（部分公開） 

ト 事例６２６ 平成２７年度佐世保市体育文化館指定管理者選定に 

関する資料（部分公開） 

ナ 事例６８４ 太陽光発電事業仮設作業員宿舎に関する資料（部分公 

開） 

 （３）公開請求者自身に関する情報、もしくは、営利活動までは至らないが、

公開請求者の財産保全等の利益保全または公開請求者の幸福追求が主目

的と考えられるもの 

ア 事例４１  ごみステーション設置・変更申請書等（部分公開）    

イ 事例２１５ 町内会代表者名簿（部分公開）   

ウ 事例３４２ 木場山風力に係る要望書（部分公開） 

エ 事例３４３ 開発区域内に設置するごみステーションに関する協 

議に係る①協議の内容、②協議の申し出に係る文書、③別添「管理予 

定者との協議経過書（写し）」の原本（不存在） 

オ 事例３４４ 開発区域内に設置するごみステーションに関する協 

議に係る④別添「管理予定者等との協議経過書（写し）」を使用した 

過去の案件に関する書類（部分公開） 

カ 事例３６５ 調整池について、市が予定監理者であればそれが分か 

る図書等（不存在） 

キ 事例３６６ 道路施設の設計変更について、市が予定監理者として 

「変更同意」（都市計画法第３２条）した図書（不存在）   

ク 事例３６８ 排水路施設について、申請内容に変更があった場合、 

その詳細が分かる図書（不存在） 

ケ 事例３６９ 排水路施設について、申請の変更にかかる「開発行為 

─ 96 ─



 
 

変更協議書」（不存在） 

コ 事例３７０ 都市計画法第３２条による同意（協議）変更について 

一式（不存在）   

サ 事例３７２ 排水路施設に係る「工事変更理由書」（不存在）    

シ 事例４１６ 管理予定者等との協議経過書（不存在）   

ス 事例４５５ 佐世保市内で閉院した特定病院に関する資料（部分公 

開）   

セ 事例５１０ 佐世保市内におけるばい煙発生施設一覧（部分公開）   

ソ 事例６１０ 建設火災に関する火災調書（部分公開） 

タ 事例６７０ 令和元年１２月１５日発生の火災に関する火災調書 

（部分公開） 

    

第２ 佐世保市における情報公開制度利用目的の分析 

 １ 営利活動のための情報取得が主目的と考えられる事例が非常に多いこ

と 

   上記第１のサンプルの総数は６８４件である。この内、営利活動との関

連性が少ないと推測される事例は上記第１の２（２）のとおりであり合計

５９件である。それゆえ、佐世保市における情報公開制度の利用目的は大

部分、営利活動上の情報取得にあると評価できる。情報公開請求を取り扱

う佐世保市において、情報公開請求を受理するにあたり、その理由につい

て取扱を変えることは無く、これまで情報公開請求事例の内容について留

意していたことはなかったということであり、上記の監査人による評価に

つき、特別の異論は無いとのことである。  

 ２ 福岡市における平成２７年度から令和元年度の情報公開等決定に対す

る不服審査が申し立てられた事例との比較 

 （１）監査人は、佐世保市の上記傾向、すなわち営利目的の情報公開請求が
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非常に多いことにつき、その比較となる資料を求め、福岡市の事例を調

査した。調査方法参考として、福岡市の情報公開請求事例につき、佐世

保市の場合と同様に全部公開以外の事案を調べるものとすると、監査人

の事務処理能力をオーバーすることから、サンプルとして、不服申立て

がなされた事例を抽出し、別途、福岡市総務企画局行政部情報公開室に

事情等照会することとした。そこで、まず、不服申立てがなされた事例

抽出のため、福岡市のホームページより、情報公開制度と不服審査に関

する公開情報（事例の詳細を把握するため不服審査に対して答申がなさ

れた件数及びその答申内容）を収集した。 

    なお、福岡市も、情報公開請求にあたり、理由記載は不必要としてお

り、また、各情報公開事例について、その目的による峻別等はしていな

いということである。 

 （２）平成２７年度から令和元年度までの期間中、福岡市の情報公開等決定

に対する不服審査が申し立てられ、これに対する答申が出された件数は、

合計５３件であった。これらの不服審査事案において、公開請求対象と

された公文書は以下のとおりである。 

   ア 平成２７年度 

   （ア）市立中学校教諭の告知内容に関する文部科学省等の言及がある文  

書 

   （イ）市立中学校作成文書の根拠となる文書 

   （ウ）特定の中学校における部活動指導者等に対する守秘義務通達文書 

   （エ）福岡市教育委員会指導部学校指導課発送の郵便物の公金使用につ

き根拠となる文書 

   （オ）福岡市住宅供給公社が保有する現地視察等の資料 

   （カ）福岡市庁舎内の照明実証実験に関する照度測定記録 

   （キ）水質汚濁防止法に基づく事故時措置届出書 
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   （ク）特定職員の経歴 

   （ケ）地下鉄電機工事の際の事故によるけが・病気発生時の報告書 

   （コ）福岡市を被告とする住民訴訟に関わる一切の書類 

   （サ）市立中学校生徒名簿の外部提供への根拠となる文書 

   （シ）福岡市立病院の建設・地番整備工事費用及び明細等 

   イ 平成２８年度 

   （ア）第三者の住民異動届を福岡市に開示請求した際の事務手続記録に

関する文書 

   （イ）特定市営住宅の特定棟の空き室番号 

   （ウ）地域猫活動に関する諸情報 

   （エ）空室アパートに関する近隣住民の苦情、福岡市の調査結果等 

   （オ）福岡市入庁職員の誓約書等 

   （カ）衆議院解散日に関する福岡市東京事務所の把握に関する根拠資料 

等 

   （キ）国勢調査の特定調査区担当調査委員及び指導員に関する情報 

   （ク）児童扶養手当受給資格者名簿作成日につき受給資格喪失後に作成

可能となる根拠資料 

   （ケ）市立小中学校の管理職教職員が前任校のＰＴＡ名簿を所持するこ

とを容認している文書 

   （コ）福岡市住宅供給公社から福岡地方検察庁へ呈示された図面 

   （サ）公共事業の現場仮設事務所につき基礎が設けられなかったことに

対しての指導に関する文書 

   （シ）福岡市東京事務所の国会議員個人事務所との連絡を記録した文書 

   ウ 平成２９年度 

   （ア）特定大学に対する指導監督についての文書 

   （イ）ＰＴＡによる学年レクリエーション等の活動を学校の正課の授業
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時間内に行うこと等の正当性に関する根拠となる文書 

   （ウ）ＰＴＡやその他任意の団体が、正課の授業を行った場合に発生し

た事故及び不測の事態発生時に責任を負う役職名を明記した文書 

   （エ）事業税の減免に関する訴訟（控訴審）の判決文 

   （オ）市立学校の校長への減給処分について詳細が分かる資料一切 

   （カ）福岡市が原告となり提起した裁判の被告名及び事件番号が記録さ

れた文書 

   （キ）福岡市庁舎内記者会見室の使用申請等に関する書類 

   （ク）福岡市職員の旅費請求書につき訂正印が付されていない訂正部分

について妥当性に言及している文書 

   （ケ）特定整骨院の施術所開設届台帳の全ての書類と添付書類 

   （コ）公共事業の施工業者が急遽工事を辞退した理由に関する書類 

   （サ）人権尊重連絡会議委員名簿 

   エ 平成３０年 

   （ア）福岡市総合図書館新ビジョン事業計画・成果指標の目標値算出根 

拠   

   （イ）福岡市を被告として提起された係争中の裁判の主張書面等及び受

任弁護士名と弁護士費用 

   （ウ）指定障がい福祉サービス事務所等における不正事案に関する調査

資料一式 

   （エ）総合図書館に係る指定管理者評価委員会の出席者名入り議事録 

   （オ）特定店舗の食品営業者台帳（営業許可申請書） 

   （カ）福岡市住宅供給公社が福岡市に提出した特定団地計画書中２メー

トルを超える擁壁を施工する際の提出図書（構造詳細図） 

   （キ）福岡市住宅供給公社が福岡市に提出した特定団地計画書中２メー

トルを超える擁壁を施工する際の構造詳細図等の構造を明示する
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書面 

   （ク）福岡市住宅供給公社の発行文書中の一文の根拠書面 

   （ケ）福岡市空き家の倒壊等による被害の防止に関する条例に基づく調

査の報告書 

   オ 令和元年度 

   （ア）福岡市内の特定地番の集合住宅で発生した居室火災の火災原因調

査報告書一式 

   （イ）福岡市住宅都市局が保有する特定団地の管理に関する記録一切 

   （ウ）福岡市住宅供給公社が所有する特定団地の管理に関する記録 

   （エ）福岡市民体育館内の業務受託者の従業員氏名・座席表等 

   （オ）福岡市内の公立学校の体罰事故報告書と関連資料 

   （カ）特定事業者が運営する事業所につき福岡市へ届け出た書類等 

   （キ）福岡市住宅供給公社作成の建設計画通知書（昭和５６年２月）添

付の配置図及び工事完了図 

   （ク）福岡市住宅供給公社が昭和５４年４月に作成した特定団地造成工

事に関する造成計画平面図等 

   （ケ）特定情報公開決定通知書に係る決裁文書（決定通知書を除く。） 

 （３）福岡市の情報公開請求につき、不服審査への答申が出された上記（１）

の各事案については、概ね営利活動との関連性が少ないと考えられる。

事案として、特定の行政事務に関してその内容自体または経費の適否調

査を目的としていると思われるものが多数を占めている。このことから、

福岡市の場合、全ての情報公開請求の事案につき、営利目的の公開請求

が占める割合は、佐世保市よりも低いと思われる。 

    当然ながら、佐世保市では「全部公開以外の事案」、さらに、福岡市で

は「不服審査に対して答申がなされた事案」というサンプルとしての違

いがあることから、単純な比較はできない。また、福岡市の情報公開請
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求につき、営利目的であり、かつ、不服が申し立てられた事案が極端に

少ないだけであり、実際には、福岡市の情報公開請求についても、佐世

保市と同様に、営利活動の情報入手のための請求が多数を占めていると

いう可能性もあり得る。そこで、監査人より、福岡市の情報公開を担当

する福岡市総務企画局行政部情報公開室へ、本件監査の趣旨を説明し、

福岡市の動向について尋ねたところ、①福岡市では、情報公開請求にあ

たり理由記載を求めていないが、近年の傾向としては、福岡市への公文

書公開請求の件数が年間約２０００件であるところ、営利目的と考えら

れる請求として「市が発注する工事等に係る金入り設計書」を求める公

開請求が約半数を占めているが、②他方で、残りの半数程度については、

行政、政策等への監督目的と考えられるものも多数含まれているという

回答があった。 

    以上より、情報公開制度の現状として、佐世保市と福岡市を比較した

結果、佐世保市は、①行政、政策等への監督を主目的とする情報公開請

求が非常に少ないこと、及び、②情報公開請求目的につき営利活動との

関連性の有無に関わらず、決定に対する不服申立数が少ないことを挙げ

ることができる。 

 ３ 佐世保市の情報公開の現状に関する背景 

 （１）佐世保市の情報公開に関する現状について、以上の調査の結果、①営

利活動との関連性が少ない情報公開請求が少ないこと、及び、②公開等

決定に対する不服申立数が少ないことが特徴であるとの結論に至った。 

    以下、かかる特徴の背景事情について論ずる。 

 （２）情報公開請求権が、憲法第２１条１項の情報の受け手側の自由である

「知る権利」の一類型として保障されていると解されていることについ

ては、先述のとおりである。 

    特に、情報公開制度の必要性については、 
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① 政府の行為を公開して国民が監視できるようにしておくことは、

国民主権や民主主義の原理に基礎をおく憲法体制の基本的要請であ

ること 

② 行政権が肥大化したため、その実態を示す情報を国民が知る必要

性が増していること 

③ 情報収集、保管、利用の技術が著しく進歩したため、行政機関が個   

人情報等をより多く収集できるようになったこと 

④ 政府の腐敗問題、不祥事が政府情報の公開を強く促していること 

の４点が挙げられている。 

    日本国における情報公開制度については、国レベルでは、平成１１年

に「行政機関の保有する情報の公開に関する法律（いわゆる情報公開法）」

が制定されているが、情報公開制度については、地方公共団体による条

例制定が先行しており、昭和５７年３月、山形県金山町に最初の情報公

開制度が発足した。佐世保市の情報公開条例は昭和６２年に制定されて

いる。平成１１年の情報公開法制定後、各地方公共団体は、既存の情報

公開条例につき情報公開法の基準に合わせる等の改正を行い、また、情

報公開条例が存在しない場合の新規制定に及んだ。 

    このように地方公共団体レベルでの情報公開制度は、国よりもはるか

に先んじて条例制定及び運用を開始し、情報収集及び保存の技術革新進

行並びに地方公共団体レベルでの行政対象の拡大への対応のため、国の

情報公開法制定を機に、情報公開条例の大部分または全面的な改正を行

い、現在に至っている。佐世保市においても、同様の経緯を辿っている

といえる。 

 （３）現行の佐世保市の情報公開制度について、その手続等詳細については

第３章のとおりであり、概ね以下のような特徴がある。これらについて

は、いずれも後述のとおり評価するべき部分がある。 

─ 103 ─



 
 

   ア 佐世保市情報公開条例第１条において、情報公開制度の目的につき、 

「地方自治の本旨にのつとり、市民の知る権利を保障」するとし、か

つ、「市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、市民の

市政に関する理解と信頼を深め、もつて公正で開かれた市政の実現と

市民の市政参加の推進に資すること」と規定している。 

同規定からは、 

① 情報公開制度の根拠である「知る権利」の保障 

② 地方自治体レベルの情報公開制度につき地方自治の本旨（特に住

民自治の観点）も根拠となっていること 

③ 市の活動につき市が市民に対する説明責任があることを明言して  

いること 

を読み取ることが可能である。そして、情報公開制度につき、健全な 

直接民主制確立の手段であるとしている。 

     これにつき、佐世保市情報公開条例全面改正に関する平成１３年３ 

月の市議会審議にて、佐世保市側がその改正の要点につき、「主な改正

点といたしましては、まず、第１条の目的規定に、行政情報に対し、

「市民の知る権利」を認め、行政としては「市民に説明する責務」い

わゆるアカウンダビリティを盛り込み、公正で開かれた市政の実現と

市民の市政参加の推進に資することが明記されている」と説明してお

り（佐世保市議会本会議平成１３年３月定例会・第９日）、同条例の目

的につき上記事項が意識されていることを明言している。 

   イ 公開請求権者につき「何人も」と規定されており、門戸を広げてい

る。また、公開対象となる「情報」の定義、非公開情報の範囲につき、

情報公開法に類する内容としている。 

   ウ 公開手数料は無料である。また、謄写手数料も他の自治体と比較し

て高額とはいえない。さらに、理由呈示も不要されており、公開請求
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時に一見して公開するべきものと判断できる場合の申立書作成省略

制度も設けられている。 

（４）以上、佐世保市の情報公開制度については、条例とその運用につき、

先述した条例個々の改良や内規の拡充等の必要、これまでの公開事例に

つき、若干の不適切が見受けられたことを除けば、大きな問題は無い。

かかる情報公開請求制度につき、本来の目的であるはずの「市民の市政

に関する理解と信頼を深め、もつて公正で開かれた市政の実現と市民の

市政参加の推進に資すること」ではなく、大部分営利目的またはこれに

準ずる目的で請求されたと考えられる事案で占められていることは、い

かなる事情によるものか。これについての監査人の推測は、以下のとお

りである。 

   ア 佐世保市の市政につき公平・公正が十分であると考えられているこ 

と 

   （ア）前論 

      情報公開制度の行政に対する監視という役割からすれば、行政の

現状につき違法または不適切であるという疑念が解消されていれば、

行政事務の内容や経費の監査等を目的とする情報公開請求の需要も

当然低下することになる。以下、個別に述べる。 

   （イ）佐世保市における適正な行政実現への努力 

地方公共団体において、地方自治の本旨、特に住民自治の観点か

ら、住民の意思を密接にくみ取り、公平・公正な自治を実現させる

ことこそ最優先とするべきものであるところ、仮に、そのような理

想の自治が実現していれば、自己統治を目的とする情報開示請求の

需要が低下することは予想できることである。それゆえ、行政の監

視を目的とする情報公開請求や行政の誤りを正そうとする行政事件

訴訟が少ないことのみをもって、当該地方公共団体の行政を問題視
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することは本末転倒である。 

佐世保市の行政事務の内容や経費の監査等を目的とする情報公

開請求数が少ないことについて、端的に、佐世保市による適正な行

政実現の努力の結果、住民による佐世保市行政に対する不満が少な

いという理由も考えられるところである。 

  （ウ）佐世保市の市民に対する積極的な情報収集及び情報提供・公表 

      前述の通り、佐世保市情報公開条例第１７条は、実施機関が、市民 

からの情報公開請求を待つことなく、市民が市政に関する情報を迅速

かつ容易に得られるようにするため、広く積極的に情報提供すること

の努力規定である。そして、その情報提供にあたっては、情報通信技

術を活用した電子的公開等多様な媒体による情報提供の推進に積極

的に取り組むものとされている。 

      平成１１年の国による情報公開法制定と地方公共団体における情 

報公開条例改正の流れの背景につき、情報技術改革による大量の情報

収集・管理の実現と行政活動の拡大という事情があるが、情報技術改

革は、情報の流れにつき、従来の送り手と受け手の一方的な関係から、

双方向に同時の情報を安価にて流すことを可能とした。 

今日、地方自治体は、ホームページを作成し、大量の情報を迅速に 

呈示し続けている。また、ホームページ上の質問フォームを活用し、

苦情申告もホームページ経由でやり取りを行っている。昨今では、首

長や地方議会議員が、ＳＮＳ（ソーシャルメディア）を利用して情報

発信を行っている事例があり、地方自治体自体がＳＮＳの公式アカウ

ントを取得し、住民へのより迅速な情報公開が可能となっている。そ

して、この行政によるインターネットコンテンツの活用は、住民側か

らの情報収集を容易にした。佐世保市においても、そのホームページ

上、意見や苦情に対する申入れのための専用フォームが設けられてい
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る。 

     加えて、各地の地方公共団体は、住民によるその地方独自の行政需

要に対応するため、住民に対するアンケートや公聴会を実施する等し

て、住民からの情報収集に努めている。佐世保市は、ホームページを

利用して、「Ｗｅｂアンケート」を積極的に行っている。そのアンケー

トの例としては、介護教室の動画配信、子育てしやすい街づくり、が

ん検診、成人式典等、住民の生活に身近な事項から佐世保市の政策上

の判断材料となり得る事項まで多岐に渡っている。 

     以上のとおり、紙媒体及び有限の電波放送を利用した情報発信に止

まる時代から、情報技術革命の進展により、高速、大量、低費用及び

双方向の情報通信が可能となり、佐世保市と住民間において、あらか

じめ佐世保市が保有する情報の公開がなされ（行政機関が自らの裁量

により保有する情報を提供する「情報提供制度」や住民等の請求によ

らずに行政機関に情報を公表する義務を課す「情報公表制度」の推進

と評価できる。）、また、住民の意見等の収集がなされることも、住民

自治実現の効果的な施策となっており、情報公開請求の需要を抑制し

ていると考えられる。 

  イ 佐世保市民による佐世保市政監視等の意欲が不十分であること 

  （ア）前論 

     行政活動は永続的であり、その内容は社会情勢の変動に伴い、とり

わけ肥大傾向にて推移する。したがって、仮に、一定の時期、行政活

動が住民にとって満足するべき状態にあるとしても、行政に対する監

視が不要となることにはならない。また、行政活動の肥大化、法律や

条令の内容実現となる対象の拡大により、行政活動の範囲が膨大とな

っており、その全てにつき、常に高度の公正が保たれているとは限ら

ず、むしろ考えにくいといえる。 
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     それゆえ、佐世保市の情報公開制度活用状況の判断にあたり、前イ

で述べた佐世保市の行政活動上の努力の成果とは別の事情について

も検討する。 

  （イ）佐世保市における選挙の投票率低下傾向 

     情報公開制度の行政監視作用は、国民主権または住民自治の重要な

手段であるが、これらの民主主義確立のための大原則につき、より直

截の手続は、国民・住民の選挙権行使である。選挙の投票率は、選定

される公権力行使者（治者）が被治者からの権力移譲の正当性に大き

く影響する。そこで、監査人は、佐世保市における近年の選挙投票率

が、佐世保市民の民主主義と住民自治に対する姿勢を推測できる資料

として、情報公開制度の行政監視作用の分析に役立つものと考えた。 

     その結果は、次ページの表のとおりである。 

公職の選挙の投票率は、国政レベルにおいて、全国５０パーセント

前後にて推移しており、健全な民主主義が確立、維持されていると評

することは難しい。衆議院議員及び参議院議員の選挙において、佐世

保市は、平成２９年衆議院議員総選挙長崎県第４区小選挙区のみ全国

の投票率を僅かに上回るものの、その余は約１パーセントないし約１

２パーセントの範囲で全国の投票率を下回っている。 

     佐世保市及び長崎県レベルの選挙の投票率は、佐世保市長・佐世保

市議会議員の選挙では投票率５０パーセント以上を維持しているも

のの長崎県知事選挙においては非常に低い投票率となっている。 

     特に、２０歳代の投票率については、惨憺たる状況である。 

     投票率が５０パーセントとなれば、その過半数である２６パーセン

トの支持をもっての公職当選が可能となり、民主主義の形骸化を導く。

すなわち、公権力の所在が固定的となり既得権益化し、治者と被治者

の関係について、被治者は選択拒否を理由とする非建設的な正当化傾
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向を深め、その結果、ますます治者との乖離拡大を深める。それゆえ、

投票率の改善は、国政及び地方自治において、長らく重要課題となっ

ているところである。 

 

 

      

全体の投票率 女性投票率 男性投票率 ２０歳代投票率
令和元年参議院議員通常
選挙（選挙区／佐世保市
分）

43.09% 42.10% 44.23% 25.63% 48.80%

平成３１年佐世保市⻑・
市議会選挙

50.11% 50.46% 49.71% 28.39% −

平成３０年⻑崎県知事選
挙（佐世保市分）

30.43% 29.51% 31.49% 17.20% −

平成２９年衆議院議員総
選挙（⻑崎県第３区⼩選
挙区／佐世保市分）

49.39% 48.40% 50.54%

平成２９年衆議院議員総
選挙（⻑崎県第４区⼩選
挙区／佐世保市分）

53.75% 55.38% 54.50%

平成２８年参議院議員通
常選挙（選挙区／佐世保
市分）

53.68% 55.35% 54.06% 34.33% 54.70%

平成２７年佐世保市議会
選挙

51.74% 52.25% 51.14% − −

平成２６年⻑崎県知事選
挙（佐世保市分）

35.31% 34.87% 35.83% − −

平成２６年衆議院議員総
選挙（⻑崎県第３区⼩選
挙区／佐世保市分）

40.11% 38.76% 41.71% −

平成２６年衆議院議員総
選挙（⻑崎県第４区⼩選
挙区／佐世保市分）

50.76% 49.64% 52.08% −

平成２５年参議院議員通
常選挙（選挙区／佐世保
市分）

50.82% 50.01% 51.78% − 52.61%

平成２４年衆議院議員総
選挙（⼩選挙区／佐世保
市分）

58.37% 57.53% 59.35% − 59.32%

平成２３年佐世保市⻑・
市議会選挙

60.19% 60.79% 59.48% − −

※平成２７年佐世保市⻑選挙は無投票

40.75% 53.68%

52.66%

全国
佐世保市

投票率
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     公職選挙の投票率の低数値の原因については、諸事情があるところ

であるが、根本的には、国民・住民の主権者としての意識と健全な民

主主義確立・維持への意思が不足していることが大きな原因であるこ

とは、現行の日本国における民主主義制度（直接・自由・普通選挙の

実施、地方自治採用等公権力の分散）に照らし否定し難いところであ

る。 

  （ウ）市民オンブズマンの不存在 

     市民オンブズマンは、国及び地方公共団体を監視し、公金の使途の

妥当性、議会改革の進展等を調査することにより、国、地方公共団体

等にかかわる不正・不当な行為是正を目的としている。そして、情報

公開制度の行政監視作用の重要な担い手として、市民オンブズマンが

考えられる。市民オンブズマンは、公的オンブズマンと異なり、国や

地方自治体から独立していることが特徴である。そして、その目的が

公益に資することから、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）として認

証されている団体が少なくない。かかる市民オンブズマンの存在意義

からすると、国及び地方公共団体の監視の手段として、情報公開請求

権の行使は有力である。実際、日本全国の市民オンブズマン間の交流

を推進させ、公権力への監視方法につき研究を行っている全国市民オ

ンブズマン連絡会議は、各地方公共団体の情報公開制度につき、文書

特定不足時の対処や公開の程度に対する評価を行い、各地方公共団体

の透明度を分析する等して、情報公開制度の発展等に貢献していると

いうことである。 

     このように、情報公開制度の活用につき市民オンブズマンへの期待

が大きいところ、佐世保市においてオンブズマンを活動分野とする特

定非営利活動法人は、内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトによると、令

和３年１月時点で、１件のみであった。当該法人は、定款目的として、
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「地方公共団体等にかかわる不正・不当な行為を監視・更正」するこ

とを挙げている。しかし、同法人の平成２９年度から令和元年度の事

業報告書によると、地方公共団体に対する情報公開請求及び監査請求

並びに公の情報についての分析活動は、未実施ということである。監

査人は、当該法人に対して、過去の活動状況に関する照会書を送付し

たが、回答を受けることができなかった。 

     その他、現在、佐世保市内にて恒常的にオンブズマン活動を行って

いる個人についての情報は見当たらなかった。監査人にて探索した結

果、個人にて佐世保市内でオンブズマン活動を行っていた者がいたこ

とを発見し、その活動場所へ問い合わせたところ、オンブズマン活動

を行っていた者が３年程前に死亡し、以後休眠状態にあるということ

であった。なお、佐世保市総務部総務課に対して、佐世保市にて活動

中である市民オンブズマンの把握状況を尋ねたところ、特筆すべき存

在につき把握していないということであった。 

     以上、佐世保市では、同市の監視の強い担い手となる市民オンブズ

マンが存在しないという事実がある。 

  （エ）経済的理由 

     令和元年度佐世保市包括外部監査「佐世保市の市税（国民健康保険

税を含む。）」において、佐世保市の国保税の収納率が低い原因の分析

として、国保税率が他の自治体と比較して高率であるが、他方で、一

人あたりの所得が低いことが原因であるという仮説の検証が行われ

ている（令和元年度佐世保市包括外部監査結果報告書第２３１ペー

ジ）。その際、平成２９年度の中核市５４都市の課税所得につき、佐世

保市が第４５位（４５万８７９７円）であるという事実が摘示された。

この課税所得の統計につき直近令和元年度の状況は、次ページのとお

り、中核市６０都市中第５７位（４５万１９０４円）であり、残念な 
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令令和和元元年年度度中中核核市市決決算算状状況況
●●一一人人当当たたりり課課税税所所得得額額（（医医療療分分））（（高高額額順順））

○全体

順位 都市名 金額(円) 差額(円)

1 豊田市 1,057,525 0

2 柏市 989,321 △68,204

3 岡崎市 888,983 △168,542

4 西宮市 876,221 △181,304

5 川越市 847,583 △209,941

6 川口市 834,216 △223,309

7 八王子市 825,911 △231,614

8 船橋市 823,985 △233,540

9 吹田市 813,910 △243,615

10 越谷市 808,460 △249,065

11 豊橋市 786,189 △271,336

12 豊中市 764,652 △292,872

13 山形市 737,271 △320,254

14 金沢市 708,133 △349,391

15 岐阜市 695,088 △362,437

16 那覇市 694,897 △362,628

17 横須賀市 673,606 △383,919

18 水戸市 667,021 △390,504

19 福井市 661,385 △396,140

20 大津市 659,916 △397,609

21 高崎市 655,207 △402,318

22 前橋市 654,044 △403,481

23 奈良市 652,104 △405,420

24 宇都宮市 645,852 △411,673

25 甲府市 641,945 △415,579

26 高槻市 636,512 △421,012

27 明石市 627,846 △429,679

28 富山市 620,286 △437,239

29 郡山市 605,050 △452,475

30 松江市 595,784 △461,741

31 八尾市 593,133 △464,392

32 福島市 591,493 △466,031

33 長野市 590,929 △466,595

34 高松市 588,710 △468,815

35 枚方市 582,720 △474,805

36 盛岡市 579,428 △478,097

37 久留米市 576,514 △481,010

38 倉敷市 569,528 △487,996

39 福山市 568,058 △489,466

40 姫路市 562,775 △494,750

41 東大阪市 562,075 △495,449

42 いわき市 552,158 △505,367

43 尼崎市 547,486 △510,039

44 高知市 531,446 △526,078

45 呉市 527,813 △529,712

46 寝屋川市 515,750 △541,774

47 八戸市 508,952 △548,573

48 宮崎市 502,407 △555,118

49 鳥取市 498,612 △558,913

50 長崎市 496,224 △561,301

51 鹿児島市 481,351 △576,174

52 大分市 481,156 △576,368

53 下関市 480,278 △577,246

54 和歌山市 471,569 △585,956

55 秋田市 461,389 △596,136

56 松山市 457,091 △600,434

57 佐世保市 451,904 △605,621

58 函館市 441,867 △615,658

59 青森市 440,107 △617,417

60 旭川市 432,933 △624,591

※差額は１位との差
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がら改善していない。 

 所得が低いという事実は、公職選挙の投票率につき、①現状の不満

に対する状況改善を求めての政治参加の要求という投票率向上の契

機として積極的な理由にもなり、他方で、②選挙参加のためのコスト

忌避、貧困の固定化により増加する政治への諦観という点で投票率低

下の契機ともなり得る。しかし、情報公開制度を活用した公権力の監

視という無私かつ長期的な事務作業を伴う活動の場合、金銭、時間、

心理上のコストは、選挙権行使よりもはるかに大きいものである。こ

れを個人で負担することには容易なものではなく、市民オンブズマン

のような法人組織の活動を期待するとしても、これを支えるための資

金や人的資源の確保がやはり必要となる。個人の可処分所得が少なけ

れば、市民オンブズマンを支え成長させる基盤づくりも困難になるだ

ろう。 

     よって、佐世保市民の所得が低いことは、情報公開制度による公権

力の監視機能を活用することの消極的要因になると思われる。 

  （オ）小括 

     日本国憲法の三大原則の一つである国民主権から、日本国では、主

権を国民が持ち、治者と被治者の同一性を達成するべく民主主義が採

用されている。公権力行使の根源が国民の意思に基づいていると評価

できる健全な民主主義の確立のため、日本国の統治機構や地方自治で

は、被治者側が、三権への参加または監視等の権利が保障されている。

健全な民主主義の確立、維持のためには、公正な選挙により治者と被

治者の同一性が高く確保されてことが不可欠であることは無論であ

るが、国民・住民より委託された公権力につき不正や不当な行使がな

されていないかを監視し続ける必要がある。そのための強力な手段で

ある情報公開請求制度につき、本来の民主政維持・発展等自己統治の
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ための行使が低調であることについて、監査人は、今後、官民とも改

善の努力を要すると考える。 

 ４ 佐世保市の政策上留意すべき事項 

   佐世保市は、予算や実現するべき物理的設備の規模が大きい政策を進め

ている。具体的には、石木ダム建設工事事業、統合型リゾート（Ｉｎｔｅ

ｒｇｒａｔｅｄ Ｒｅｓｏｒｔ）誘致政策である（以下「ＩＲ誘致政策」

と称することがある。）。前者については、既に、関連する情報について、

情報公開請求がなされているようである。他方、後者については、現時点

で、関連すると思われる情報の情報公開請求は、佐世保市では、まだ活発

ではないようである。この点、ＩＲ誘致政策を行っている大阪市では、大

阪市役所のホームページ（大阪市ＩＲ推進局企画課）によると、令和２年

４月から１２月までの間に、ＩＲ誘致政策に関する情報公開請求につき１

１件の決定がなされている。 

 

 【意見】 

   これらの政策についての情報公開請求は、地方自治体が推進しようとす

る政策について、反対の意見を前提になされる傾向があることから、補正

を要する請求の場合に敢えて不十分に対応すること、情報不存在の拡張的

判断、非公開事項の拡大適用、例外的公開の該否判断の看過等、情報公開

請求に対して消極的な決定、運用がなされるおそれがある。かかる重要政

策に関する情報公開請求については、まさに自己統治を目的とする情報公

開請求権行使の重要な場面であり、地方自治体もそのことを認識し、公開

等決定にあたり、恣意的判断や濫用的処分等となっていないかを慎重に判

断するべきである。これについては、佐世保市にも留意していただきたい。 

 

第７章 佐世保市の情報公開制度の現状に関する総合的な評価及び意見等 
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第１ 前論 

   これまで、佐世保市の情報公開制度につき、主に規範（佐世保市情報公

開条例）と事実（佐世保市の情報公開請求事例）について、適宜、個別に

評価及び意見を呈してきたところである。 

   その上で、以下、佐世保市の情報公開制度につき総合的に判断し総論と

しての評価及び意見等を呈示する。 

 

第２ 評価 

 １ 実際の運用が円滑、良好であること 

   監査人は公開決定以外の決定については、本条例に照らして適法性・妥

当性の検討をしたが、公開・非公開の結論自体が違法又は不当といった事

例は見当たらなかった。 

また、情報公開請求から決定までの期間が法定の期間を徒過しているな

ど、手続面の適法性は問題なかった。 

佐世保市の情報公開制度は、理由や国籍の記載を不必要とし、実施機関

は、職員向けマニュアルにより機械的に公開等決定判断を行う運用により、

円滑、良好な運用が実現しているといえる。 

 

【評価】 

佐世保市の情報公開請求の手続・運用はおおむね適法であり、円滑、良

好な運用が実現しているといえる。 

 

 ２ 個人情報や法人の営利活動等公開除外の手続につき紛争化していない

こと 

   個別の事例の調査にあたり、そのサンプルとして、調査対象期間の部分
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公開または非公開決定、もしくは、不存在の事例を抽出したが、これらの

決定等に対する不服審査申立数は限られており、取消訴訟等は起こされて

いない。 

   これは、佐世保市において、情報公開請求につき、マニュアルに沿った

機械的公開の運用が確立していることも一因となっているとのことであ

る。結果として、非開示事項を不当または違法に拡張することを防ぎ、ま

た、個人情報等非開示事項を過って開示するという事態を防止している。 

 

 【評価】 

情報公開請求からの速やかな決定や非公開事項の判断について、紛争化

していないことは、評価するべきである。 

 

第３ 意見 

 １ 前論 

   佐世保市の情報公開制度は、地方自治の本旨、特に、住民自治の促進を

目的とする行政権監視という本来の目的（自己統治）を達成するため申し

立てられた件数が少なく、主権者である住民からの厳しい風雨に晒された

経験に乏しいところである。上述のとおり、佐世保市において、公権力監

視を目的とする情報公開請求が非常に少ないという事実につき、住民の国

民主権及び住民自治の意思が不足していることに起因していると考えら

れる以上、佐世保市として現状に甘んじることなく、情報公開制度の佐世

保市の市政への監視という役割を市としても積極的に評価のうえで、改善

を図るべきである。仮に、佐世保市の市民が、経済的に余力を持っていな

いことも一因であるとすれば、猶更である。 

   その他、他の地方自治体における情報公開制度運用に関する問題への対

処を参考として、佐世保市としても留意すべきものについて付言する。ま
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た、佐世保市情報公開条例につき、条文の文言及び同文言から導かれる効

果について、個別に意見を呈したもの以外に、佐世保市の情報公開制度の

運用実態を踏まえての提言となる意見にも触れておく。 

 ２ 情報公開制度利用の啓発活動強化 

 （１）情報公開制度の意義と制度趣旨について市民への説明等を推進するこ

と 

    情報公開制度については、これまで、各地方自治体において、先述の

とおり、平成元年前後の黎明期、そして、平成１３年の国の情報公開法

の施行を契機とする同法を情報公開の最低基準とする改正等の流れを

経て、近年、「知る権利」及び「説明責任」を条例の目的として明記され

ることが多くなっている等発展している。しかしながら、情報公開制度

の法的根拠である日本国憲法の知る権利について複合的性格を有する

こと、そして、そのために情報公開請求の事例についても、その理由に

より、「知る権利」及び「説明責任」との結びつきの度合いが異なること

について、深く意識されていなかったものと思われる。 

    佐世保市における情報公開制度につき、国民主権、民主政、住民自治

の維持と向上を目的とする自己統治のための利用が少ないことについ

ての改善は、佐世保市民側にて率先してするべきことであり、佐世保市

として積極的に行う必要性は無いとの判断も考えられるところである。

しかし、国民主権、民主政、住民自治は、いずれも、本来の主権者であ

る国民または住民から、立法、行政の権能を託す制度であり、情報公開

制度の自己統治観点からの活用が十分ではない場合、「説明責任」の観点

から、地方自治体としてもその状況に甘んじないように努力するべきで

あろう。 

    この点、佐世保市総務部総務課によると、情報公開制度については、

佐世保市民からのリクエストに応じて、その制度を紹介する出前講座を
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準備しているということであるが、昨今の申込は無いということであっ

た。また、情報公開制度につき佐世保市民に告知する配付用小冊子等の

資料は準備していないということである。 

    佐世保市にて、情報公開制度について、特に、自己統治と自己実現の

ための制度であること、及び、自己統治面の意義について、佐世保市民

へ説明する啓発事業を検討していただきたい。 

 

 【意見】佐世保市の情報公開制度につき、自己統治を目的とする公開請求の

低調状態改善のため、まず、佐世保市民に対して、自己統治面の意義に

つき力点を置いた啓発事業を行うべきである。 

 

 （２）長期的視点として市民の主権者教育の拡充 

    佐世保市における行政等監視の意欲の低下は、国民主権及び住民自治   

の維持・向上への市民の意欲が不足していることの一側面であると考え

られる。このことは、情報公開制度のみならず、公職選挙の投票率低下

のように、国民・住民の参政の場面でも留意すべき問題である。そこで、

本件についての長久の方策として、佐世保市民の主権者教育の拡充を検

討していただきたい。 

 

 【意見】佐世保市民の主権者教育が必要であり、また、有効と考える。その

具体的施策として、長崎県弁護士会が、会員弁護士による出張講義を行

っている（添付資料参照）。この出張講義につき、特に、学生向けとし

て学校での出前授業がある。長崎市教育委員会は、毎年、中学生を対象

とする模擬選挙等を行う主権者教育を長崎県弁護士会へ依頼しており、

未成年者に国民主権の意義と重要性に関する授業を企画している。佐世

保市においても、次代を担う学生への国民主権や住民自治の意義と重要
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性に関する授業を企画することを検討していただきたい。 

 

 ３ 佐世保市情報公開条例について 

（１）「第１条（目的）」について 

本条例第１条には本条例の目的が明記されている。 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方自治の本旨にのつとり、市民の知る権利を保

障し、市の保有する情報の公開を請求する権利を明らかにするととも

に、情報公開の総合的な推進に関する必要な事項を定めることにより、

市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、市民の市政

に対する理解と信頼を深め、もつて公正で開かれた市政の実現と市民

の市政参加の推進に資することを目的とする。 

 

   条例の目的条項は、それ自体を直接の根拠として、何らかの請求権の

存在を導くものではないが、その記載内容は、条例全体の運用にあたり

指針となる。佐世保市の情報公開条例につき、第１条において、住民の

知る権利と地方政府の説明責任の両方を明記したことは、国の情報公開

法と比較して先進的であると評価できる。佐世保市には、情報公開請求

を求める者に対して、情報公開請求権が、憲法上の権利に基づきもので

あることを再認識し、地方自治体による情報公開が、行政の透明性を確

保し、佐世保市への住民の信頼の担保という民主主義の根幹に関わる制

度であるに止まらず、佐世保市における住民自治の健全な発達に不可欠

な制度であることを厳粛に受け止めるようにされたい。 

 

【意見】上記の第１条の目的につき、さらに、知る権利が憲法第２１条１項
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等を根拠とする権利であることから、佐世保市情報公開条例を今後改正

するにあたり、第１条につき「知る権利が日本国憲法に根拠を有する権

利であること」、「情報公開制度が知る権利を具体化して保障するべきも

のであること」を明記し、情報公開制度の意義、法的根拠及び制度趣旨

を明らかにすることを検討していただきたい。 

 

（２）「第４条」について 

  本条例第４条は、請求者の責務を定めている。 

 

 （利用者の責務） 

第４条 この条例の定めるところにより、情報の公開を受けた者は、

これによつて得た情報をこの条例の目的に則して適正に使用しなけ

ればならない。 

 

   情報公開請求権が日本国憲法の表現の自由、さらに、知る権利に根拠

を持つ権利であることから、情報公開を求める者への地方自治体の対処

は、情報の特定の段階から十分な配慮をなされるべきであるが、請求権

者としても、情報公開請求権の意義と根拠からして、無制限に濫用する

ことは慎まねばならない。これは、日本国憲法第１２条「この憲法が国

民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持

しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつ

て、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」との規定から

も導かれる。 

    情報公開請求が濫用と評価されるべき事案としては、①取得した情報   

を主に地方自治体の監視等正当な理由ではなく、取得した事情から得ら

れる情報を基に詐欺や脅迫等犯罪を図る場合のように違法または不適切   
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な使用に供することが重大である場合が考えられる。その他、②地方自

治体に対して、大量の業務を強要し事務処理能力を疲弊させる等不当な

目的にて、特定困難である情報の公開請求、同一情報の公開請求反復、

公開請求をしつつ実施機関が公開準備を整えたにも関わらず閲覧に及ば

ない場合等、請求手続につき濫用と評価される場合もあり得る。 

    現在、佐世保市では、このような濫用的な事例は見当たらないというこ

とであるが、他の地方自治体では、かかる濫用的事例による公務の停滞

等が問題になっているところもあるということである。 

 

 【意見】現時点で、濫用的事例が現実化していないことから、具体的な措置

を講じる必要性は少ない。それゆれ、佐世保市情報公開条例第４条は、

「利用者の責務」として、公開情報の適正利用のみを規定しているが、

佐世保市情報公開条例を今後改正するにあたり、同条につき、「公開請求

者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるものとする。」等、適

正な請求についても規定することを検討されたい。また、濫用的事例に

ついては、他の地方自治体にて、実際に発生しているとされており、そ

の対処につき慎重な判断を余儀なくされているところが多いようである。

佐世保市としても、濫用的事例について、その対処方法や裁判例等、情

報収集を進め備えられたい。 

 

４ 運用の改善についての意見 

（１）非公開等の理由の不備が生じないようにすること 

   前述の通り、平成２９年に審査請求されていた件で、非公開決定の理由

不備を理由に原処分を取り消す旨の裁決が出ている。そのほかにも、決定

書記載の非公開に該当する理由の不備が原因で審査請求に至ったケース

が数件存在する。これらは処分庁が原処分を取り消して再度詳細な理由を
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記載した決定書を出し直すという形で解決され、最終的には審査請求が取

下られている。 

   そもそも、情報公開請求に対する決定は、申請に対する処分として理由

を呈示する必要がある（行政手続法８条）。この理由の呈示の趣旨は、不服

申立ての便宜のためだけではなく、行政庁の判断の慎重・合理性を担保す

ることにある。このような趣旨からすると、記載それ自体で判断の理由や

判断の前提となる事実関係を確認できる必要がある。非公開の根拠条文の

指摘だけでは不足するのはもちろん、例えば「個人名や技術情報 （理由）

著作権」といった簡潔すぎるものは不適切というべきである。そして、理

由の呈示に不備がある場合には処分の取り消し事由にあたること（最高裁

判所３８年５月３１日民集第１７巻４号６１７頁等）に留意すべきである。 

佐世保市は、この理由付記の程度に関する問題について、令和２年４月

１日に全庁通知、手引書改訂等の対処をしている。監査人としては、さら

に踏み込んで、情報公開を担当する職員に対し、研修時に不適切な事例を

テーマに事例検討を採り入れるなどして、定期的・継続的に研鑽を積ませ

る必要があると考える。研修のために専門家の協力を要するのであれば、

弁護士等外部の専門家に委託することも考えられる。 

そして、不存在、全部または一部非公開の決定がされた場合には、決定

書その他一件記録を総務課に提出させ、理由の呈示の不備など情報公開の

手続に不備がないかどうか、必要に応じまたは定期的に確認する作業が必

要であると考えられる。確認のために専門家の判断を要するのであれば、

外部の弁護士等に委託することも考えられる。 

 

 【意見】情報公開請求への決定に際しての理由付記につき、引き続き不備が

生じないようにするため、職員への研修を行い、不存在、全部又は一部非

公開の決定の際には、定期的な確認作業を課することが妥当である。 
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（２）公開までの期間をできる限り短くすること 

実施機関は情報公開請求を受理した日から起算して１５日以内に、公開

決定等をしなければならず（本条例第７条１項）、やむを得ない理由によ

り期間内に同項の決定をすることができないときは、３０日を限度として

その期間を延長することができる（同条４項）。 

今回の監査で、期間の延長をすることなく期間を徒過した事例は見つか 

らなかった。もっとも、同種の資料を公開する場合でも、請求から資料の

公開まで数日で完了している場合と、期間満了直前まで公開決定がされな

い場合に分かれていた。資料の量や内容等の個別の事情にもよるので一概

にはいえないものの、情報公開を担当する各部署の練度が公開までの期間

に影響している可能性が考えられる。現在のところ期間の徒過という違法

性はないものの、各部署の担当者に対する定期的な研修などを充実させ、

速やかな情報公開を実現できるように配慮すべきである。 

 

 【意見】情報公開までの期間短縮化のため、実施機関担当者への定期的な研

修等を充実させるべきである。 

 

（３）総務部総務課への報告の不備を防止すること 

佐世保市においては、各部署から総務部総務課に対して情報公開請求に  

係る定期的な報告を行っている。本件監査において、報告に使用する書面

（一覧表）を確認したところ、記載ミス（非公開の理由が空白になってい

る、決定書記載の理由と一覧表記載の理由が異なっている）が散見された。 

報告書面は情報公開の事務処理が適切に行えているかを確認できる端 

緒となるものである。そのため、各課の担当者に対して十分な指導を行う

のが望ましいと考えられる。 
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また、必要に応じて、一覧表のみならず決定書等の資料一式を提出させ、 

一覧表と一覧表記載の決定書とを付き合わせることにより、記載ミスがな

いかどうか、理由の不備など違法ないし不当なケースが存在しないかどう

かを確認する必要があると考えられる。 

 

【意見】各実施機関からの総務課への報告にあたり齟齬が無いように注意す 

  るべきであり、必要に応じて、一覧表作成等を行わせることも必要であ

る。 

 

（４）情報公開請求しやすい環境作りを行うこと 

ア 情報公開請求の前提となる情報を提供すること  

情報公開請求手続そのものの一般的な知識があったとしても、行政機

関がどのような情報を持っているのかを予見できなければ、実際に手続

を行うのは困難である。 

前述の通り、積極的な情報公開や目録等の整備がされていれば、一般

市民が情報公開請求を行うきっかけ・手がかりを与えることができると

いう点が重要である。そのため、どのような文書が行政機関に存在する

のかという目録を作成することが必要である。この点、佐世保市では、情

報目録を作成し、行政閲覧コーナーや各課窓口に設置しているというこ

とであり、これについては評価できる。 

その上で、各種申請や手続が、一般的にどのような流れで行われるの

か、その中で行政機関がどのような書類を作成し、又は行政機関に対し

てどのような書類を提出する必要があるのかなどを明らかにした文書

（フロー図や一覧表など）を窓口やインターネット上で公開することが

必要と考える。その際、上記の情報目録を同じくインターネット上で公

開するか、または、情報目録を上記のとおり作成していることを告知す
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ることも検討していただきたい。 

イ ＷＥＢ上での情報公開請求手続 

    前述の通り、本条例第６条の趣旨からすると、現在の請求書書式に記

載のあるような項目を明らかにしていれば、必ずしも書面（紙媒体）と

いう形式を取る必要は無いと考える。 

    すなわち、現在のところ、窓口で受領した請求書書式又はダウンロー

ドしたデータを印刷した請求書書式に必要事項を手書きで記載の上で

提出する必要がある（メールに添付する方法でも提出が可能であるが、

一度は請求書を紙媒体にすることが予定されている）。しかしながら、行

政のデジタル化の推進という点や請求者の便宜、迅速な情報の公開とい

った視点からすると、適切とは言いがたい。 

    このような状態を改善するためには 

   ① 情報公開請求の申し込みフォームを作成し、ウェブ上で入力・送信

する方法で手続を行えるようにすること 

   ② 佐世保市ホームページに直接入力できるＰＤＦデータと提出先の

メールアドレスを掲載し、直接データに入力した後、データをそのま

まメールで送信する方法で手続を行えるようにすること 

等の対応が考えられるので、必要な条例の改正、書式等の整備を行うべ

きである。 

ウ 日本語を流ちょうに使用できない外国人への対応 

    前述の通り、本条例第５条が「何人も、この条例の定めるところによ

り、実施機関に対し、当該実施機関の保有する情報の公開を請求する権

利を有する。」と規定していることから、日本語を流ちょうに使用できな

い外国人による情報公開請求は予想される。 

しかしながら、現在のところ日本語での手続が想定されており、仮に

請求があった場合に支障が生じる可能性が否定できない。そこで、日本
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語が流ちょうに使用できない外国人への対応として、具体的には、 

① 英語・中国語・韓国語など主要な言語を用いた書式や説明文書（情

報公開請求手続の流れやよくある問い合わせをまとめたもの）を準備

すること 

② 情報公開事務の手引き及び情報公開請求受付マニュアルに外国人

が請求した場合の対応について加筆すること 

③ 請求書の提出や補正（本条例第６条３項）などの場合に外国人と対    

応する可能性があることを念頭に、通訳・翻訳担当者の配置を行うこ

と 

等の対応を検討すべきである。 

 

 【意見】情報公開請求をしやすい環境整備のため、①情報の目録や情報公開

請求手続の説明書の作成と事前公開、②ＷＥＢでの情報公開請求申立制

度導入、③外国人向けの主要言語の書式や情報公開請求手続の説明書の

作成と事前公開を検討するべきである。 

 

（５）審査請求手続をしやすい環境作り 

   非公開等の決定を行う場合には、通知書に審査請求ができる旨を記載す  

る必要がある（本条例第８条等）。しかしながら、佐世保市では、実際に審

査請求に至る件数は極わずかである。その理由は明らかではないものの、

請求者が審査請求の手続について理解できていない、手続の方法等が分か

らないので申立てを躊躇している可能性は否定できない。 

間違いなく適切な情報公開を実施するべきであることは言うまでもな

いが、ときには法令の解釈を誤った判断を行ってしまう可能性や恣意的な

判断を行ってしまう可能性は考えられる。その一方で、情報公開請求を行

う一般市民としては、情報を公開してほしいという意思はあっても、情報
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公開請求手続に関する知識の不足により、適切かつ円滑に手続をとれない

ことが多いと考えられる。情報公開請求手続そのものに対する周知、公開

請求しやすい環境作りは必須であるが、それだけではなく、審査請求手続

に対する周知、審査請求手続をしやすい環境作りも必要である。 

 そこで、 

  ① 総務部総務課において、審査請求手続の概要や流れを明記した説明文  

書を作成し、佐世保市のホームページ上で掲載するとともに、一般市民

や職員に対して交付できるようにすること。なお、上記説明文書には、

審査請求書、弁明書、意見書など通常使用される書式を添付するのが望

ましいと考えられる。 

② 決定書（通知書）や公開された公文書を請求者に交付する際に、上記

説明文書や審査請求書等の書式をあわせて交付すること 

  ③ 請求者に口頭で決定内容を説明する機会がある場合には、書面の交付  

だけではなく、審査請求手続の概要を口頭でも説明すること 

  ④ 審査請求手続を熟知していると考えられる総務部総務課だけではな

く、実際に情報公開手続を担当する各部署の担当者に対し、上記各対応

を適切に行うように、研修等で周知すること 

等の対応が必要であると考える。 

 

【意見】不服審査請求をしやすい環境整備のため、①不服審査請求書と説明

書等のホームページ等での公開や決定書交付時の添付、②決定内容を口

頭で説明する場合には、不服審査手続についても説明を行う、③各実施

機関にて不服審査手続に関する説明を行えるように周知することを検討

するべきである。 

 

（６）営利目的及び自己実現目的での情報公開請求への対処 
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  ア 情報公開請求権の法的根拠に基づく考察結果と運用への反映 

    情報公開請求権は、国や地方自治体が、その管理する情報を排他的に

支配することにより、内部で非効率や不正等が発生してもこれが発覚す

ることなく常態化、深化していくという潮流に対して、これを糺し透明

性を確保するための重要な道具として、国民や住民の努力と国や地方自

治体の綱紀粛正への自覚と共に発展した制度である。特に、平成元年前

後の黎明期以降、情報公開制度は、地方自治体でのカラ出張、カラ残業

問題や警察における機密費問題等への調査のため公開請求がなされ、こ

れに対する謄写手数料徴収や公開制限をめぐって長らく争われ続けた

という歴史がある。それゆえ、自己統治のための情報公開請求が本来の

目的である。そして、この自己統治目的での情報公開請求により得られ

る利益は、地方自治体の住民全体に及ぶことから、その公費負担は妥当

といえる。他方、営利目的や自己実現目的での情報公開請求は、国民主

権、民主政、住民自治と離れた個人的欲求や営利の実現のためのもので

あるところ、これらは、個人や団体の幸福追求の一場面である。この幸

福追求につき、個人または団体の利益の問題として、軽んじられてよい

ものではない。しかし、この個人または団体の利益を目的とする場合、

これに、国や地方自治体の公金を費やすことは、自己統治の場合と同じ

保障の下にあるとはいえないと思われる。 

  イ 佐世保市情報公開条例の場合、その公開請求権者、理由につき制限は

無く、公開手数料も無料である。これらは、行政の透明性確保の観点か

らは望ましいといえる。しかし、仮定ではあるが、現行の制度の場合、

外国人が、その自身の利益、また、所属国の利益を図るために、佐世保

市に対して大量の情報公開請求に及ぶとしても、非公開事項に該当しな

い限り、佐世保市の公金をもって公開手続を行うことになる。 

    情報公開請求がなされる場合、これへの対応のため実施機関は、本来
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の業務の事務処理能力を割かなければならず、「佐世保市の公金をもっ

て」の負担とは、公開手数料無償により得られない利益の問題に止まら

ない。 

  ウ 他方で、情報公開請求にあたり、請求理由を求めることにつき、地方

自治体が消極的であることについても、相応の理由が存在する。公開請

求者からすると、公開理由の記載を請求手続要件とされれば、行政の非

効率や不公正等究極的に何を目的としているのかを地方自治体側に察

知されることを考え、さらに、地方自治体側が公開請求者への内心等へ

踏み込むものと評価し、結果的に、公開請求者への萎縮効果をもたらす

ものと非難することも十分考えられるからである。 

  エ ところで、神戸市は、公開手数料として、株式会社等からの請求の場

合１件あたり１０００円、神戸市内に在住、通勤、通学等していない者

や神戸市内に所在地が無い法人の場合１件あたり３００円を徴収して

いるということである（神戸市役所ホームページより）。 

    株式会社等営利を目的とする法人の場合、その情報公開請求の目的は、

営利目的である可能性が高いと考えられること、また、神戸市外に在住

する個人または神戸市外を拠点とする法人の場合、その情報公開請求の

目的は、神戸市の行政や政策の非効率や不正を調べる自己統治目的では

ない可能性が高いと考えられる。 

    いわば、神戸市の公開手数料の制度は、営利目的または自己実現目的

の情報公開請求申立てに対して、相応の負担を課することにより、公金

が一私人の利益に使用されることを是正し、間接的に、自己統治目的の

公開請求の場合への公開手数料を無償とすることで、国民主権、民主政、

住民自治の理念への尊重を示しているとも評価できる。 

  オ 神戸市の情報公開請求権の公開手数料制度は、佐世保市における情報

公開請求制度において、大部分営利目的と考えられる現状につき、自己
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統治目的での情報公開請求を推進させることと矛盾するものではない。

そこで、神戸市の公開手数料制度については、今後、佐世保市の営利目

的での情報公開請求傾向が改善しない場合につき、同様の制度の導入を

検討されたい。 

  カ なお、情報公開請求権は、条例をもって具体化される権利である。そ

れゆえ、佐世保市として、営利目的または自己実現目的と推測される情

報公開請求についても尊重し、自己統治目的の情報公開請求と差異を設

けないことも当然、裁量の範囲内であろう。 

  キ この点、監査人が、福岡市総務企画局行政部情報公開局から聴取した

事情として、福岡市における近年の情報公開請求の傾向につき、土木工

事関係の営利目的と推測される事案と、福岡市の行政、政策の非効率、

不正の調査等を目的としている事案とは半数ずつ程度に感じられると

いうことであった。そして、情報公開請求に対する決定等への不服審査

請求数も少なからず行われており、不服審査にあたっては、非公開決定

への取消答申や公開手続についての補足意見を付する等して、その当否

等が厳しく吟味されている。 

    佐世保市の情報公開請求の現状について、自己統治を目的とする情報

公開請求が少ないという傾向は、国民主権、民主政、住民自治のための

佐世保市民の熱量が十分に育っておらず、佐世保市もそのような熱を受

けていないということである。今後、佐世保市の住民自治の向上、成熟

への手段として、佐世保市として情報公開請求権の自己統治の機能につ

き理解を深め、佐世保市での市民オンブズマン活動としての情報公開請

求があれば、これへの敵対視をすることなく尊重し、佐世保市の住民自

治の発展を促すように努力していただきたい。 
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 【意見】 

 佐世保市の情報公開請求制度につき、自己統治を目的とする情報公開請   

求の推進のため、営利目的が推測される株式会社による公開請求、自己実

現目的と推測される佐世保市以外に住所や拠点を置く者からの公開請求に

つき、公開手数料を付するという手段があることについて、導入を検討し

ていただきたい。 
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【添付資料】 

 

佐世保市情報公開条例 

                  （平成１３年３月２８日 条例第４号） 

 

佐世保市情報公開条例（昭和６２年条例第１号）の全部を改正する。 

目次 

 第１章 総則（第１条－第４条） 

 第２章 情報の公開（第５条－第１３条） 

 第３章 審査請求（第１４条－第１６条） 

 第４章 情報公開の総合的推進（第１７条－第２１条） 

 第５章 雑則（第２２条－第２５条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を保障し、

市の保有する情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公

開の総合的な推進に関する必要な事項を定めることにより、市の諸活動を

市民に説明する責務が全うされるようにし、市民の市政に対する理解と信

頼を深め、もって公正で開かれた市政の実現と市民の市政参加の推進に資

することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委

員会、農業委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会並

びに消防長及び公営企業管理者をいう。 

２ この条例において、「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取
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得した文書、図画、写真、フィルム（マイクロフィルムを含む。）及び電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機

関が組織的に用いるものとして保有しているものをいう。 

３ この条例において、「情報の公開」とは、実施機関が情報を閲覧若しくは視

聴に供し、又は情報の写しを交付することをいう。 

 （実施機関の責務） 

第３条 実施機関は、第１条に定める目的に則して、その保有する情報を積極

的に公開するよう努めなければならない。この場合において、個人に関す

る情報がみだりに公開されることがないよう最大限の配慮をしなければ

ならない。 

 （利用者の責務） 

第４条 この条例の定めるところにより、情報の公開を受けた者は、これによ

って得た情報をこの条例の目的に則して適正に使用しなければならない。 

   第２章 情報の公開 

 （情報公開請求権） 

第５条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施

機関の保有する情報の公開を請求する権利を有する。 

 （公開請求の手続） 

第６条 情報の公開を請求しようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる

事項を記載した請求書を提出しなければならない。 

 ⑴ 氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名

及び事務所又は事業所の所在地） 

⑵ 公開を請求しようとする情報の件名又は内容その他の当該情報を特定す

るために必要な事項 

⑶  前２号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 
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２ 前項の規定にかかわらず、情報の公開の請求（以下「公開請求」という。）

に係る情報を公開できることが明らかであり、かつ、即時に閲覧又は視聴

に供することができる場合は、請求書の提出を省くことができる。 

３ 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をし

た者（以下「公開請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補

正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に

対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

 （公開請求に対する決定及び公開の方法） 

第７条 実施機関は、前条第１項に規定する請求書を受理したときは、当該請

求を受理した日から起算して１５日以内に、情報の全部又は一部を公開す

る旨の決定（以下「公開決定」という。）、情報を公開しない旨の決定、次

条の規定による公開請求に係る情報を保有していない旨の決定又は第１

１条第１項の規定による公開請求を拒否する旨の決定をしなければなら

ない。ただし、前条第３項の規定により補正を求めた場合は、当該補正に

要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 実施機関は、前項の決定（以下「公開決定等」という。）を行ったときは、

直ちに当該決定の内容（情報の全部又は一部の公開を行う場合は、その日

時、場所及び公開の方法を含む。）を書面により通知しなければならない。

ただし、情報の全部を公開する旨の決定をし、かつ、公開を実施すること

ができる場合は、口頭により通知することができる。 

３ 前項の場合において、当該決定が請求を受けた情報の全部又は一部を公開

しない旨の決定であるときは、当該書面には公開できない具体的な理由及

びこの決定に対し審査請求ができることを併せて記載しなければならな

い。 

４ 実施機関は、やむを得ない理由により第１項に規定する期間内に同項の決

定をすることができないときは、同項の規定にかかわらず３０日を限度と
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してその期間を延長することができる。ただし、実施機関は、第９条の規

定による第三者等の保護のための意見聴取により３０日以内に決定をす

ることができないときは、本文の規定にかかわらず６０日を限度としてそ

の期間を延長することができる。 

５ 実施機関は、前項の規定により期間を延長するときは、速やかに、公開請

求者に対し、当該延長の理由及び延長後の期限を書面により通知しなけれ

ばならない。 

６ 公開請求に係る情報が著しく大量であるため、公開請求があった日から３

０日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行

に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第１項及び第４項の規定に

かかわらず、実施機関は、公開請求に係る情報のうちの相当の部分につき

当該期間内に公開決定等をし、残りの情報については６０日を限度として

公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第１項に規

定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知し

なければならない。 

  ⑴ この項を適用する旨及びその理由 

 ⑵ 残りの情報について公開決定等をする期限 

７ 情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所等により行う。ただし、

電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して、実施

機関が定める方法により行うものとする。 

 （情報の不存在の通知） 

第８条 実施機関は、公開請求を受けた情報が存在しないときは、当該情報が

不存在であることを理由とした決定を行い、直ちに書面によりその旨を通

知しなければならない。この場合、当該書面にはこの決定に対し審査請求

ができることを併せて記載しなければならない。 

 （第三者等の保護の手続） 

─ 135 ─



 
 

第９条 公開請求を受けた情報に市以外の者に関する情報が含まれている場

合には、実施機関は、公開決定等の前に、必要により当該情報に係る市以

外の者から、意見を聴くことができる。 

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、

市、国又は他の地方公共団体及び公開請求者以外の者（以下「第三者」と

いう。）に対し、公開請求に係る情報の表示その他実施機関が定める事項を

書面により通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただ

し、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

 ⑴ 第三者に関する情報が記録されている情報を公開しようとする場合で

あって、当該情報が次条第１項第２号ウ、同号エ又は同項第３号ただし書

に規定する情報に該当すると認められるとき。 

 ⑵ 第三者に関する情報が記録されている情報を次条第２項の規定により

公開しようとするとき。 

３ 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が

当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、

公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なく

とも２週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公

開決定後直ちに、当該意見書（以下「反対意見書」という。）を提出した第

三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書

面により通知しなければならない。 

  （情報の公開義務及び公開しない情報） 

第１０条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る情報に次の

各号に掲げる情報（以下「適用除外情報」という。）のいずれかが記録され

ている場合を除き、公開請求者に対し、当該情報を公開しなければならな

い。 

 ⑴ 法令又は他の条例（以下「法令等」という。）の規定により、明白かつ具
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体的に公開することができないとされている情報 

⑵ 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）で

あって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個

人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利

益が害されるおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 何人でも法令等の規定により閲覧することができるとされている情報 

イ 公表を目的とし、又は公表することを予定して作成し、又は取得した

情報 

ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出その他これらに相当する行為

に際して作成し、又は取得した情報であって、公益上の理由により公開す

ることが必要と認められる情報 

エ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要

であると認められる情報 

オ 当該個人が公務員（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２

条第１項に規定する国家公務員及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第２条に規定する地方公務員をいう。）である場合において、当該情

報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務

員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る情報 

⑶ 法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。）

に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開

することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利

益が著しく損なわれることが明らかな情報。ただし、次に掲げる情報を除

く。 

   ア 人の生命又は身体の安全、健康の保持若しくは財産又は環境の保全に

影響を及ぼすおそれがある情報 

   イ 違法又は著しく不当な事業活動に関する情報 
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  ウ 消費生活その他他人の生活に重大な影響を及ぼすおそれがある情報 

 ⑷ 市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国若しくは他の地方

公共団体（以下「国等」という。）の機関との間における審議、検討又は協

議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しく

は意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、

又は特定の者に不当な利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められる

もの 

⑸ 市の機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、試験、契約、交渉、

争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、

当該事務事業若しくは同種の事務事業の実施の目的が失われ、又はこれら

の事務事業の公正若しくは適切な遂行を著しく困難にすると認められるも

の 

⑹ 国等との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であ

って、公開することにより、国等との協力関係を著しく害すると認められ

るもの 

⑺ 公開することにより、人の生命、健康又は財産の保護、犯罪の予防その

他の公共 

    の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報 

２ 実施機関は、公開請求を受けた情報が前項各号の適用除外情報に該当する

場合であるときでも、公益上特に必要があると認めるときは、公開するこ

とができる。 

  （存否の応答拒否の決定） 

第１１条 公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを

答えるだけで、適用除外情報を公開することとなるときは、実施機関は、

当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができ

る。 
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２ 実施機関は、前項の決定を行ったときは、直ちにこの決定を書面により通

知しなければならない。この場合、当該書面にはこの決定に対し、審査請

求ができることを併せて記載しなければならない。 

 （非公開の場合の立証責任） 

第１２条 公開請求を受けた情報が、第１０条の規定により公開できない情報

に該当することの立証責任は、実施機関が負うものとする。 

 （部分公開及び事後公開） 

第１３条 実施機関は、公開請求に係る情報に適用除外情報が含まれる場合、

適用除外情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することがで

き、かつ、分離したことにより公開請求の趣旨が失われることがないと認

められるときは、適用除外情報に係る部分を除いて、当該情報の公開をし

なければならない。 

２ 実施機関は、第１０条第１項各号により公開できない情報であっても、時

間の経過等により、公開を拒否する理由がなくなったときには、これを公

開しなければならない。 

   第３章 審査請求 

 （審査請求があった場合の手続） 

第１４条 この条例による公開決定等及び開示請求に係る不作為について不

服のある者は、審査請求をすることができる。 

２ 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法（平成２６年法律第

６８号）第９条第１項の規定は、適用しない。 

３ 実施機関は、第１項の規定による審査請求があつたときは、次の各号のい

ずれかに該当する場合を除き、佐世保市情報公開審査及び個人情報保護審

議会（以下「審議会」という。）に諮問しなければならない。 

⑴ 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

⑵ 裁決で審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開
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することとする場合（当該情報の公開について反対意見書が提出されてい

るときを除く。） 

４ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替え

て適用する同法第２９条第２項の弁明書の写しを添えてしなければなら

ない。 

５ 実施期間は、審査請求の書面に形式上の不備がある場合には、審査請求を

した者（以下「審査請求人」という。）に対し、相当の期間を定めて、その

補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、審査請求人

に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

第１５条 前条第３項の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、

諮問をした旨を書面により通知しなければならない。 

 ⑴ 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加

人をいう。以下同じ。） 

 ⑵ 公開請求者（公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

⑶ 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者

（当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

２ 審議会は、第１項の規定により諮問を受けたときは、諮問を受けた日の翌

日から起算して６０日以内に、実施機関に対し、答申するように努めなけ

ればならない。 

３ 実施機関は、前項の審議会の答申を尊重し、答申を受けた日から起算して

１５日以内に理由を付して当該審査請求に対する裁決をしなければなら

ない。 

  （第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続） 

第１６条 第９条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする

場合について準用する。 

 ⑴ 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 
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  ⑵ 審査請求に係る公開決定等（公開請求に係る情報の全部を公開する旨の

決定を除く。）を変更し、当該公開決定等に係る情報を公開する旨の裁決

（第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意思を表示している場

合に限る。） 

   第４章 情報公開の総合的推進 

 （情報提供の推進） 

第１７条 実施機関は、市民が市政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよ

うにするため、第５条に規定する情報の公開請求を待つことなく、広く積

極的に情報提供に努めるものとする。 

２ 前項の情報提供については、情報通信技術を活用した電子的公開等多様な

媒体による情報提供の推進に積極的に取り組むものとする。 

 （情報の適正管理） 

第１８条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、情報を適正に管理し

なければならない。 

２ 実施機関は、前項の情報の適正管理については、情報の収受、分類、作成、

保存及び廃棄に関する基準その他の情報の管理に関する基準を定めるよ

う努めるものとする。 

  （情報の検索資料の作成） 

第１９条 実施機関は、情報の目録等情報の検索に必要な資料を作成し、これ

を一般の閲覧に供するものとする。 

 （重要事項に係る審議会への諮問） 

第２０条 市長は、この条例に基づく情報公開制度の運営に関する重要事項に

ついて、調査審議の必要があると認めるときは、審議会に対し、諮問する

ものとする。 

 （出資団体等の情報公開） 

第２１条 市が出資し、又は財政上の援助を行う法人その他の団体（以下「出
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資団体等」という。）は、財務その他の経営状況を説明する文書等その保有

する情報の公開に努めなければならない。 

２ 実施機関は、出資団体等が保有する情報であって実施機関が保有していな

い情報について、この条例に基づく公開請求があったときは、当該団体に

対し、規則で定めるところにより当該情報の提出を求めるものとする。 

３ 出資団体等の範囲等必要な事項は、規則で定める。 

   第５章 雑則 

 （費用負担） 

第２２条 この条例の規定による情報の公開に伴う閲覧又は視聴の手数料は、

無料とする。 

２ この条例の規定により情報の写しの交付を受ける者は、当該交付に要する

費用を負担しなければならない。 

３ 前項に定める費用の額は、市長が別にこれを定める。 

 （法令等による公開の実施との調整） 

第２３条 この条例は、法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は情

報の謄本若しくは抄本等の交付の手続が定められている場合については、

適用しない。 

２ この条例は、前項に規定するもののほか、市の他の条例等により、市民の

利用に供  することを目的として、図書館その他の市の施設等で収集、

管理している図書、資料及び刊行物等の情報については、適用しない。 

 （実施状況の公表） 

第２４条 市長は、毎年１回、この条例の規定による実施状況を公表するもの

とする。 

（委任） 

第２５条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の佐世保市情報公開条例（以下「旧条例」

という。）第６条第１項の規定によりなされている行政情報の公開請求は、

改正後の佐世保市情報公開条例（以下「新条例」という。）第６条第１項の

規定による公開請求とみなす。 

３ この条例の施行の際現になされている旧条例第１２条に規定する行政不

服審査法に基づく不服申立ては、新条例第１４条第１項に規定する同法に

基づく不服申立てとみなす。 

４ 前２項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりな

された処分、手続その他の行為は、新条例中これに相当する規定がある場

合には、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

 （吉井町及び世知原町の編入に伴う経過措置） 

５ 吉井町及び世知原町の編入の日前に吉井町情報公開条例（平成１３年吉井

町（平成１３年吉井町条例第１１号）又は世知原町情報公開条例（平成１

４年世知原町条例第１号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為

は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

 （宇久町及び小佐々町の編入に伴う経過措置） 

６ 宇久町及び小佐々町の編入の日前に宇久町情報公開条例（平成１４年宇久

町条例第２１号）又は小佐々町情報公開条例（平成１３年小佐々町条例第

１５号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相

当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

（江迎町及び鹿町町の編入に伴う経過措置) 

７ 江迎町及び鹿町町の編入の日前に江迎町情報公開条例（平成１３年江迎町
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条例第４号）又は鹿町町情報公開条例（平成１３年鹿町町条例第１２号）

の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に

よりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

 

附 則（平成１６年１２月１７日条例第４２号） 

この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年１２月１６日条例第６６号） 

 この条例は、平成１８年３月３１日から施行する。 

附 則（平成２１年１２月１８日条例第３８号) 

この条例は、平成２２年３月３１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月１８日条例第４３号) 

（施行期日） 

１ この条例は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行の日から

施行する。 

 （経過措置） 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこ

の条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行

前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、その従前の

例による。 

附 則（平成３１年３月２０日条例第６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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します。  

  

  

お申込み方法  

 

実施希望日の少なくとも１か月前までを目処に、文書（郵送またはＦＡＸ）で、 

お申込みいただきますようお願いします。 「児童・生徒・学生向け出前授業」及

び「教職員向け研修講演等」は、こちらの書式で お申込みください（ワード・Ｐ

ＤＦ）。 「一般（公的・私的団体、一般企業等）向け研修・講義」のお申込みは

任意の書式で 結構です（団体名・企  

業名等、連絡先氏名・電話、講演内容、希望日時、会場等を 明記願います）。  

  

ご不明な点やご質問等は、電話にて長崎県弁護士会事務局までお問合せくださ

い。  

  

長崎県弁護士会法教育センター  

〒850-0875  

長崎市栄町１－２５長崎ＭＳビル４Ｆ  

ＴＥＬ 095-824-3903  

ＦＡＸ 095-824-3967 
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土
木

政
策

・
管

理
課

図
面

平
成

31
年

4月
25

日
部

分
公

開
２

号
(個

人
情

報
)

省
略

28
障

が
い

福
祉

課
工

事
関

係
資

料
平

成
31

年
4月

9日
部

分
公

開
５

号
(公

開
す

る
こ

と
に

よ
り

、
以

降
の

入
札

に
お

い
て

、
予

定
価

格
を

容
易

に
類

推
で

き
る

こ
と

と
な

る
情

報
)

①
請

求
者

は
市

内
の

建
設

会
社

29
生

活
衛

生
課

飲
食

店
営

業
許

可
台

帳
平

成
31

年
4月

10
日

部
分

公
開

２
号

（
営

業
所

の
電

話
番

号
の

う
ち

携
帯

番
号

で
表

記
さ

れ
た

も
の

）
省

略
30

生
活

衛
生

課
飲

食
店

営
業

許
可

台
帳

平
成

31
年

4月
9日

部
分

公
開

２
号

（
営

業
所

の
電

話
番

号
の

う
ち

携
帯

番
号

で
表

記
さ

れ
た

も
の

）
省

略

─ 147 ─



担
当
部
局

請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
内
容

決
定
日

決
定
区
分

非
公
開
又
は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

31
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

平
成
31
年
4月

9日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

省
略

32
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

平
成
31
年
4月

9日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

省
略

33
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

平
成
31
年
4月

9日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

省
略

34
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

平
成
31
年
4月

10
日
部
分
公
開

２
号
、
３
号

省
略

35
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

平
成
31
年
4月

4日
部
分
公
開

２
号
、
３
号

省
略

36
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

平
成
31
年
4月

4日
部
分
公
開

２
号
、
３
号

省
略

37
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

平
成
31
年
4月

9日
部
分
公
開

２
号

省
略

38
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

平
成
31
年
4月

24
日
部
分
公
開

２
号

省
略

39
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

平
成
31
年
4月

24
日
部
分
公
開

２
号

省
略

40
環
境
部
 
環
境
保
全
課

水
質
汚
濁
防
止
法
に
係
る
資
料

平
成
31
年
4月

17
日
部
分
公
開

３
号
（
会
社
印
の
印
影
）

①
請
求
者
は
市
内
の
土
木
関
係
の
会
社

41
廃
棄
物
減
量
推
進
課

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
設
置
・
変
更
申

請
書
等

令
和
元
年
5月

7日
部
分
公
開

３
号

①
請
求
者
は
個
人

42
水
道
局
総
務
課

図
面

平
成
31
年
4月

5日
部
分
公
開

２
号
（
図
面
に
記
載
さ
れ
た
個
人
名
）

①
請
求
者
は
市
外
の
株
式
会
社

43
水
道
局
総
務
課

図
面

平
成
31
年
4月

11
日
部
分
公
開

２
号
（
平
図
面
に
記
載
さ
れ
た
個
人
名
）

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

44
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

平
成
31
年
4月

5日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

①
請
求
者
は
個
人

45
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

平
成
31
年
4月

5日
部
分
公
開

３
号
(法
人
の
印
影
、
金
額
)

①
請
求
者
は
市
外
の
設
計
会
社

46
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

平
成
31
年
4月

11
日
部
分
公
開

２
号
、
３
号
、
７
号
（
間
取
り
）

①
請
求
者
は
市
内
の
介
護
関
係
の
会
社

47
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

平
成
31
年
4月

12
日
部
分
公
開

２
号
（
住
宅
地
図
）

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

48
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

平
成
31
年
4月

25
日
部
分
公
開

２
号
、
７
号
（
間
取
り
）

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

49
下
水
道
事
業
課

配
管
図

平
成
31
年
4月

5日
部
分
公
開

２
号
（
居
宅
間
取
り
）

居
宅
間
取
り
が
２
号
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る

①
請
求
者
は
市
内
の
設
計
会
社

50
下
水
道
事
業
課

配
管
図

平
成
31
年
4月

5日
部
分
公
開

２
号
（
居
宅
間
取
り
）

居
宅
間
取
り
が
２
号
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

51
下
水
道
事
業
課

配
管
図

平
成
31
年
4月

23
日
部
分
公
開

２
号
（
居
宅
間
取
り
）

居
宅
間
取
り
が
２
号
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

52
下
水
道
事
業
課

配
管
図

平
成
31
年
4月

25
日
部
分
公
開

２
号
（
居
宅
間
取
り
）

居
宅
間
取
り
が
２
号
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

53
下
水
道
事
業
課

配
管
図

平
成
31
年
4月

26
日
部
分
公
開

２
号
（
居
宅
間
取
り
）

居
宅
間
取
り
が
２
号
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

54
教
育
委
員
会
総
務
課

工
事
関
係
資
料

平
成
31
年
4月

17
日
部
分
公
開

５
号

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

55
教
育
委
員
会
総
務
課

工
事
関
係
資
料

平
成
31
年
4月

17
日
部
分
公
開

２
号

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

56
教
育
委
員
会
総
務
課

工
事
関
係
資
料

平
成
31
年
4月

22
日
部
分
公
開

２
号

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

57
社
会
教
育
課

工
事
関
係
資
料

平
成
31
年
4月

22
日
部
分
公
開

５
号
(代
価
に
つ
い
て
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、
予

定
価
格
を
容
易
に
類
推
で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

２
つ
の
請
求
を
一
つ
の
決
定
で
対
応

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

58
社
会
教
育
課

工
事
関
係
資
料

平
成
31
年
4月

22
日
部
分
公
開

５
号
(代
価
に
つ
い
て
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、
予

定
価
格
を
容
易
に
類
推
で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

２
つ
の
請
求
を
一
つ
の
決
定
で
対
応

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

59
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

工
事
関
係
資
料

平
成
31
年
4月

12
日
部
分
公
開

５
号
(行
政
運
営
情
報
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

60
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

工
事
関
係
資
料

平
成
31
年
4月

12
日
部
分
公
開

61
資
産
経
営
課

土
地
売
買
契
約
書

令
和
元
年
5月

23
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)
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担
当
部
局

請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
内
容

決
定
日

決
定
区
分

非
公
開
又
は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

62
観
光
課

不
存
在

手
元
に
あ
る
情
報
の
み
の
回
答
、
過
去
の
死
亡
動
物
一
覧
の
み
を
公
開

①
請
求
者
は
個
人

63
建
築
指
導
課

現
地
調
査
申
請
書

令
和
元
年
5月

15
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

①
請
求
者
は
個
人

64
建
築
指
導
課

現
地
調
査
申
請
書

令
和
元
年
5月

16
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

65
建
築
指
導
課

開
発
許
可
に
関
す
る
資
料

令
和
元
年
5月

7日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)、
３
号

①
請
求
者
は
個
人

66
建
築
指
導
課

許
可
申
請
書
等

令
和
元
年
5月

17
日
部
分
公
開

３
号
(法
人
情
報
)

①
請
求
者
は
株
式
会
社

67
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

平
成
31
年
4月

26
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

68
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

8日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

69
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

9日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

70
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

8日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

71
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

13
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

72
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

13
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

73
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

13
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

74
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

13
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

75
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

13
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

76
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

14
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

77
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

14
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

78
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

14
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

79
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

14
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

80
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

14
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

81
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

14
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

82
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

14
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

83
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

17
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

84
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

21
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

85
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

23
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

86
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

22
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

87
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

28
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

88
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

30
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

89
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

29
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

90
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

31
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

91
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
5月

29
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

92
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
5月

16
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

93
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
5月

10
日
部
分
公
開

２
号

省
略

94
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
5月

13
日
部
分
公
開

２
号

省
略

95
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
等

令
和
元
年
5月

10
日
部
分
公
開

２
号

省
略

96
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
等

令
和
元
年
5月

10
日
部
分
公
開

２
号

省
略

97
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
5月

28
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)、
３
号
(法
人
情
報
)

省
略

98
水
道
局
総
務
課

図
面

令
和
元
年
5月

28
日
部
分
公
開

２
号
（
図
面
に
記
載
さ
れ
た
個
人
名
）

①
請
求
者
は
測
量
事
務
所

99
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
元
年
5月

16
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）
、
３
号
（
印
影
）
、
７
号
（
間
取
り
図
に
関
す
る
情
報
）

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社
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担
当
部
局

請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
内
容

決
定
日

決
定
区
分

非
公
開
又
は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

10
0
下
水
道
事
業
課

排
水
設
備
配
管
図

令
和
元
年
5月

17
日
部
分
公
開

２
号
(居
宅
間
取
り
)

居
宅
間
取
り
が
２
号
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

10
1
下
水
道
事
業
課

排
水
設
備
配
管
図

令
和
元
年
5月

31
日
部
分
公
開

２
号
(居
宅
間
取
り
)

居
宅
間
取
り
が
２
号
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

10
2
下
水
道
事
業
課

排
水
設
備
配
管
図

令
和
元
年
5月

31
日
部
分
公
開

２
号
(居
宅
間
取
り
)

居
宅
間
取
り
が
２
号
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

10
3
教
育
委
員
会
総
務
課

小
学
校
の
現
況
平
面
図

令
和
元
年
5月

27
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

通
知
書
が
な
く
、
通
知
書
案
に
も
理
由
の
記
載
が
な
い
。

内
部
書
面
に
「
一
部
個
人
情
報
」
と
の
記
載
の
み

①
請
求
者
は
土
地
家
屋
調
査
士
事
務
所
の
関
係
者

10
4
政
策
経
営
課

佐
世
保
市
か
ら
「
石
木
ダ
ム
建
設
促

進
川
棚
町
⺠
の
会
」
へ
の
⽀
出
に
関

す
る
資
料

令
和
元
年
6月

18
日
不
存
在

佐
世
保
市
が
「
石
木
ダ
ム
建
設
促
進
川
棚
町
⺠
の
会
」
に
⽀
出
し
て
い
る
費

用
・
金
額
が
な
い
た
め

※
資
料
な
し

10
5
住
宅
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
6月

7日
部
分
公
開

５
号
(特
殊
単
価
以
外
の
単
価
並
び
に
そ
れ
ら
を
類
推
で
き
る
金
額
に
つ
い
て
、

公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、
予
定
価
格
を
容
易
に
類
推

で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

10
6
住
宅
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
6月

19
日
部
分
公
開

５
号
(特
殊
単
価
以
外
の
単
価
並
び
に
そ
れ
ら
を
類
推
で
き
る
金
額
に
つ
い
て
、

公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、
予
定
価
格
を
容
易
に
類
推

で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

10
7
住
宅
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
6月

19
日
部
分
公
開

５
号
(特
殊
単
価
以
外
の
単
価
並
び
に
そ
れ
ら
を
類
推
で
き
る
金
額
に
つ
い
て
、

公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、
予
定
価
格
を
容
易
に
類
推

で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

10
8
住
宅
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
6月

19
日
部
分
公
開

５
号
(特
殊
単
価
以
外
の
単
価
並
び
に
そ
れ
ら
を
類
推
で
き
る
金
額
に
つ
い
て
、

公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、
予
定
価
格
を
容
易
に
類
推

で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

10
9
公
園
緑
地
課

公
園
の
管
理
業
務
委
託
に
関
す
る
資

料
令
和
元
年
6月

4日
部
分
公
開

５
号
(公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、
予
定
価
格
を
容
易
に

類
推
で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

請
求
者
に
対
す
る
説
明
に
よ
り
、
情
報
公
開
を
求
め
な
い
と
の
回
答
が
あ
っ
た
と
の
こ
と

①
請
求
者
は
市
外
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社

11
0
建
築
指
導
課

現
地
調
査
申
請
書

令
和
元
年
6月

3日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

11
1
建
築
指
導
課

現
地
調
査
申
請
書

令
和
元
年
6月

3日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

11
2
建
築
指
導
課

現
地
調
査
申
請
書

令
和
元
年
6月

11
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

11
3
建
築
指
導
課

現
地
調
査
申
請
書

令
和
元
年
6月

14
日
部
分
公
開

３
号
(法
人
情
報
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

11
4
建
築
指
導
課

開
発
行
為
の
施
行
等
の
同
意
書

令
和
元
年
6月

6日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

①
請
求
者
は
市
外
の
建
設
会
社

11
5
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

3日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

11
6
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

4日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

11
7
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

4日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

11
8
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

3日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

11
9
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

6日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

12
0
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

6日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

12
1
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

7日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

12
2
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

7日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

12
3
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

5日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略
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担
当
部
局

請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
内
容

決
定
日

決
定
区
分

非
公
開
又
は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

12
4
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

6日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

12
5
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

7日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

12
6
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

10
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

12
7
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

11
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

12
8
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

10
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

12
9
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

11
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

13
0
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

11
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

13
1
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

6日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

13
2
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

12
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

13
3
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

11
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

13
4
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

12
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

13
5
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

13
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

13
6
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

14
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

13
7
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

12
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

13
8
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

12
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

13
9
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

18
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

14
0
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

19
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

14
1
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

20
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

14
2
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

20
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

14
3
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

21
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

14
4
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

12
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

14
5
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

24
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

14
6
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

25
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

14
7
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

21
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

14
8
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

26
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

14
9
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

6日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

15
0
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
協
働

推
進
課

町
内
会
に
交
付
さ
れ
た
施
設
整
備
補

助
金
の
内
容
と
補
助
額
に
関
す
る
資

料
令
和
元
年
6月

18
日
不
存
在

補
助
金
の
内
容
と
そ
の
資
料
の
公
開
請
求
を
し
た
と
こ
ろ
、
「
そ
の
他
」
と
し

て
、
「
補
助
金
交
付
実
績
な
し
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

①
請
求
者
は
個
人

15
1
生
活
衛
生
課

設
備
六
法
台
帳

令
和
元
年
6月

12
日
部
分
公
開

２
号

省
略

15
2
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
等

令
和
元
年
6月

11
日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

省
略

15
3
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
6月

10
日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

省
略

15
4
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
等

令
和
元
年
6月

10
日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

省
略

15
5
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
等

令
和
元
年
6月

11
日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

省
略

15
6
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
等

令
和
元
年
6月

11
日
部
分
公
開

２
号

省
略

15
7
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
6月

7日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

省
略

15
8
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
等

令
和
元
年
6月

26
日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

省
略

15
9
水
道
局
総
務
課

地
図
訂
正
申
出
書

令
和
元
年
6月

20
日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

①
請
求
者
は
土
地
家
屋
調
査
士
法
人

16
0
水
道
局
財
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
6月

7日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

①
請
求
者
は
市
内
の
電
気
設
備
関
係
の
会
社
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担
当
部
局

請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
内
容

決
定
日

決
定
区
分

非
公
開
又
は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

16
1
水
道
局
財
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
6月

25
日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

①
請
求
者
は
市
内
の
電
気
設
備
関
係
の
会
社

16
2
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
元
年
6月

5日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）
、
７
号
（
間
取
り
）

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

16
3
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
元
年
6月

6日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）
、
７
号
（
間
取
り
）

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

16
4
水
道
施
設
課

図
面

令
和
元
年
6月

14
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

①
請
求
者
は
個
人

16
5
下
水
道
事
業
課

配
管
図

令
和
元
年
6月

10
日
部
分
公
開

２
号
（
居
宅
間
取
り
）

①
請
求
者
は
設
計
事
務
所

16
6
下
水
道
事
業
課

配
管
図

令
和
元
年
6月

11
日
部
分
公
開

２
号
（
居
宅
間
取
り
）

①
請
求
者
は
設
計
事
務
所

16
7
下
水
道
事
業
課

配
管
図

令
和
元
年
6月

11
日
部
分
公
開

２
号
（
居
宅
間
取
り
）

①
請
求
者
は
市
内
の
電
気
設
備
関
係
の
会
社

16
8
下
水
道
事
業
課

配
管
図

令
和
元
年
6月

17
日
部
分
公
開

２
号
（
居
宅
間
取
り
）

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

16
9
教
育
委
員
会
総
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
6月

19
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)、
５
号
(代
価
表
に
つ
い
て
、
行
政
運
営
情
報
)

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

17
0
教
育
委
員
会
総
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
6月

19
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)、
５
号
(代
価
表
に
つ
い
て
、
行
政
運
営
情
報
)

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

17
1
教
育
委
員
会
総
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
6月

19
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)、
５
号
(代
価
表
に
つ
い
て
、
行
政
運
営
情
報
)

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

17
2
教
育
委
員
会
総
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
6月

19
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)、
５
号
(代
価
表
に
つ
い
て
、
行
政
運
営
情
報
)

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

17
3
社
会
教
育
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
6月

21
日
部
分
公
開

５
号
(代
価
に
つ
い
て
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、
予

定
価
格
を
容
易
に
類
推
で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

17
4
社
会
教
育
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
6月

21
日
部
分
公
開

５
号
(代
価
に
つ
い
て
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、
予

定
価
格
を
容
易
に
類
推
で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

17
5
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
6月

25
日
部
分
公
開

５
号
(代
価
表
に
つ
い
て
、
行
政
運
営
情
報
)

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

17
6
住
宅
課

境
界
承
認
に
係
る
資
料

令
和
元
年
7月

3日
部
分
公
開

３
号
(申
請
人
の
住
所
、
名
称
、
電
話
番
号
、
印
影

代
理
人
の
住
所
、
名
称
、
電
話
番
号
及
び
印
影
に
つ
い
て
、
法
人
情
報
)

①
請
求
者
は
市
外
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
会
社

17
7
住
宅
課

境
界
に
関
す
る
資
料

令
和
元
年
7月

2日
部
分
公
開

２
号
、
３
号
（
境
界
立
会
者
の
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
印
影
及
び
土
地
家

屋
調
査
士
の
印
影
）

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

17
8
住
宅
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
7月

11
日
部
分
公
開

５
号
(特
殊
単
価
以
外
の
単
価
並
び
に
そ
れ
ら
を
類
推
で
き
る
金
額
に
つ
い
て
、

公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、
予
定
価
格
を
容
易
に
類
推

で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

17
9
住
宅
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
7月

11
日
部
分
公
開

５
号
(特
殊
単
価
以
外
の
単
価
並
び
に
そ
れ
ら
を
類
推
で
き
る
金
額
に
つ
い
て
、

公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、
予
定
価
格
を
容
易
に
類
推

で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

18
0
住
宅
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
7月

11
日
部
分
公
開

５
号
(特
殊
単
価
以
外
の
単
価
並
び
に
そ
れ
ら
を
類
推
で
き
る
金
額
に
つ
い
て
、

公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、
予
定
価
格
を
容
易
に
類
推

で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

18
1
住
宅
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
7月

11
日
部
分
公
開

５
号
(特
殊
単
価
以
外
の
単
価
並
び
に
そ
れ
ら
を
類
推
で
き
る
金
額
に
つ
い
て
、

公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、
予
定
価
格
を
容
易
に
類
推

で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社
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担
当
部
局

請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
内
容

決
定
日

決
定
区
分

非
公
開
又
は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

18
2
住
宅
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
7月

11
日
部
分
公
開

５
号
(特
殊
単
価
以
外
の
単
価
並
び
に
そ
れ
ら
を
類
推
で
き
る
金
額
に
つ
い
て
、

公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、
予
定
価
格
を
容
易
に
類
推

で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

18
3
建
設
指
導
課

現
地
調
査
申
請
書

令
和
元
年
7月

1日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

①
請
求
者
は
個
人

18
4
建
築
指
導
課

現
地
調
査
申
請
書

令
和
元
年
7月

16
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

18
5
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

28
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

18
6
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

28
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

18
7
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

1日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

18
8
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
6月

28
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

18
9
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

1日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

19
0
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

3日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

19
1
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

3日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

19
2
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

3日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

19
3
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

3日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

19
4
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

4日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

19
5
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

4日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

19
6
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

8日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

19
7
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

11
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

19
8
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

12
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

19
9
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

12
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

20
0
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

12
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

20
1
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

10
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

20
2
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

19
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

20
3
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

18
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

20
4
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

23
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

20
5
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

23
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

20
6
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

23
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

20
7
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

25
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

20
8
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

25
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

20
9
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

24
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

21
0
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

26
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

21
1
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

26
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

21
2
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

30
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

21
3
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

5日
不
存
在

※
不
存
在
で
「
方
法
」
が
閲
覧
に
な
っ
て
い
る

※
資
料
な
し

21
4
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
7月

10
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

21
5
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
協
働

推
進
課

町
内
会
代
表
者
名
簿

令
和
元
年
7月

29
日
部
分
公
開

２
号
(代
表
者
住
所
及
び
連
絡
先
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
)

①
請
求
者
は
特
定
非
営
利
活
動
法
人

21
6
保
険
福
祉
政
策
課

診
療
所
・
助
産
所
の
廃
止
届

令
和
元
年
7月

2日
部
分
公
開

２
号
(開
設
者
の
住
所
、
氏
名
、
印
影
及
び
電
話
番
号
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
)

①
請
求
者
は
法
律
事
務
所
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担
当
部
局

請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
内
容

決
定
日

決
定
区
分

非
公
開
又
は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

21
7
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
等

令
和
元
年
7月

5日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

21
8
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
等

令
和
元
年
7月

3日
部
分
公
開

２
号
(営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、

個
人
情
報
)

省
略

21
9
生
活
衛
生
課

営
業
六
法
台
帳

令
和
元
年
7月

2日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

22
0
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
等

令
和
元
年
7月

4日
部
分
公
開

２
号
(営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、

個
人
情
報
)

省
略

22
1
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
7月

9日
部
分
公
開

２
号
(営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、

個
人
情
報
)

省
略

22
2
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
等

令
和
元
年
7月

8日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

22
3
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
等

令
和
元
年
7月

23
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

22
4
生
活
衛
生
課

墓
地
等
経
営
許
可
施
設
図
面

令
和
元
年
7月

23
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

22
5
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
等

令
和
元
年
8月

6日
部
分
公
開

２
号
(営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、

個
人
情
報
)

省
略

22
6
消
防
局
予
防
課

危
険
物
施
設
一
覧

令
和
元
年
8月

6日
部
分
公
開

５
号
(自
衛
隊
及
び
米
軍
施
設
等
の
防
衛
関
係
施
設
に
関
す
る
情
報
)

①
請
求
者
は
市
内
の
石
油
関
係
の
株
式
会
社

22
7
⻄
消
防
署

火
災
判
定
書
等

令
和
元
年
7月

25
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

22
8
水
道
局
 
財
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
7月

12
日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

22
9
水
道
局
 
財
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
7月

12
日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

23
0
水
道
局
 
財
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
7月

12
日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社
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担
当
部
局

請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
内
容

決
定
日

決
定
区
分

非
公
開
又
は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

23
1
水
道
局
 
財
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
7月

22
日
部
分
公
開

５
号

公
開
決
定
と
さ
れ
て
い
る
が
非
公
開
理
由
に
行
政
運
営
情
報
と
の
記
載
あ
り
、
⿊
塗
り
部
分
は
な

し ①
請
求
者
は
市
外
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
関
係
の
会
社

23
2
水
道
局
 
財
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
7月

22
日
部
分
公
開

５
号
(設
計
者
及
び
検
算
者
名
に
つ
い
て
、
行
政
運
営
情
報
)

①
請
求
者
は
市
外
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
関
係
の
会
社

23
3
水
道
局
 
財
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
7月

23
日
部
分
公
開

５
号
(設
計
者
及
び
検
算
者
名
に
つ
い
て
、
行
政
運
営
情
報
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

23
4
水
道
局
 
財
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
7月

23
日
部
分
公
開

５
号
(設
計
者
及
び
検
算
者
名
に
つ
い
て
、
行
政
運
営
情
報
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

23
5
水
道
局
 
財
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
7月

26
日
部
分
公
開

５
号
(設
計
者
及
び
検
算
者
名
に
つ
い
て
、
行
政
運
営
情
報
)

①
請
求
者
は
市
外
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社

23
6
下
水
道
事
業
課

排
水
設
備
配
管
図

令
和
元
年
7月

10
日
不
存
在

未
取
得

詳
細
な
や
り
取
り
に
つ
い
て
記
載
な
し

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

23
7
下
水
道
事
業
課

排
水
設
備
配
管
図

令
和
元
年
7月

23
日
部
分
公
開

２
号
(居
宅
間
取
り
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
)

①
請
求
者
は
個
人

23
8
下
水
道
事
業
課

排
水
設
備
配
管
図

令
和
元
年
7月

25
日
部
分
公
開

２
号
(居
宅
間
取
り
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
)

①
請
求
者
は
市
内
の
病
院

23
9
下
水
道
事
業
課

排
水
設
備
配
管
図

令
和
元
年
7月

31
日
部
分
公
開

２
号
(居
宅
間
取
り
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
)

①
請
求
者
は
個
人

24
0
教
育
委
員
会
総
務
課

小
学
校
の
平
面
図
等

令
和
元
年
7月

9日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

決
定
通
知
書
案
し
か
な
く
具
体
的
な
非
公
開
部
分
不
明

①
請
求
者
は
土
地
家
屋
調
査
士

24
1
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

佐
世
保
市
鹿
町
地
区
体
育
施
設
事
業

報
告
書

令
和
元
年
7月

26
日
部
分
公
開

２
号
(氏
名
（
代
表
者
を
除
く
）
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
)、
３
号
(印
影
、
役

職
、
雇
用
形
態
、
取
引
先
及
び
事
業
者
の
経
理
に
つ
い
て
、
法
人
情
報
)

①
請
求
者
は
個
人

24
2
資
産
経
営
課

市
有
財
産
賃
貸
借
契
約
書
等

令
和
元
年
8月

6日
部
分
公
開

２
号
(住
所
及
び
氏
名
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
)

①
請
求
者
は
個
人

24
3
資
産
税
課

家
屋
課
税
台
帳
等

令
和
元
年
8月

8日
部
分
公
開

２
号
(住
所
及
び
氏
名
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
)

①
請
求
者
は
個
人

24
4
住
宅
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
8月

16
日
部
分
公
開

５
号
(特
殊
単
価
以
外
の
単
価
並
び
に
そ
れ
ら
を
類
推
で
き
る
金
額
に
つ
い
て
、

公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、
予
定
価
格
を
容
易
に
類
推

で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

24
5
住
宅
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
6月

16
日
部
分
公
開

５
号
(特
殊
単
価
以
外
の
単
価
並
び
に
そ
れ
ら
を
類
推
で
き
る
金
額
に
つ
い
て
、

公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、
予
定
価
格
を
容
易
に
類
推

で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

24
6
住
宅
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
8月

20
日
部
分
公
開

５
号
(代
価
表
に
つ
い
て
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、

予
定
価
格
を
容
易
に
類
推
で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

24
7
住
宅
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
8月

20
日
部
分
公
開

５
号
(代
価
表
に
つ
い
て
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、

予
定
価
格
を
容
易
に
類
推
で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

24
8
住
宅
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
8月

20
日
部
分
公
開

５
号
(代
価
表
に
つ
い
て
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、

予
定
価
格
を
容
易
に
類
推
で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

24
9
住
宅
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
8月

20
日
部
分
公
開

５
号
(代
価
表
に
つ
い
て
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、

予
定
価
格
を
容
易
に
類
推
で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

25
0
住
宅
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
8月

20
日
部
分
公
開

５
号
(代
価
表
に
つ
い
て
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、

予
定
価
格
を
容
易
に
類
推
で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

25
1
公
園
緑
地
課

公
共
施
設
工
事
完
了
届
出
書

令
和
元
年
8月

29
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)、
３
号
(企
業
情
報
)

①
請
求
者
は
個
人

25
2
公
園
緑
地
課

完
了
検
査
確
認
調
書

令
和
元
年
8月

29
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

①
請
求
者
は
個
人

25
3
建
築
指
導
課

現
地
調
査
申
請
書

令
和
元
年
8月

6日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

①
請
求
者
は
個
人
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担
当
部
局

請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
内
容

決
定
日

決
定
区
分

非
公
開
又
は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

25
4
建
築
指
導
課

建
築
計
画
概
要
書

令
和
元
年
8月

16
日
部
分
公
開

２
号
(会
社
印
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
、
法
人
情
報
)

公
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
部
分
と
し
て
は
「
個
人
情
報
、
法
人
情
報
（
会
社
印
）
」
と
記
載
さ

れ
て
い
る
が
、
理
由
に
は
「
佐
世
保
市
情
報
公
開
条
例
第
１
０
条
第
１
項
２
号
に
該
当
」
と
し
か

記
載
さ
れ
て
い
な
い

①
請
求
者
個
人

25
5
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
8月

1日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

25
6
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
8月

1日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

25
7
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
8月

2日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

25
8
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
8月

2日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

25
9
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
8月

5日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

26
0
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
8月

7日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

26
1
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
8月

8日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

26
2
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
8月

8日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

26
3
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
8月

9日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

26
4
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
8月

13
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

26
5
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
8月

9日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

26
6
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
8月

26
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

26
7
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
8月

26
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

26
8
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
8月

27
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

26
9
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
8月

29
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

27
0
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
8月

8日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

省
略

27
1
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
等

令
和
元
年
8月

8日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

省
略

27
2
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
8月

8日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

省
略

27
3
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
等

令
和
元
年
8月

8日
部
分
公
開

２
号

省
略

27
4
生
活
衛
生
課

営
業
六
法
台
帳

令
和
元
年
8月

27
日
部
分
公
開

２
号

省
略

27
5
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
等

令
和
元
年
8月

30
日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

省
略

27
6
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
等

令
和
元
年
9月

3日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

省
略

27
7
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
等

令
和
元
年
9月

5日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

省
略

27
8
子
ど
も
子
育
て
応
援
セ

ン
タ
ー

佐
世
保
市
が
厚
生
労
働
省
に
提
出
し

た
調
査
票
一
式

令
和
元
年
8月

20
日
公
開
決
定

そ
の
他
(適
法
な
請
求
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
本
市
情
報
公
開
条
例
第
７

条
に
基
づ
き
「
公
開
決
定
」
し
、
「
全
部
公
開
」
と
し
、
「
情
報
公
開
決
定
通

知
書
」
を
交
付
す
る
)

①
請
求
者
は
新
聞
社
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担
当
部
局

請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
内
容

決
定
日

決
定
区
分

非
公
開
又
は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

27
9
子
ど
も
子
育
て
応
援
セ

ン
タ
ー

佐
世
保
市
が
厚
生
労
働
省
に
提
出
し

た
「
別
紙
様
式
」
等
の
資
料
一
式

不
存
在

本
市
情
報
公
開
条
例
第
８
条
に
基
づ
き
、
「
情
報
不
存
在
決
定
通
知
書
」
を
交

付
す
る
。

理
由
は
、
当
該
資
料
は
、
児
童
相
談
所
を
対
象
と
し
た
調
査
で
あ
り
、
本
市
に

は
資
料
が
存
在
し
な
い
た
め
。
児
童
相
談
所
を
対
象
と
し
た
調
査
で
あ
り
本
市

に
は
資
料
が
存
在
し
な
い
た
め

①
請
求
者
は
新
聞
社

28
0
環
境
部
 
環
境
保
全
課

水
質
汚
濁
防
止
法
に
係
る
届
出
書
等

令
和
元
年
9月

4日
部
分
公
開

３
号
（
法
人
印
）
、
７
号

①
請
求
者
は
市
内
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社

②
「
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
部
分
」
に
は
「
法
人
に
関
す
る
情
報
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、

「
理
由
」
に
は
３
号
及
び
７
号
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

７
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
示
す
具
体
的
な
事
情
の
記
載
は
な
い

28
1
消
防
局
予
防
課

危
険
物
施
設
一
覧

令
和
元
年
8月

6日
部
分
公
開

自
衛
隊
及
び
米
軍
施
設
等
の
防
衛
関
係
施
設
に
関
す
る
情
報

28
2
水
道
局
 
財
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
8月

8日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

①
請
求
者
は
市
内
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社

28
3
水
道
局
 
財
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
8月

8日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

28
4
水
道
局
 
財
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
8月

15
日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

28
5
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
元
年
8月

2日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）
、
３
号
（
印
影
）
、
７
号
（
間
取
り
図
に
関
す
る
情
報
）

①
請
求
者
は
市
外
の
不
動
産
会
社

28
6
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
元
年
8月

7日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）
、
７
号
（
間
取
り
）

①
請
求
者
は
測
量
測
量
会
社

28
7
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
元
年
8月

21
日
部
分
公
開

７
号
（
間
取
り
）

①
請
求
者
は
自
動
車
販
売
会
社
の
関
係
者

28
8
水
道
維
持
課

下
水
道
配
管
図

令
和
元
年
8月

21
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

①
請
求
者
は
市
外
の
不
動
産
会
社

28
9
下
水
道
事
業
課

排
水
設
備
配
管
図

令
和
元
年
8月

1日
部
分
公
開

２
号
（
居
宅
間
取
り
）

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
会
社

29
0
下
水
道
事
業
課

排
水
設
備
配
管
図

令
和
元
年
8月

1日
部
分
公
開

２
号
（
居
宅
間
取
り
）

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

29
1
下
水
道
事
業
課

排
水
設
備
配
管
図

令
和
元
年
8月

9日
部
分
公
開

２
号
（
居
宅
間
取
り
）

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

29
2
教
育
委
員
会
総
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
8月

8日
部
分
公
開

個
人
情
報
、
代
価
表

行
政
運
営
情
報

教
育
委
員
会
総
務
課
か
ら
総
務
部
総
務
課
に
対
す
る
回
答
に
は
、
「
個
人
情
報
」
と
記
載
さ
れ
て

い
た

①
請
求
者
は
市
外
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社

29
3
教
育
委
員
会
総
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
8月

29
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

個
人
情
報
に
よ
り
一
部
非
公
開
と
い
う
記
載

全
部
公
開
決
定
が
さ
れ
て
い
る

実
際
に
は
個
人
情
報
は
な
さ
そ
う
で
あ
り
、
公
開
す
る
べ
き
で
は
な
い
情
報
が
公
開
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

29
4
教
育
委
員
会
総
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
8月

30
日
部
分
公
開

個
人
情
報
、
代
価
表

行
政
運
営
情
報

教
育
委
員
会
総
務
課
か
ら
総
務
部
総
務
課
に
対
す
る
回
答
に
は
、
「
個
人
情
報
」
と
記
載
さ
れ
て

い
た

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

29
5
社
会
教
育
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
8月

19
日
部
分
公
開

５
号
(代
価
に
つ
い
て
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
入
札
に
お
い
て
、
予

定
価
格
を
容
易
に
類
推
で
き
る
こ
と
と
な
る
情
報
で
あ
る
た
め
)

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

29
6
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
8月

21
日
部
分
公
開

５
号
（
代
価
表
）

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

29
7
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

佐
世
保
市
が
加
入
し
て
い
る
保
険
契

約
に
関
す
る
資
料

令
和
元
年
9月

5日
部
分
公
開

３
号
（
法
人
の
印
影
）

①
請
求
者
⿊
塗
り

29
8
総
務
部
総
務
課

佐
世
保
市
が
加
入
し
て
い
る
保
険
契

約
に
関
す
る
資
料

令
和
元
年
9月

11
日
部
分
公
開

３
号
（
法
人
の
印
影
、
法
人
の
社
員
等
の
氏
名
）

①
請
求
者
は
市
外
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社

29
9
公
園
緑
地
課

変
更
協
議
に
関
す
る
資
料
等

令
和
元
年
9月

27
日
不
存
在

請
求
内
容
に
該
当
す
る
文
書
が
存
在
し
な
い

①
請
求
者
は
個
人
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担
当
部
局

請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
内
容

決
定
日

決
定
区
分

非
公
開
又
は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

30
0
建
築
指
導
課

委
任
契
約
書

令
和
元
年
9月

20
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)、
３
号
(事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
情
報
)

①
請
求
者
は
個
人

30
1
建
築
指
導
課

管
轄
予
定
者
等
と
協
議
経
過
書
等

令
和
元
年
9月

20
日
部
分
公
開

３
号
(印
影
に
つ
い
て
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
関
す
る
情
報
)

①
請
求
者
は
個
人

30
2
建
築
指
導
課

管
理
予
定
者
等
と
の
協
議
経
過
書
及

び
開
発
行
為
の
同
意
書

令
和
元
年
9月

20
日
不
存
在

不
作
成
(「
当
初
許
可
の
申
請
に
置
い
て
、
当
該
調
整
池
の
『
管
理
予
定
者
等
と

の
協
議
経
過
書
』
及
び
『
開
発
行
為
の
同
意
書
』
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
」
と
記

載
さ
れ
て
い
る

※
情
報
公
開
請
求
書
に
は
、
「
平
成
９
年
こ
ろ
」
の
も
の
と
記
載
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
後
当
初
の
も
の
と
補
正
が
な
さ
れ
て
い
る
)

①
請
求
者
は
個
人

30
3
建
築
指
導
課

管
理
予
定
者
等
と
の
協
議
経
過
書
及

び
開
発
行
為
の
同
意
書

令
和
元
年
9月

20
日
不
存
在

不
作
成
(「
完
了
予
定
日
の
変
更
に
伴
う
、
『
管
理
予
定
者
等
と
の
協
議
経
過

書
』
及
び
『
開
発
行
為
の
同
意
書
』
：
当
初
 
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
」
と
記
載

さ
れ
て
い
る

※
情
報
公
開
請
求
書
に
は
、
「
平
成
９
年
こ
ろ
」
の
も
の
と
記
載
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
後
当
初
の
も
の
と
補
正
が
な
さ
れ
て
い
る
)

①
請
求
者
は
個
人

30
4
建
築
指
導
課

管
理
予
定
者
等
と
の
協
議
経
過
書

令
和
元
年
9月

20
日
不
存
在

不
作
成
(「
管
理
予
定
者
等
と
の
協
議
経
過
書
の
事
業
者
通
知
は
行
っ
て
お
り
ま

せ
ん
。
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
)

①
請
求
者
は
個
人

30
5
建
築
指
導
課

公
共
施
設
管
理
者
の
同
意
書

令
和
元
年
9月

20
日
不
存
在

不
作
成
(「
道
路
施
設
の
管
理
予
定
者
で
あ
る
土
木
部
管
理
課
は
、
『
変
更
協
議

は
必
要
な
い
』
と
判
断
し
て
お
り
、
同
意
書
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
」
と
記
載
さ

れ
て
い
る
)

①
請
求
者
は
個
人

30
6
建
築
指
導
課

開
発
区
域
一
覧
表

令
和
元
年
9月

30
日
部
分
公
開

２
号
３
号
（
氏
名
、
住
所
）

①
請
求
者
は
個
人

30
7
建
築
指
導
課

管
理
予
定
者
等
の
協
議
経
過
書

令
和
元
年
9月

20
日
不
存
在

不
作
成
(「
道
路
施
設
の
管
理
予
定
者
で
あ
る
土
木
部
管
理
課
は
、
『
変
更
協
議

は
必
要
な
い
』
と
判
断
し
て
お
り
、
同
意
書
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
（
任
意
様
式

に
よ
る
協
議
経
過
書
は
あ
り
ま
す
が
、
既
に
請
求
済
み
で
す
。
）
」
と
記
載
さ

れ
て
い
る
)

①
請
求
者
は
個
人

30
8
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
8月

30
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

30
9
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

3日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

31
0
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

2日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

31
1
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

2日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

31
2
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

4日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

31
3
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

5日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

31
4
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

6日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

31
5
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

6日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

31
6
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

6日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

31
7
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

6日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

31
8
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

9日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

31
9
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

10
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

32
0
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

4日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

32
1
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

10
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

32
2
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

10
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

32
3
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

17
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略
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担
当
部
局

請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
内
容

決
定
日

決
定
区
分

非
公
開
又
は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

32
4
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

18
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

32
5
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

13
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

32
6
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

17
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

32
7
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

20
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

32
8
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

20
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

32
9
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

24
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

33
0
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

17
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

33
1
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

27
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

33
2
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

30
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

33
3
土
木
政
策
・
管
理
課

図
面

令
和
元
年
9月

24
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

33
4
生
活
衛
生
課

墓
地
等
経
営
許
可
台
帳

令
和
元
年
9月

6日
部
分
公
開

２
号
、
３
号

省
略

33
5

①
佐
世
保
市
霊
園
条
例
１
７
条
の
規

定
に
係
る
文
書

②
①
に
お
い
て
誰
が
名
宛
人
に
な
る

か
が
定
め
ら
れ
た
文
書

③
佐
世
保
市
霊
園
条
例
１
８
条
１
号

の
規
定
に
係
る
文
書

令
和
元
年
9月

12
日
不
存
在

(1
)〜
(3
)に
つ
い
て
は
不
存
在

※
資
料
な
し

33
6

④
事
務
引
継
書

公
開
決
定

(4
)に
つ
い
て
は
公
開

※
資
料
な
し

33
7
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
等

令
和
元
年
9月

6日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

省
略

33
8
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
9月

9日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

省
略

33
9
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
等

令
和
元
年
9月

10
日
部
分
公
開

２
号

省
略

34
0
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
9月

12
日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

省
略

34
1
環
境
部
環
境
保
全
課

ば
い
煙
発
生
施
設
情
報
に
関
す
る
資

料
令
和
元
年
9月

2日
部
分
公
開

個
人
情
報
、
法
人
情
報
と
し
て
部
分
公
開
さ
れ
た
と
の
記
載
が
あ
る
が
、
通
知
書
に
は
全
部
公
開

と
な
っ
て
お
り
、
⿊
塗
り
部
分
も
な
い

①
請
求
者
は
市
外
の
石
油
関
係
の
会
社

34
2
環
境
部
環
境
保
全
課

 
木
場
山
風
力
に
係
る
要
望
書

令
和
元
年
10
月
1日

部
分
公
開

２
号
(町
内
会
⻑
（
個
人
）
の
印
影
及
び
個
人
に
関
す
る
情
報
)、
３
号
(法
人
に

関
す
る
情
報
)

新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
非
公
開
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る

①
請
求
者
は
個
人

34
3
廃
棄
物
減
量
推
進
課

開
発
区
域
内
に
設
置
す
る
ご
み
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
協
議
に
係
る

①
協
議
の
内
容
、
②
協
議
の
申
し
出

に
係
る
文
書
、
③
別
添
「
管
理
予
定

者
等
と
の
協
議
経
過
書
（
写
し
）
」

の
原
本

令
和
元
年
9月

27
日
不
存
在

①
〜
②
：
当
時
の
３
２
条
協
議
文
書
は
、
文
書
保
存
年
数
を
過
ぎ
て
い
る
こ
と

か
ら
存
在
し
ま
せ
ん
。
（
決
裁
文
書
：
保
存
種
別
３
種
５
年
）

＝
情
報
不
存
在
決
定
通
知
書

③
：
「
管
理
予
定
者
等
と
の
協
議
経
過
書
」
の
原
本
は
、
業
者
が
所
有
す
る
も

の
で
、
協
議
を
終
え
た
ら
当
課
は
署
名
し
こ
の
写
し
を
保
存
し
ま
す
が
、
文
書

保
存
年
数
を
過
ぎ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
存
在
し
ま
せ
ん
。

（
写
し
：
保
存
種
別
３
種
５
年
）

＝
情
報
不
存
在
決
定
通
知
書

①
請
求
者
は
個
人

生
活
衛
生
課
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34
4
廃
棄
物
減
量
推
進
課

④
別
添
「
管
理
予
定
者
等
と
の
協
議

経
過
書
（
写
し
）
」
を
使
用
し
た
過

去
の
案
件
に
関
す
る
書
類

令
和
元
年
9月

27
日
部
分
公
開

３
号
(④
：
現
在
当
課
に
保
管
さ
れ
て
い
る
３
２
条
協
議
文
書
で
、
変
更
協
議
を

行
っ
た
も
の
１
件
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
公
開
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

※
佐
世
保
市
情
報
公
開
条
例
第
１
０
条
（
情
報
の
公
開
義
務
及
び
公
開
し
な
い

情
報
）
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
⿊
塗
り
公
開
い
た
し
ま
す
。

＝
情
報
部
分
公
開
決
定
通
知
書
)

な
お
、
非
公
開
部
分
は
印
影
及
び
従
業
員
等

①
請
求
者
は
個
人

34
5
消
防
局
予
防
課

佐
世
保
市
が
加
入
し
て
い
る
保
険
契

約
に
関
す
る
資
料

令
和
元
年
9月

9日
部
分
公
開

３
号
(印
影
に
つ
い
て
、
法
人
情
報
)

①
請
求
者
は
市
外
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社

34
6
水
道
局
総
務
課

佐
世
保
市
が
加
入
し
て
い
る
保
険
契

約
に
関
す
る
資
料

令
和
元
年
9月

6日
部
分
公
開

３
号
(法
人
の
印
影
に
つ
い
て
、
法
人
情
報
)

①
請
求
者
は
市
外
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社

34
7
水
道
局
財
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
9月

4日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

①
請
求
者
は
市
外
の
製
造
業
関
係
の
会
社

34
8
水
道
局
財
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
9月

4日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

34
9
水
道
局
財
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
9月

13
日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

35
0
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
元
年
9月

5日
部
分
公
開

２
号
３
号
（
土
地
所
有
者
の
同
意
書
、
印
影
、
周
辺
地
図
、
金
額
）

①
請
求
者
は
市
内
の
不
動
産
鑑
定
士

35
1
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
元
年
9月

25
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）
、
７
号
（
間
取
り
）

①
請
求
者
は
市
外
の
不
動
産
会
社

35
2
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
元
年
9月

26
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）
、
３
号
（
金
額
）
、
７
号
（
間
取
り
）

①
請
求
者
は
市
内
の
水
道
設
備
関
係
の
会
社

35
3
下
水
道
事
業
課

排
水
設
備
台
帳

令
和
元
年
9月

10
日
部
分
公
開

２
号
（
居
宅
間
取
り
）

①
請
求
者
は
個
人

35
4
下
水
道
事
業
課

排
水
設
備
台
帳
等

令
和
元
年
9月

26
日
部
分
公
開

２
号
（
居
宅
間
取
り
）

①
請
求
者
は
個
人

35
5
下
水
道
事
業
課

図
面

令
和
元
年
10
月
1日

部
分
公
開

２
号
（
居
宅
間
取
り
）

①
請
求
者
は
個
人

35
6
教
育
委
員
会
総
務
課

佐
世
保
市
が
加
入
し
て
い
る
損
害
保

険
契
約
に
関
す
る
資
料

令
和
元
年
9月

9日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）
、
３
号
（
社
印
）

①
請
求
者
は
市
外
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社

35
7
教
育
委
員
会
総
務
課

工
事
関
係
資
料

令
和
元
年
9月

13
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）
、
５
号
（
代
価
表
に
つ
い
て
、
行
政
運
営
情
報
）

①
請
求
者
は
市
内
の
建
設
会
社

35
8
教
育
委
員
会
総
務
課

佐
世
保
市
立
学
校
空
調
設
備
整
備
事

業
に
関
す
る
資
料

令
和
元
年
9月

4日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）
、
３
号
（
印
影
）
、
５
号
（
予
定
価
格
）

①
請
求
者
は
市
外
の
信
用
調
査
会
社

35
9
教
育
委
員
会
総
務
課

図
面

令
和
元
年
9月

27
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）
、
５
号
（
代
価
表
）

①
請
求
者
は
土
地
家
屋
調
査
士

36
0
教
育
委
員
会
図
書
館

佐
世
保
市
が
加
入
し
て
い
る
損
害
保

険
契
約
に
関
す
る
資
料

令
和
元
年
9月

5日
部
分
公
開

３
号
（
法
人
の
印
影
）

①
請
求
者
は
資
料
な
し

36
1
農
業
委
員
会

公
用
車
の
任
意
保
険
の
保
険
証
券

令
和
元
年
10
月
16
日
不
存
在

５
号

36
2
総
務
部

公
用
車
の
任
意
保
険
（
資
産
経
営
課

契
約
分
以
外
）
の
保
険
証
券
の
写
し

令
和
元
年
10
月
25
日
部
分
公
開

５
号

36
3
公
園
緑
地
課

境
界
杭
の
確
認
行
為
に
関
す
る
図
書

令
和
元
年
10
月
9日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

36
4
建
築
指
導
課

施
設
管
理
者
の
同
意
書
、
管
理
予
定

者
等
の
協
議
経
過
書

令
和
元
年
9月

20
日
部
分
公
開

２
号
、
５
号
（
個
人
・
法
人
情
報
）

36
5

調
整
池
に
つ
い
て
、
市
が
予
定
管
理

者
で
あ
れ
ば
そ
れ
が
分
か
る
図
書
等

令
和
元
年
10
月
9日

不
存
在

36
6

道
路
施
設
の
設
計
変
更
に
つ
い
て
、

市
が
予
定
管
理
者
と
し
て
「
変
更
同

意
」
（
都
市
計
画
法
３
２
条
）
し
た

図
書

令
和
元
年
10
月
9日

不
存
在
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36
7

訴
訟
事
件
（
平
成
３
１
年
（
行
ウ
）

第
３
号
）
に
お
け
る
証
拠
説
明
書
に

表
示
さ
れ
た
資
料
一
式

令
和
元
年
10
月
9日

不
存
在

36
8

排
水
路
施
設
に
つ
い
て
、
申
請
内
容

に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
詳
細

が
分
か
る
図
書

令
和
元
年
10
月
15
日
不
存
在

36
9

排
水
路
施
設
に
つ
い
て
、
申
請
の
変

更
に
か
か
る
「
開
発
行
為
変
更
協
議

書
」

令
和
元
年
10
月
15
日
不
存
在

37
0

都
市
計
画
法
３
２
条
に
よ
る
同
意

（
協
議
）
変
更
に
つ
い
て
一
式

令
和
元
年
10
月
16
日
不
存
在

37
1

訴
訟
事
件
（
平
成
３
１
年
（
行
ウ
）

第
３
号
）
に
お
け
る
甲
第
２
０
号
証

記
載
の
変
更
箇
所
等
の
文
書

令
和
元
年
10
月
16
日
不
存
在

37
2

排
水
路
施
設
に
係
る
「
工
事
変
更
理

由
書
」

令
和
元
年
10
月
16
日
不
存
在

37
3

現
地
調
査
申
請
書

令
和
元
年
10
月
18
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

37
4
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図
・
写
真

令
和
元
年
10
月
1日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

37
5

平
面
図
・
写
真

令
和
元
年
10
月
1日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

37
6

「
里
道
 
実
測
図
・
断
面
図
」
等

令
和
元
年
10
月
1日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

37
7

平
面
図
・
断
面
図

令
和
元
年
10
月
2日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

37
8

平
面
図
等

令
和
元
年
10
月
2日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

37
9

三
河
内
本
町
平
面
図

令
和
元
年
10
月
8日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

38
0

大
塔
町
平
面
図
・
断
面
図

令
和
元
年
10
月
8日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

38
1

平
面
図
・
断
面
図

令
和
元
年
10
月
9日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

38
2

平
面
図
等

令
和
元
年
10
月
10
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

38
3

矢
峰
柚
木
線
 
平
面
図
・
丈
量
図

令
和
元
年
10
月
9日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

38
4

平
面
図
・
断
面
図

令
和
元
年
10
月
4日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

38
5

平
面
図
等

令
和
元
年
10
月
15
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

38
6

勝
富
町
 
平
面
図
等

令
和
元
年
10
月
15
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

38
7

平
面
図
等

令
和
元
年
10
月
18
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

38
8

佐
世
保
市
桑
木
場
町
 
実
測
図
等

令
和
元
年
10
月
18
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

38
9

平
面
図
等

令
和
元
年
10
月
21
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

39
0

瀬
道
線
 
区
域
図
等

令
和
元
年
10
月
21
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

39
1

平
面
図
等

令
和
元
年
10
月
15
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

39
2

平
面
図
・
断
面
図
等

令
和
元
年
10
月
21
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

39
3

平
面
図
・
断
面
図
等

令
和
元
年
10
月
21
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

39
4

平
面
図
・
断
面
図

令
和
元
年
10
月
21
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

39
5

平
面
図
等

令
和
元
年
10
月
23
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

39
6

平
面
図
・
断
面
図

令
和
元
年
10
月
25
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）
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39
7

申
請
書
・
平
面
図
・
断
面
図

令
和
元
年
10
月
29
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

39
8

山
祇
⿊
髪
線
 
方
量
図
・
平
面
図

令
和
元
年
10
月
29
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

39
9

高
梨
山
手
町
線
 
方
量
図
・
平
面
図

令
和
元
年
10
月
29
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

40
0

平
面
図
・
断
面
図

令
和
元
年
10
月
30
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

40
1

市
道
川
上
線
 
総
括
図
・
実
測
成
果

簿
等

令
和
元
年
10
月
29
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

40
2

平
面
図
・
断
面
図

令
和
元
年
10
月
30
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

40
3

平
面
図
・
断
面
図

令
和
元
年
10
月
31
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

40
4

平
面
図
・
断
面
図
等

令
和
元
年
10
月
31
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

40
5

国
有
財
産
特
定
図
面
等

令
和
元
年
10
月
4日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

40
6

道
路
区
域
図
 
竹
辺
町
５
号
線

令
和
元
年
10
月
29
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

40
7
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
協
同

推
進
課

佐
世
保
市
市
⺠
活
動
保
険
に
つ
い
て

文
書
等

令
和
元
年
10
月
21
日
部
分
公
開

２
号
（
法
人
の
印
章
）
、
５
号
（
予
定
価
格
お
よ
び
予
算
額
）

40
8
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
、
営
業
六
法

台
帳

令
和
元
年
10
月
4日

部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

40
9

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
10
月
4日

部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

41
0

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
、
営
業
六
法

台
帳

令
和
元
年
10
月
9日

部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

41
1

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
、
営
業
六
法

台
帳

令
和
元
年
10
月
9日

部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

41
2

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
10
月
23
日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

41
3

公
用
車
の
任
意
保
険
（
資
産
経
営
課

契
約
分
以
外
）
の
保
険
証
券
の
写
し

令
和
元
年
10
月
18
日
部
分
公
開

３
号
（
法
人
の
印
章
）

41
4
子
ど
も
子
育
て
応
援
セ

ン
タ
ー

相
談
記
録

令
和
元
年
10
月
28
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

報
告
時
に
は
理
由
記
載
な
し

41
5
消
防
局
総
務
課

公
用
車
の
任
意
保
険
（
資
産
経
営
課

契
約
分
以
外
）
の
申
込
書
の
す
べ
て

令
和
元
年
10
月
24
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

報
告
時
に
は
理
由
記
載
な
し

41
6
消
防
局
警
防
課

管
理
予
定
者
等
と
の
協
議
経
過
書

令
和
元
年
10
月
3日

不
存
在

41
7
消
防
局
消
防
訓
練
所

佐
世
保
市
⻄
消
防
署
佐
々
出
張
所
移

転
新
築
建
築
工
事
の
設
計
書

令
和
元
年
10
月
18
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

報
告
時
に
は
理
由
記
載
な
し

41
8
水
道
局
総
務
課

公
用
車
の
任
意
保
険
（
資
産
経
営
課

契
約
分
以
外
）
の
保
険
証
書
の
写
し

令
和
元
年
10
月
18
日
部
分
公
開

３
号
（
法
人
の
印
章
）

41
9
水
道
局
財
務
課

金
入
設
計
書
等

令
和
元
年
9月

13
日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

42
0

金
入
設
計
書

令
和
元
年
10
月
11
日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

42
1

排
水
本
管
敷
設
工
事
の
変
更
設
計
書

等
令
和
元
年
10
月
8日

部
分
公
開

３
号
、
５
号
（
契
約
相
手
方
の
用
い
る
会
社
員
の
印
影
、
契
約
相
手
方
の
口
座

情
報
、
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

42
2
水
道
維
持
課

給
水
設
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
元
年
10
月
1日

部
分
公
開

詳
細
不
明

報
告
時
に
は
理
由
記
載
な
し

42
3

上
水
道
配
管
図

令
和
元
年
10
月
4日

部
分
公
開

詳
細
不
明

報
告
時
に
は
理
由
記
載
な
し

42
4

給
水
設
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
元
年
10
月
15
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

報
告
時
に
は
理
由
記
載
な
し

42
5

給
水
設
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
元
年
10
月
29
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

報
告
時
に
は
理
由
記
載
な
し
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は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

42
6
下
水
道
事
業
課

天
神
４
丁
目
２
２
９
３
−
１
排
水
設

備
台
帳

令
和
元
年
10
月
9日

部
分
公
開

２
号

42
7
国
際
政
策
課

市
⻑
の
出
張
命
令
伺
い
等
（
平
成
２

６
年
〜
平
成
３
０
年
）

令
和
元
年
12
月
5日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
に
係
る
情
報
）

請
求
は
１
１
月
２
１
日
、
報
告
は
１
１
月
分
に
含
ま
れ
て
い
る

42
8
住
宅
課

金
入
設
計
書

令
和
元
年
11
月
27
日
部
分
公
開

５
号
（
代
価
表
）

42
9
建
築
指
導
課

「
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
る
用
地

変
更
」
の
提
出
書
類

令
和
元
年
11
月
18
日
部
分
公
開

２
号
、
５
号
（
法
人
お
よ
び
個
人
情
報
）

43
0
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図
・
字
図
等

令
和
元
年
11
月
28
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

43
1

現
状
平
面
図
・
断
面
図
等

令
和
元
年
11
月
27
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

43
2

平
面
図
・
断
面
図

令
和
元
年
11
月
22
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

43
3

平
面
図
・
断
面
図
等

令
和
元
年
11
月
27
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

43
4

平
面
図
・
断
面
図

令
和
元
年
11
月
27
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

43
5

平
面
図
・
断
面
図
・
写
真
等

令
和
元
年
11
月
21
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

43
6

平
面
図
・
断
面
図
・
字
図

令
和
元
年
11
月
20
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

43
7

平
面
図
・
断
面
図
等

令
和
元
年
11
月
21
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

43
8

平
面
図
・
断
面
図

令
和
元
年
11
月
21
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

43
9

平
面
図
・
断
面
図

令
和
元
年
11
月
18
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

44
0

平
面
図
・
断
面
図

令
和
元
年
11
月
20
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

44
1

平
面
図
・
断
面
図
・
字
図
等

令
和
元
年
11
月
20
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

44
2

平
面
図
・
断
面
図

令
和
元
年
11
月
12
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

44
3

平
面
図
・
断
面
図

令
和
元
年
11
月
11
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

44
4

平
面
図
・
断
面
図

令
和
元
年
11
月
14
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

44
5

平
面
図
・
断
面
図
・
座
標
一
覧
表

令
和
元
年
11
月
6日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

44
6

図
面

令
和
元
年
11
月
11
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

44
7

平
面
図
等

令
和
元
年
11
月
8日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

44
8

柚
木
町
特
定
図
面
等

令
和
元
年
11
月
11
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

44
9

江
⻑
本
線
 
平
面
図

令
和
元
年
11
月
13
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

45
0

平
面
図

令
和
元
年
10
月
30
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

公
開
は
１
１
月
１
日
、
報
告
は
１
１
月
に
行
わ
れ
て
い
る

45
1

大
和
町
４
号
線
 
座
標

令
和
元
年
11
月
5日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

45
2

平
面
図
等

令
和
元
年
11
月
5日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

45
3

山
祇
⿊
髪
町
線
 
区
域
図
・
文
量
図

令
和
元
年
11
月
6日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

45
4

平
面
図
・
断
面
図

令
和
元
年
11
月
6日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

45
5
保
健
福
祉
政
策
課

診
療
所
の
正
式
名
称
、
廃
止
年
月

日
、
住
所
、
カ
ル
テ
引
継
ぎ
の
有
無

令
和
元
年
11
月
14
日
部
分
公
開

２
号
（
開
設
者
住
所
、
解
説
者
電
話
番
号
、
印
章
）

45
6
生
活
衛
生
課

営
業
六
法
台
帳

令
和
元
年
11
月
11
日
部
分
公
開

２
号

45
7

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
、
営
業
六
法

台
帳

令
和
元
年
11
月
1日

部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

45
8

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
11
月
11
日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

45
9

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
11
月
12
日
部
分
公
開

２
号

46
0

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
11
月
11
日
部
分
公
開

２
号
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た
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又
は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

46
1

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
11
月
28
日
部
分
公
開

２
号

報
告
時
に
公
開
日
の
記
載
な
し

46
2
水
道
局
財
務
課

工
事
費
内
訳
書
等

令
和
元
年
11
月
18
日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

46
3

金
入
設
計
書
等

令
和
元
年
11
月
19
日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

46
4

公
共
工
事
金
入
設
計
書

令
和
元
年
11
月
20
日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

46
5

平
成
３
０
年
度
佐
世
保
市
水
道
局
下

水
道
独
自
単
価
・
歩
掛
（
公
表
用
）

平
成
３
０
年
７
月
（
更
新
分
）

令
和
元
年
11
月
26
日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

46
6
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
元
年
11
月
21
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

報
告
時
に
理
由
に
つ
い
て
は
記
載
な
し

46
7

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
元
年
11
月
21
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

報
告
時
に
理
由
に
つ
い
て
は
記
載
な
し

46
8

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
元
年
11
月
25
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

報
告
時
に
理
由
に
つ
い
て
は
記
載
な
し

46
9
下
水
道
事
業
課

排
水
設
備
台
帳
の
写
し

令
和
元
年
10
月
11
日
部
分
公
開

２
号

47
0

排
水
設
備
配
管
図

令
和
元
年
11
月
5日

部
分
公
開

２
号

47
1

排
水
設
備
台
帳

令
和
元
年
11
月
5日

部
分
公
開

２
号

47
2

宅
内
排
水
設
備
配
管
図

令
和
元
年
11
月
5日

部
分
公
開

２
号

47
3

排
水
設
備
配
管
図

令
和
元
年
11
月
5日

部
分
公
開

２
号

47
4
教
育
委
員
会

中
学
校
外
壁
改
修
工
事
等
の
金
入
設

計
書

令
和
元
年
11
月
28
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

47
5

小
学
校
外
壁
改
修
工
事
等
の
金
入
設

計
書

令
和
元
年
11
月
28
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

47
6

中
学
校
天
井
落
下
防
止
対
策
（
建

築
）
工
事
の
金
入
設
計
書
 
当
初
分

令
和
元
年
12
月
2日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

47
7
技
術
管
理
課

公
共
工
事
金
入
設
計
書

令
和
元
年
12
月
2日

部
分
公
開

５
号

47
8
政
策
経
営
課

平
成
２
６
年
度
か
ら
平
成
３
０
年
度

ま
で
の
「
石
木
ダ
ム
建
設
促
進
事
業

活
動
費
補
助
金
」
に
係
る
交
付
申
請

か
ら
交
付
決
定
ま
で
の
一
連
の
資

料
、
交
付
要
綱

令
和
元
年
12
月
2日

部
分
公
開

３
号
（
市
⺠
の
会
会
⻑
の
住
所
、
下
位
の
印
影
）
、
２
号
（
個
人
の
印
影
）

47
9
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図
等

令
和
元
年
12
月
3日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

48
0

平
面
図
・
断
面
図
等

令
和
元
年
12
月
3日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

48
1

平
面
図
・
断
面
図
等

令
和
元
年
12
月
4日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

48
2

平
面
図
・
断
面
図
等

令
和
元
年
12
月
4日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

48
3

承
認
書
・
平
面
図
・
断
面
図
・
写
真

等
令
和
元
年
12
月
5日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

48
4

平
面
図
等

令
和
元
年
12
月
5日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

48
5

平
面
図
・
断
面
図
等

令
和
元
年
12
月
6日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

48
6

平
面
図

令
和
元
年
12
月
9日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

48
7

平
面
図
・
断
面
図
・
写
真

令
和
元
年
12
月
11
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

48
8

平
面
図
・
断
面
図
等

令
和
元
年
12
月
13
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

48
9

平
面
図
・
断
面
図
・
写
真
等

令
和
元
年
12
月
16
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

49
0

⺟
ヶ
浦
中
里
線
 
用
地
平
面
図

令
和
元
年
12
月
11
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）
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担
当
部
局

請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
内
容

決
定
日

決
定
区
分

非
公
開
又
は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

49
1

平
面
図
・
断
面
図
・
丈
量
図

令
和
元
年
12
月
17
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

49
2

釜
大
島
線
（
旧
指
方
大
島
線
）
 
丈

量
図

令
和
元
年
12
月
18
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

49
3

平
面
図
・
断
面
図

令
和
元
年
12
月
19
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

49
4

平
面
図
・
断
面
図
等

令
和
元
年
12
月
24
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

49
5

平
面
図
・
断
面
図

令
和
元
年
12
月
25
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

49
6

市
道
境
界
承
認
申
請
書
、
現
状
平
面

図
、
断
面
図

令
和
元
年
12
月
5日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

49
7
人
権
男
女
共
同
参
画
課

平
成
２
９
年
７
月
２
５
日
付
決
裁

「
原
爆
写
真
展
LO
VE
&P
EA
CE
の
後

援
依
頼
に
つ
い
て
」

令
和
元
年
12
月
16
日
部
分
公
開

２
号
（
連
絡
者
氏
名
な
ど
個
人
が
特
定
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

49
8
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
、
営
業
六
法

台
帳

令
和
元
年
12
月
5日

部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

49
9

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
、
営
業
六
法

台
帳

令
和
元
年
12
月
6日

部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

50
0

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
、
営
業
六
法

台
帳

令
和
元
年
12
月
6日

部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

50
1

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
12
月
6日

部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

50
2

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
12
月
10
日
部
分
公
開

２
号

50
3

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
12
月
11
日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

50
4

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
12
月
6日

部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

50
5

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
、
営
業
六
法

台
帳

令
和
元
年
12
月
11
日
部
分
公
開

２
号

50
6

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
、
営
業
六
法

台
帳

令
和
元
年
12
月
18
日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

50
7

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
元
年
12
月
25
日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

50
8

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
2年

1月
7日

部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

請
求
は
令
和
元
年
１
２
月
２
５
日
、
報
告
は
１
２
月
分
で
行
わ
れ
て
い
る

50
9

簡
易
専
用
水
道
台
帳

令
和
元
年
12
月
27
日
部
分
公
開

２
号

公
開
は
令
和
２
年
１
月
６
日

51
0
環
境
部
環
境
保
全
課

佐
世
保
市
内
に
お
け
る
ば
い
煙
発
生

施
設
一
覧

令
和
元
年
12
月
13
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

理
由
に
つ
い
て
は
記
載
な
し

51
1
水
道
局
総
務
課

金
入
設
計
書

令
和
元
年
12
月
27
日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

51
2
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
元
年
12
月
12
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

理
由
に
つ
い
て
は
記
載
な
し

51
3

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
元
年
12
月
16
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

理
由
に
つ
い
て
は
記
載
な
し

51
4
水
道
施
設
課

山
の
田
ダ
ム
、
転
石
ダ
ム
、
菰
田
ダ

ム
、
相
当
ダ
ム
、
川
谷
ダ
ム
、
下
の

原
ダ
ム
の
毎
日
の
貯
水
量
（
２
０
０

８
年
度
か
ら
２
０
１
９
年
度
の
現
在

ま
で
）

令
和
元
年
12
月
26
日
公
開
・
不
存

在
平
成
２
０
年
度
に
つ
い
て
は
、
保
存
年
限
切
れ
に
伴
う
廃
棄

51
5
下
水
道
事
業
課

排
水
設
備
排
管
図

令
和
元
年
11
月
22
日
部
分
公
開

２
号

公
開
は
１
２
月
５
日
、
報
告
は
１
２
月
分
で
行
わ
れ
て
い
る

51
6

屋
外
排
水
設
備
配
管
図

令
和
元
年
12
月
13
日
部
分
公
開

２
号
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担
当
部
局

請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
内
容

決
定
日

決
定
区
分

非
公
開
又
は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

51
7
社
会
教
育
課

平
成
２
６
年
度
か
ら
令
和
１
年
度
１

１
月
末
ま
で
の
間
に
市
教
育
委
員
会

社
会
教
育
課
が
講
演
申
請
を
受
け
て

不
承
認
と
し
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、

そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
分
か
る
文
書

令
和
元
年
12
月
20
日
部
分
公
開

２
月
（
個
人
情
報
）

51
8
競
輪
事
務
所

空
調
設
備
改
修
工
事
に
お
け
る
金
入

設
計
書

令
和
2年

1月
21
日
部
分
公
開

５
号
（
代
価
表
）

51
9
公
園
緑
地
課

寄
付
受
納
に
つ
い
て
（
⻑
坂
南
公

園
）

令
和
2年

1月
10
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

報
告
時
に
理
由
に
つ
い
て
は
記
載
な
し

52
0
建
築
指
導
課

現
地
調
査
申
請
書

令
和
2年

1月
28
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

52
1
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図
等

令
和
元
年
12
月
27
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

公
開
は
令
和
２
年
１
月
６
日
、
報
告
は
１
月
分
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る

52
2

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

1月
6日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

52
3

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

1月
6日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

52
4

平
面
図
等

令
和
2年

1月
9日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

52
5

平
面
図
・
断
面
図
・
承
認
書

令
和
元
年
12
月
9日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

公
開
は
令
和
２
年
１
月
９
日
、
報
告
は
１
月
分
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る

52
6

平
面
図
・
断
面
図
・
座
標

令
和
2年

1月
9日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

52
7

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

1月
10
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

52
8

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

1月
14
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

52
9

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

1月
14
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

53
0

指
方
安
久
の
浦
線
 
区
域
図
・
丈
量

図
令
和
2年

1月
14
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

53
1

平
面
図
・
断
面
図
・
求
積
図
・
写
真

令
和
2年

1月
15
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

53
2

平
面
図
・
断
面
図
・
字
図

令
和
2年

1月
14
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

53
3

図
面

令
和
2年

1月
15
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

53
4

天
神
循
環
線
 
平
面
図

令
和
2年

1月
21
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

53
5

平
面
図
等

令
和
2年

1月
21
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

53
6

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

1月
22
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

53
7

平
面
図
・
断
面
図
等

令
和
2年

1月
24
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

53
8

平
面
図
等

令
和
2年

1月
27
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

53
9

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

1月
28
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

54
0

平
面
図
・
断
面
図
・
実
測
図

令
和
2年

1月
14
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

54
1

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

1月
27
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

54
2

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

1月
28
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

54
3

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

1月
28
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

54
4

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

1月
28
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

54
5

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

1月
29
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

54
6

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

1月
30
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

54
7

道
路
占
用
許
可
申
請
の
図
面

令
和
2年

1月
20
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

54
8
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
、
営
業
六
法

台
帳

令
和
2年

1月
8日

部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）
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担
当
部
局

請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
内
容

決
定
日

決
定
区
分

非
公
開
又
は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

54
9

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
2年

1月
16
日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

55
0

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
2年

1月
16
日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

55
1

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
2年

1月
21
日
部
分
公
開

２
号

55
2

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
、
営
業
六
法

台
帳

令
和
2年

1月
15
日
部
分
公
開

２
号

55
3

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
、
営
業
六
法

台
帳

令
和
2年

2月
5日

部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

請
求
日
は
１
月
２
９
日
、
報
告
は
１
月
分
で
行
わ
れ
て
い
る

55
4

営
業
六
法
台
帳

令
和
2年

2月
12
日
部
分
公
開

２
号

請
求
日
は
２
月
１
２
日
、
報
告
は
１
月
分
で
行
わ
れ
て
い
る

55
5
消
防
局
総
務
課

庁
舎
空
調
設
備
改
修
工
事
に
お
け
る

金
入
設
計
書

令
和
2年

1月
16
日
部
分
公
開

５
号
（
代
価
表
）

55
6
消
防
局
消
防
訓
練
所

消
防
署
移
転
新
築
（
電
気
設
備
）
工

事
に
お
け
る
金
入
設
計
書

令
和
2年

1月
16
日
部
分
公
開

５
号
（
代
価
表
）

55
7
水
道
局
総
務
課

マ
ン
ホ
ー
ル
ポ
ン
プ
設
置
工
事
の
金

入
設
計
書

令
和
2年

1月
9日

部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

55
8

金
入
設
計
書

令
和
2年

1月
14
日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

55
9

布
設
工
事
等
に
お
け
る
金
入
設
計
書

令
和
2年

1月
20
日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

56
0

配
水
管
布
設
工
事
等
に
お
け
る
金
入

設
計
書

令
和
2年

1月
28
日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

56
1
水
源
対
策
・
企
画
課

第
７
回
佐
世
保
市
上
下
水
道
事
業
経

営
検
討
委
員
会
へ
提
出
さ
れ
る
全
資

料
の
作
成
に
関
す
る
業
務
委
託
の
業

者
か
ら
完
成
品
が
引
き
渡
さ
れ
た
日

令
和
2年

1月
31
日
不
存
在

56
2

１
２
月
４
日
ま
で
の
間
に
厚
生
労
働

省
と
の
相
談
・
質
問
の
内
容
と
結

果
、
協
議
の
内
容
と
結
果
、
指
示
・

判
断
の
内
容
が
分
か
る
文
書
に
つ
い

て

令
和
2年

1月
28
日
不
存
在

56
3
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
2年

1月
7日

部
分
公
開

詳
細
不
明

①
報
告
時
に
理
由
に
つ
い
て
は
記
載
な
し

②
請
求
は
令
和
１
年
１
２
月
２
７
日
、
報
告
は
１
月
分
で
行
わ
れ
て
い
る

56
4

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
2年

1月
15
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

報
告
時
に
理
由
に
つ
い
て
は
記
載
な
し

56
5

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
2年

1月
21
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

報
告
時
に
理
由
に
つ
い
て
は
記
載
な
し

56
6

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
2年

1月
31
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

①
報
告
時
に
理
由
に
つ
い
て
は
記
載
な
し

②
公
開
は
２
月
３
日
、
報
告
は
１
月
分
で
行
わ
れ
て
い
る

56
7
水
道
施
設
課
⻑

平
成
２
１
年
度
〜
平
成
３
０
年
度
ま

で
の
佐
世
保
市
の
毎
日
の
配
水
量
及

び
平
成
２
６
年
〜
平
成
３
０
年
度
の

簡
易
水
道
事
業
区
域
の
毎
日
の
配
水

量

令
和
2年

1月
10
日
公
開
、
不
存

在

平
成
１
１
年
度
〜
平
成
２
０
年
度
ま
で
の
佐
世
保
市
全
域
の
毎
日
の
配
水
量
及

び
平
成
１
１
年
度
か
ら
平
成
２
５
年
度
の
簡
易
水
道
事
業
区
域
の
毎
日
の
配
水

量
に
つ
い
て
は
保
存
切
れ
に
伴
う
廃
棄
で
不
存
在

①
請
求
は
令
和
元
年
１
２
月
１
０
日
、
公
開
は
１
月
２
０
日

②
情
報
公
開
決
定
等
期
間
延
⻑
通
知
書
を
送
付
し
て
い
る

56
8
下
水
道
事
業
課

排
水
設
備
台
帳
の
配
管
図

令
和
2年

1月
21
日
部
分
公
開

２
号

56
9

排
水
設
備
台
帳
の
配
管
図

令
和
2年

1月
31
日
部
分
公
開

２
号

公
開
は
２
月
３
日
、
報
告
は
１
月
分
で
行
わ
れ
て
い
る
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担
当
部
局

請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
内
容

決
定
日

決
定
区
分

非
公
開
又
は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

57
0

排
水
設
備
台
帳
の
配
管
図

令
和
2年

1月
20
日
部
分
公
開

２
号

公
開
は
２
月
３
日
、
報
告
は
１
月
分
で
行
わ
れ
て
い
る

57
1
教
育
委
員
会
総
務
課

中
学
校
外
壁
改
修
工
事
等
の
本
工
事

内
訳
書
（
金
額
入
り
）
す
べ
て

令
和
2年

1月
21
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

報
告
時
に
理
由
に
つ
い
て
は
記
載
な
し

57
2

中
学
校
（
２
棟
）
外
壁
改
修
工
事
等

の
金
入
設
計
書

令
和
2年

1月
24
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

報
告
時
に
理
由
に
つ
い
て
は
記
載
な
し

57
3
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

佐
世
保
市
温
水
プ
ー
ル
の
管
理
運
営

に
関
す
る
事
業
計
画
書
等

令
和
2年

2月
10
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

①
報
告
時
に
理
由
に
つ
い
て
は
記
載
な
し

②
請
求
は
１
月
２
５
日
、
公
開
日
は
報
告
時
に
記
載
な
し

57
4
ふ
る
さ
と
納
税
推
進
課

ふ
る
さ
と
納
税
返
礼
品
発
送
に
か
か

わ
る
業
務
委
託
の
仕
様
書
及
び
委
託

単
価
一
覧

令
和
2年

2月
28
日
不
存
在

57
5
建
築
指
導
課

現
地
調
査
申
請
書

令
和
2年

2月
10
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

57
6

現
地
調
査
申
請
書

令
和
2年

2月
10
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

57
7

現
地
調
査
申
請
書

令
和
2年

2月
28
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

57
8
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
字
図

令
和
2年

2月
3日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

57
9

平
面
図
・
断
面
図
等

令
和
2年

2月
4日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

58
0

現
状
平
面
図
・
求
積
図
・
断
面
図
・

写
真

令
和
2年

1月
23
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

58
1

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

2月
6日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

58
2

平
面
図
・
断
面
図
等

令
和
2年

2月
7日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

58
3

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

2月
7日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

58
4

平
面
図
等

令
和
2年

2月
7日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

58
5

実
測
図
・
地
番
プ
リ
ン
ト
計
算
書
等

令
和
2年

2月
7日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

58
6

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

2月
7日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

58
7

川
久
保
折
口
線
 
現
状
平
面
図
・
多

角
点
座
標

令
和
2年

2月
13
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

58
8

平
面
図
・
公
図

令
和
2年

2月
13
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

58
9

現
状
平
面
図
・
断
面
図
・
座
標
リ
ス

ト
等

令
和
2年

2月
17
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

59
0

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

2月
17
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

59
1

現
状
測
量
図

令
和
2年

2月
19
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

59
2

天
神
環
状
線
（
東
浜
線
）
 
平
面
図

令
和
2年

2月
19
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

59
3

平
面
図
等

令
和
2年

2月
19
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

59
4

現
状
平
面
図
・
断
面
図
・
字
図

令
和
2年

2月
17
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

59
5

平
面
図
・
断
面
図
・
写
真

令
和
2年

2月
20
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

59
6

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

2月
20
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

59
7

現
状
平
面
図

令
和
2年

2月
21
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

59
8

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

2月
4日

部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

59
9

承
認
書
・
平
面
図
等

令
和
2年

2月
25
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

60
0

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

2月
26
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）

60
1

道
路
境
界
承
認
 
平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

2月
12
日
部
分
公
開

２
号
（
個
人
情
報
）
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当
部
局

請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
内
容

決
定
日

決
定
区
分

非
公
開
又
は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

60
2
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
2年

2月
13
日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

60
3

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
、
営
業
六
法

台
帳

令
和
2年

2月
14
日
部
分
公
開

２
号

60
4

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
、
営
業
六
法

台
帳

令
和
2年

2月
14
日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

60
5

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
2年

2月
14
日
部
分
公
開

２
号

60
6

営
業
停
止
処
分
に
関
す
る
文
書
、
佐

世
保
市
食
品
衛
生
関
係
不
利
益
処
分

等
取
扱
要
領

令
和
2年

2月
19
日
部
分
公
開

５
号

60
7

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
、
営
業
六
法

台
帳

令
和
2年

2月
14
日
部
分
公
開

２
号

60
8

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
2年

2月
20
日
部
分
公
開

２
号
（
営
業
所
の
電
話
番
号
の
う
ち
携
帯
番
号
で
表
記
さ
れ
た
も
の
）

報
告
時
に
公
開
日
の
記
載
な
し

60
9
消
防
局
消
防
訓
練
所

消
防
署
移
転
新
築
（
建
築
）
工
事
に

お
け
る
金
入
設
計
書

令
和
2年

2月
20
日
部
分
公
開

５
号
（
代
価
表
）

61
0
中
央
消
防
署

火
災
調
書

令
和
2年

2月
10
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

報
告
時
に
理
由
に
つ
い
て
は
記
載
な
し

61
1
水
道
局
総
務
課

配
水
本
管
敷
設
工
事
金
入
設
計
書

令
和
2年

2月
5日

部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

61
2

下
水
道
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
取
替
工
事
等

の
金
入
設
計
書

令
和
2年

2月
3日

部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

61
3

下
水
管
路
施
設
更
生
工
事
の
金
入
設

計
書

令
和
2年

2月
12
日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

61
4

下
水
管
路
施
設
更
生
工
事
の
金
入
設

計
書

令
和
2年

2月
21
日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

61
5
水
源
対
策
・
企
画
課

令
和
元
年
度
第
7回

佐
世
保
市
上
下
水

道
事
業
経
営
検
討
委
員
会
（
1月

23
日
）
の
配
布
資
料
「
佐
世
保
市
水
道

の
水
需
要
予
測
」
の
元
資
料
の
一
式

令
和
2年

2月
12
日
不
存
在

61
6

厚
労
省
と
の
相
談
・
協
議
等
の
内
容

と
結
果
及
び
厚
労
省
か
ら
示
さ
れ
た

判
断
・
指
導
等
が
わ
か
る
一
切
の
文

書

令
和
2年

2月
14
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

理
由
に
つ
い
て
は
記
載
な
し

61
7

2回
の
委
員
会
審
議
の
音
声
を
記
録
し

た
も
の
で
、
複
写
し
た
記
録
媒
体
の

交
付
に
つ
い
て

令
和
2年

2月
17
日
不
存
在

61
8

20
20
年
度
石
木
ダ
ム
建
設
事
業
に
係

る
事
業
再
評
価
に
関
し
、
第
7回

及
び

第
8回

佐
世
保
士
上
下
水
道
事
業
経
営

検
討
委
員
会
に
提
示
さ
れ
た
次
の
資

料
以
外
に
委
員
に
配
布
さ
れ
た
資
料

の
全
部

令
和
2年

2月
21
日
非
公
開
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担
当
部
局

請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
内
容

決
定
日

決
定
区
分

非
公
開
又
は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

61
9

令
和
元
年
度
第
８
回
佐
世
保
市
上
下

水
道
事
業
経
営
検
討
委
員
会
（
２
月

６
日
）
の
配
布
資
料
の
う
ち
「
費
用

対
効
果
分
析
」
の
計
算
根
拠
を
示
す

の
資
料
の
一
式

令
和
2年

2月
21
日
不
存
在

62
0
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
2年

2月
10
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

理
由
に
つ
い
て
は
記
載
な
し

62
1
水
道
施
設
課

市
内
の
土
地
が
適
応
し
て
い
な
い
理

由
書

令
和
2年

2月
7日

不
存
在

62
2
下
水
道
事
業
課

排
水
設
備
台
帳
の
配
管
図

令
和
2年

2月
7日

部
分
公
開

２
号

62
3

屋
外
排
水
設
備
台
帳
の
配
管
図

令
和
2年

2月
17
日
部
分
公
開

２
号

62
4

交
通
公
園
屋
外
排
水
設
備
台
帳

令
和
2年

2月
17
日
部
分
公
開

２
号

62
5
社
会
教
育
課

改
修
（
機
械
設
備
）
工
事
の
金
入
設

計
書

令
和
2年

2月
21
日
部
分
公
開

５
号
（
設
計
者
及
び
検
算
者
名
）

62
6
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

平
成
27
年
度
佐
世
保
市
体
育
文
化
館

指
定
管
理
者
選
定
に
関
す
る
資
料

令
和
2年

3月
13
日
部
分
公
開

詳
細
不
明

①
報
告
時
に
理
由
に
つ
い
て
は
記
載
な
し

②
請
求
は
2月

28
日
、
報
告
は
２
月
分
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る

62
7
水
産
セ
ン
タ
ー

工
事
に
係
る
金
入
設
計
書

令
和
2年

3月
13
日
部
分
公
開
公

開
５
号

62
8
住
宅
課

市
営
住
宅
解
体
工
事
等
の
金
入
設
計

書
等

令
和
2年

3月
6日

部
分
公
開

５
号

62
9
住
宅
課

市
営
住
宅
外
壁
等
改
修
工
事
等
の
金

入
設
計
書

令
和
2年

3月
6日

部
分
公
開

５
号

63
0
住
宅
課

市
営
住
宅
外
壁
等
改
修
工
事
等
の
金

入
設
計
書

令
和
2年

3月
9日

部
分
公
開

５
号

63
1
住
宅
課

市
営
住
宅
外
壁
等
改
修
工
事
等
の
金

入
設
計
書

令
和
2年

3月
6日

部
分
公
開

５
号

63
2
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図
・
写
真

令
和
2年

3月
2日

部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

63
3
土
木
政
策
・
管
理
課

市
内
道
路
の
区
域
図
（
変
更
前
、
変

更
後
）

令
和
2年

3月
2日

部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

63
4
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

3月
3日

部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

63
5
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

3月
4日

部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

63
6
土
木
政
策
・
管
理
課

写
真
、
立
会
証
明
書

令
和
2年

3月
4日

部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

63
7
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

2月
27
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

63
8
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

3月
9日

部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

63
9
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

3月
6日

部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

64
0
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図
・
写
真

令
和
2年

3月
9日

部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

64
1
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図
等

令
和
2年

3月
10
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

64
2
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

3月
9日

部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

64
3
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

3月
9日

部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

64
4
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

3月
12
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

64
5
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図
・
字
図

令
和
2年

3月
13
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略
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担
当
部
局

請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
内
容

決
定
日

決
定
区
分

非
公
開
又
は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

64
6
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

3月
13
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

64
7
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

3月
17
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

64
8
土
木
政
策
・
管
理
課

現
状
平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

3月
18
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

64
9
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図

令
和
2年

3月
18
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

65
0
土
木
政
策
・
管
理
課

牽
牛
崎
海
岸
線
の
丈
量
図

令
和
2年

3月
19
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

65
1
土
木
政
策
・
管
理
課

断
面
図

令
和
2年

3月
23
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

65
2
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図
等

令
和
2年

3月
24
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

65
3
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図
等

令
和
2年

3月
24
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

65
4
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
・
断
面
図
等

令
和
2年

3月
24
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

65
5
土
木
政
策
・
管
理
課

平
面
図
等

令
和
2年

3月
25
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

65
6
土
木
政
策
・
管
理
課

四
条
橋
線
 
区
域
図

令
和
2年

3月
30
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

65
7
土
木
政
策
・
管
理
課

下
⺟
ヶ
浦
線
 
丈
量
図

令
和
2年

3月
30
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

65
8
土
木
政
策
・
管
理
課

審
査
表
・
平
面
図
等

令
和
2年

3月
30
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

省
略

65
9
土
木
政
策
・
管
理
課

法
定
外
公
共
物
占
用
等
許
可
証
図
面

令
和
2年

3月
10
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

66
0
鹿
町
⽀
所

⽀
所
移
転
改
修
（
建
築
）
工
事
の
金

入
設
計
書

令
和
2年

3月
13
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

非
公
開
の
事
由
に
該
当
す
る
。
た
だ
し
、
提
出
を
受
け
た
一
覧
表
と
実
際
の
非
公
開
の
理
由
が
異

な
っ
て
い
た

66
1
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
2年

3月
14
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

66
2
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
2年

3月
6日

部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

66
3
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
、
営
業
六
法

台
帳

令
和
2年

3月
6日

部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

66
4
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
2年

3月
11
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

66
5
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
、
営
業
六
法

台
帳

令
和
2年

3月
10
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

66
6
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
2年

3月
10
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

66
7
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳
、
営
業
六
法

台
帳

令
和
2年

3月
5日

部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

66
8
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
2年

3月
10
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

66
9
生
活
衛
生
課

飲
食
店
営
業
許
可
台
帳

令
和
2年

3月
26
日
部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

67
0
東
消
防
署

令
和
1年

12
月
15
日
発
生
の
火
災
の
状

況
・
場
所
・
日
時
・
原
因

令
和
2年

4月
1日

部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

非
公
開
の
事
由
に
該
当
で
問
題
な
い
が
、
報
告
時
に
理
由
の
記
載
が
な
か
っ
た

67
1
水
道
局
総
務
課

境
界
承
認
申
請
書
に
添
付
さ
れ
た
現

状
平
面
図
・
断
面
図
・
写
真

令
和
2年

3月
5日

部
分
公
開

２
号
(個
人
情
報
)

67
2
水
道
局
財
務
課

市
内
下
水
管
路
施
設
更
生
工
事
の
変

更
を
交
わ
し
た
分
の
金
入
設
計
書

令
和
2年

3月
18
日
部
分
公
開

５
号

請
求
が
あ
っ
た
の
は
３
月
５
日
で
、
決
定
ま
で
の
期
間
は
違
法
で
は
な
い
が
、
決
定
ま
で
時
間
が

か
か
っ
て
い
る

67
3
水
道
局
財
務
課

市
内
配
水
管
布
設
工
事
の
金
入
設
計

書
令
和
2年

3月
19
日
部
分
公
開

５
号

請
求
が
あ
っ
た
の
は
３
月
６
日
で
、
決
定
ま
で
の
期
間
は
違
法
で
は
な
い
が
、
決
定
ま
で
時
間
が

か
か
っ
て
い
る

67
4
水
道
局
財
務
課

市
内
マ
ン
ホ
ー
ル
ポ
ン
プ
設
置
工
事

の
金
入
設
計
書

令
和
2年

3月
19
日
部
分
公
開

５
号

請
求
が
あ
っ
た
の
は
３
月
６
日
で
、
決
定
ま
で
の
期
間
は
違
法
で
は
な
い
が
、
決
定
ま
で
時
間
が

か
か
っ
て
い
る
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担
当
部
局

請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
内
容

決
定
日

決
定
区
分

非
公
開
又
は
不
存
在
の
該
当
事
由

備
考

67
5
水
源
対
策
・
企
画
課

佐
世
保
市
水
道
事
業
に
関
す
る
資
料

令
和
2年

3月
13
日
公
開
、
非
公

開
、
部
分
公

開
、
不
存
在
３
号
、
４
号

①
印
章
に
つ
い
て
３
号
、
運
営
委
員
会
の
資
料
は
４
号
で
非
公
開

②
２
月
２
７
日
ま
で
の
期
間
を
３
月
１
３
日
ま
で
延
⻑
す
る
決
定
を
し
て
い
る
（
資
料
が
膨
大
で

あ
る
こ
と
、
複
数
の
課
に
ま
た
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
）

③
４
号
と
の
部
分
公
開
決
定
に
つ
い
て
、
審
査
請
求
を
申
し
立
て
ら
れ
て
い
る
（
後
に
取
下
）

67
6
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
2年

3月
9日

部
分
公
開

２
号
、
３
号
、
７
号

①
台
帳
添
付
の
周
辺
地
図
は
本
件
で
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
７
号
に
該
当
し
て
非
公
開
に
な

る
可
能
性
が
あ
る
。

②
報
告
時
に
理
由
記
載
な
し

67
7
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
2年

3月
9日

部
分
公
開

２
号
、
７
号

報
告
時
に
理
由
記
載
な
し

67
8
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
2年

3月
16
日
部
分
公
開

２
号
、
７
号

報
告
時
に
理
由
記
載
な
し

67
9
水
道
維
持
課

給
水
装
置
工
事
設
備
台
帳

令
和
2年

3月
30
日
部
分
公
開

２
号
、
７
号

報
告
時
に
理
由
記
載
な
し

68
0
水
道
施
設
課

佐
世
保
市
が
佐
々
川
か
ら
取
水
し
て

い
な
い
理
由
書

令
和
2年

3月
16
日
不
存
在

不
存
在

①
請
求
が
あ
っ
た
の
は
３
月
４
日
で
決
定
ま
で
の
期
間
は
違
法
で
は
な
い
が
決
定
ま
で
時
間
が
か

か
っ
て
い
る

②
決
定
書
の
備
考
欄
に
不
存
在
の
理
由
を
詳
細
に
記
載
し
て
い
る
の
は
適
切
で
あ
る

68
1
教
育
委
員
会
総
務
課

市
内
中
学
校
工
事
等
の
金
入
設
計
書

令
和
2年

3月
18
日
部
分
公
開

５
号

①
請
求
が
あ
っ
た
の
は
３
月
４
日
で
決
定
ま
で
の
期
間
は
違
法
で
は
な
い
が
決
定
ま
で
時
間
が
か

か
っ
て
い
る

②
報
告
時
に
は
「
個
人
情
報
」
と
だ
け
記
載

68
2
教
育
委
員
会
総
務
課

市
内
中
学
校
改
修
工
事
等
の
金
入
設

計
書

令
和
2年

3月
18
日
部
分
公
開

５
号

報
告
時
に
は
「
個
人
情
報
」
と
だ
け
記
載

68
3
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

市
の
公
共
施
設
屋
上
防
水
改
修
工
事

等
の
金
入
設
計
書

令
和
2年

3月
16
日
部
分
公
開

５
号

①
請
求
が
あ
っ
た
の
は
３
月
４
日
で
決
定
ま
で
の
期
間
は
違
法
で
は
な
い
が
決
定
ま
で
時
間
が
か

か
っ
て
い
る

②
報
告
時
に
は
理
由
記
載
な
し

68
4
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

太
陽
光
発
電
事
業
仮
設
作
業
員
宿
舎

に
関
す
る
資
料

令
和
2年

3月
26
日
部
分
公
開

２
号
、
５
号

①
資
料
記
載
の
氏
名
が
公
開
さ
れ
て
い
る
が
、
２
号
で
非
公
開
に
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る

③
請
求
は
３
月
１
０
日
（
受
理
は
１
２
日
）
で
決
定
ま
で
の
期
間
は
違
法
で
は
な
い
が
決
定
ま
で

時
間
が
か
か
っ
て
い
る

④
報
告
時
に
は
理
由
記
載
な
し
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第３部 佐世保市の情報管理 

 

第１章 佐世保市の情報管理の概要 

 

    地方自治体が管理する情報は、かつては紙媒体の文書が大部分であっ  

たが、昨今の情報技術革新の進展と地方自治体の電子自治体政策進行に 

より、電子情報へと比重が移行している。 

    佐世保市でも、電子情報管理の重要性が高まっており、総務部情報政

策課が電子情報管理の主要な統括部署として活動している。また、電子

情報管理は、情報技術に関する専門的知識や最新かつ高性能の機器・技

術、そしてこれらに対する職員等の理解が不可欠であるところ、情報技

術や情報機器の高速の進化への対応のため、佐世保市は、情報管理のた

めの複数の内規を定めている。 

    佐世保市の情報管理の特徴は、①佐世保市長を最終的な責任者としつ

つ、情報管理の実行、計画策定等は総務部が担当していること、②特に、

電子情報の管理については、総務部情報政策課の所轄であること、③電

子情報管理につき情報セキュリティのための内規や職員向けガイドブ

ックを作成していること等である。佐世保市民は、その個人情報や営業

等に関する情報を多数佐世保市へ預けていることから、佐世保市の情報

管理の現状と課題について、調査を要するところである。 

    なお、第３部では、佐世保市の情報管理という表題であるが、上記の

とおり、紙媒体の文書から電子情報への比重移行により、情報の利用の

ための体制整備、流出予防と流出時の対処等において、特に、電子情報

の取扱いが重要となっている。そこで、第３部の調査対象とする「情報」

については、特に、電子情報に焦点を当てて検証を行う。以下、単に「情

報」と称する際、もっぱら電子情報を指すこととし、紙媒体の文書を指
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す場合、または、これを含む場合には、適宜その旨指摘する。 

 

第２章 監査の観点・監査の方法 

 

    この佐世保市の情報管理の監査にあたり、以下のとおり調査・分析を

行った。 

 １ 地方自治体における電子情報セキュリティの重要性に関する調査 

 ２ 佐世保市の電子情報セキュリティ体制の調査 

 ３ 佐世保市の電子情報セキュリティに関する内規の調査・意見 

 ４ 佐世保市庁舎内の電子情報セキュリティの現状に関する調査・意見 

 ５ 佐世保市の情報管理に関する全体的な評価・意見 

    電子情報セキュリティの現状の調査は、日進月歩である情報技術革新

についての専門的知識を要する。その上、佐世保市全体の電子情報セキ

ュリティは、民間企業の大企業に匹敵または上回る大規模のものである。

そこで、電子情報セキュリティの現状把握のため、監査人は、監査人補

助員ＳＥの助力の下、電子情報セキュリティに関して、佐世保市への質

問と回答聴取を多数回繰り返した。その内容については、添付資料「Ｑ

＆Ａ」（関連資料については別紙としている。）として、本報告書に添付

する。同資料につき、セキュリティ上公開することが不適切である部分

については、個別にマスキングを施している。また、同資料別紙部分に

ついては、公開不適切のものを割愛している。 

 

第３章 地方自治体における電子情報セキュリティの重要性 

 

第１ 地方公共団体の電子自治体政策 

 １ 前論 
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   ２１世紀初頭からのＯＳソフトとブロードバンドサービスの普及によ

り、インターネットが一般化した情報技術革新（いわゆるＩＴ〔Ｉｎｆｏ

ｒｍａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ〕革命）、そして、既存のインター

ネットやパソコンの進化と併せて、スマートフォンのような携帯端末の普

及、ビッグデータ、ソーシャルメディア、スマートスピーカー等のデジタ

ル技術、サービス、ビジネス等情報伝達技術（いわゆるＩＣＴ〔Ｉｎｆｏ

ｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏ

ｌｏｇｙ〕）の発展等、通信技術及び電子機器の進化は、日進月歩である。 

   この情報技術革新の波は、私人の生活への浸透は無論、日本国政府と地

方自治体にも導入されることとなり、積極国家としての行政の拡大への対

応と同時に、大量の事務処理の迅速化とコスト削減を実現するための重要

な要素となっている。 

   その結果、これまで日本国政府と地方自治体が主に紙媒体にて管理して

いた大量の行政情報につき、電子情報へ転換し、さらに、より多くの行政

情報収集と管理が進んでいる。 

 ２ 地方公共団体における電子自治体政策の推進 

 （１）前１の地方公共団体における情報伝達技術の導入については、まず、

国の導入方針決定を経て、いわゆる個人番号制度（マイナンバー制度）

の導入等を交えつつ、電子自治体確立へ向けての総務省等の施策が定め

られ、国からの予算配分等による地方自治体での電子機器やブロードバ

ンド導入等が進められた。その経緯については、総務省ホームページに

て公開されている「地方自治情報管理概要～電子自治体の推進状況（令

和元年度）～」の冒頭「Ⅰ はじめに」にて詳細な説明がなされている。

以下、その概略を示す。 

 （２）日本国内の地方自治体は、２１世紀初頭のＩＴ戦略により、官民挙げ

てのＩＴ化推進の流れを受け、庁舎内のパソコンの設置台数が増加の一
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途となった。平成１３年１月、国が策定した「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略」は、

平成１５年までに「電子情報を紙情報と同等に扱う行政を実現」するこ

とを定めた。 

    これらＩＴ戦略の下、総務省は、平成１３年１０月に「電子政府・電

子自治体推進プログラム」、平成１５年８月に「電子自治体推進指針」を

策定し、電子自治体の基盤整備、行政サービスの向上、行政の効率化、

地域の課題解決、情報セキュリティの確保に向けた各種の施策を講じた。

その結果、各地方公共団体のホームページ開設、庁内ＬＡＮ敷設、さら

に、ＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク）、住民基本台帳ネットワーク、

公的個人認証等、全国的な電子自治体の基盤が整備された。 

    総務省は、平成１８年７月に「電子自治体オンライン利用促進指針」、

平成１９年３月に「新電子自治体推進指針」を策定し、地方公共団体に

おけるオンライン利用促進の推進に取り組む。また、平成２０年８月、

ＩＣＴ部門の業務継続計画（ＩＣＴ－ＢＣＰ）を策定する等、情報セキ

ュリティ対策の強化も進めた。 

    平成２２年５月、ＩＴ戦略本部は、「新たな情報通信技術戦略」を公表

し、「新たな国民主権の社会」を確立するための重点戦略（３本柱）と目

標を設定した。同戦略の中で「国民本位の電子行政の実現」が１柱とさ

れ、その具体的取組として、自治体クラウドによる情報システムの統合・

集約化が位置づけられた。 

   以上の地方自治体におけるＩＣＴ基盤の強化を経て、平成２５年５月、

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律」（いわゆるマイナンバー法）等が成立した。自治体クラウドは、番

号制度の導入と併せて共通化・標準化を行いつつ、そのシステム推進を

加速化した。 

    平成２６年３月２４日、総務省は、約７年ぶりに電子自治体推進指針
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である「電子自治体の取組みを加速するための１０の指針」を策定した。

この「１０の指針」とは、 

① 番号制度の導入に併せた自治体クラウドの導入 

② 大規模な地方公共団体における既存システムのオープン化・クラウド

化等の徹底 

③ 都道府県による域内市区町村の自治体クラウドの取組み加速 

④ 地域の実情に応じた自治体クラウド実施体制の選択及び自治体クラウ

ド導入を見据えた人材育成・確保 

⑤ パッケージシステムの機能等と照合した業務フローの棚卸し・業務標

準化によるシステムカスタマイズの抑制 

⑥ 明確なＳＬＡの締結、中間標準レイアウトの活用等による最適な調達

手法の検討 

⑦ オープンデータの推進に向けて、地方公共団体が保有するデータに対

するニーズの精査及び推進体制の整備 

⑧ ＩＣＴ利活用による更なる住民満足度向上の実現 

⑨ ＣＩＳＯ機能の明確化等、情報セキュリティに関する人材・体制の強 

化 

⑩ チェックリストを活用した強力なＰＤＣＡの構築 

である。これらは、要するに、情報伝達技術の革新に対応する電子自治体

のシステム体系確立を目的としており、庁内手続の効率化推進とその手段

としての電子化、市民に対する情報公開や電子申請、電子入札等の行政手

続の簡素化、国と地方自治体との行政間手続の簡素化の目標達成とその手

段としてのハードウェアの整備、情報セキュリティの強化である。 

 電子自治体の確立は、現在も進行中であり、行政手続のオンライン化、

クラウド導入等の計画推進、そして、情報セキュリティ対策の強化が進め

られている。 
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第２ 情報管理（情報セキュリティ）の重要性 

   情報技術革新は、情報管理につき、紙媒体が中心であった時代と比較し

て、大量の情報保管、高速での第三者への発送と受領、ほぼ無制限（世界

全体が対象といえる。）の者への開示を可能とした。企業や組織は、現在も

飛躍的進化を続けている情報システムの活用により、非常に向上した利便

性を獲得したが、これと引き換えに、①情報システム停止による損失、②

情報漏洩による著しい信用失墜という大きな危険性を包含することとな

った。そして、これらの危険は、その情報に関わる第三者への多大な損害

をもたらす。 

   それゆえ、企業その他の組織は、情報の適切な管理、特に、電子情報の

情報セキュリティについてリスクマネジメント中の最重要課題となって

いる。特に、個人情報等の重要情報を取り扱う場合、その保護は企業、組

織の社会的責務である。 

   佐世保市のような地方自治体は、その住民の個人情報、また、地域の施

政に関する情報を多数取り扱うことから、情報セキュリティの要請が非常

に高度であるといえる。 

   以下、佐世保市の情報管理につき、同市も上記２のとおり電子自治体政

策を推進していることから、大量の電子情報を取り扱っていることに鑑み、

電子情報の管理に重点を置き、佐世保市の電子情報セキュリティに関する

検証を行う。 

 

第４章 佐世保市の情報セキュリティ体制 

 

第１ 担当部局 

 １ 佐世保市の情報セキュリティに関する組織体系は以下のとおりである。 
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【情報セキュリティの運営監督責任】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【監理・監督責任】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実施責任】 

〔各部局に設定〕 

 

 

 

 

 

 

情報セキュリティ委員会 

  委員⻑   市⻑ 

  副委員⻑  副市⻑ 

  委員    教育⻑、各部局⻑、契約監理室⻑、会計管理室⻑ 

情報セキュリティ運営委員会 

委員⻑  情報政策課⻑ 

副委員⻑ 総務課⻑ 

情報セキュリティ統括者 

 （部かい⻑が指名した各課⻑＝各部局庶務担当課⻑） 

情報セキュリティ責任者（各課⻑） 

情報セキュリティ担当者（各課⻑が指名した職員） 

文書情報関係 文書情報セキュリティ監理者（総務部総務課⻑） 

電子情報関係 電子情報セキュリティ監理者（総務部情報政策課⻑） 

最高情報セキュリティ責任者（市⻑） 

情報セキュリティ統括監理者（総務部⻑） 

情報セキュリティ監理者 
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【情報セキュリティ委員会 委員】 

区分 役職名 

委員長 市長（最高情報セキュリティ責任者） 

副委員長 副市長 

委員 基地政策局長 

委員 行財政改革推進局長 

委員 企業立地推進局長 

委員 防災危機管理局長 

委員 契約監理室長 

委員 企画部長 

委員 財務部長 

委員 観光商工部長 

委員 農林水産部長 

委員 都市整備部長 

委員 土木部長 

委員 港湾部長 

委員 市民生活部長 

委員 保健福祉部長 

委員 子ども未来部長 

委員 環境部長 

委員 会計管理室長 

委員 議会事務局長 

委員 選挙管理委員会事務局長 

委員 監査事務局長 

委員 農業委員会事務局長 

委員 教育長 

委員 水道局長 

委員 消防局長 
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事務局長 総務部長（情報セキュリティ統括管理者） 

 

特に、情報セキュリティ部門については、その意思決定のため、佐世保 

市内にて情報セキュリティ委員会が設けられている。同委員会は、佐世保

市長が委員長となり、各部局長が委員、総務部長が事務局長に就任してい

る。そして、情報セキュリティ委員会が定めた施策の遂行等佐世保市の情

報セキュリティマネジメントにつき、より具体化した運営や計画策定、そ

の実行を情報セキュリティ運営委員会が担当する。同委員会は、総務部情

報政策課長が委員長、同部総務課長が副委員長に就任し、各部局の政策調

整担当課長が委員を務める。 

 ２ 佐世保市の各部署での情報セキュリティに関する責任配分については、

佐世保市長を最高情報セキュリティ責任者とし、総務部長が次席たる情報

セキュリティ統括監理者となる。その下に、主に紙媒体の書面等を取り扱

う文書情報セキュリティ監理者として総務部総務課長、電子情報を取り扱

う電子情報セキュリティ監理者として総務部情報政策課長が配置されて

いる。 

 ３ 各部署での情報セキュリティの実施責任に関して、各部署に情報セキュ

リティ統括者（通常、各部局庶務担当課長）、情報セキュリティ責任者（各

課長）、情報セキュリティ担当者（各課長が指名した職員）が配置されてい

る。 

 ４ 佐世保市庁舎及び支所等にて、実質的、主体的に、情報管理を担当し、

各部署を監督している部局は、総務部である。同部は、佐世保市が保有す

る情報のセキュリティにつき、紙媒体を総務課、電子情報を情報政策課が

担当している。 
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情報管理される部局（25 部局） 

観光商工部 農林水産部 企業立地推進局 子ども未来部 教育委員会 

都市整備部 土木部 環境部 港湾部 水道局 

市⺠⽣活部 保健福祉部 防災危機管理局 消防局 企画部 

総務部 財務部 行財政改革推進局 基地政策局 契約監理室 

会計管理室 議会事務局 選挙管理委員会 監査事務局 農業委員会 

 

 ５ 以下、佐世保市の情報セキュリティに関する検証にあたり、包括外部監

査人が佐世保市へ事情聴取を行った結果、取得した回答について、特に断

りが無い限り、総務部情報政策課の回答ないし見解であることを注記して

おく。 

 

第２ 佐世保市における情報セキュリティ制度の概要 

 １ 前論 

   監査人にて、佐世保市に対して、情報セキュリティに関する同市の方針、

マネジメント体制、流出等の事故発生時の対処等についての現状を照会し

たところ、主に、以下の資料の提出と総務部情報政策課から、ハードウェ

ア等の実況見分を含めた説明を受けた。 

 （１）佐世保市情報セキュリティポリシー 

 （２）佐世保市情報資産取扱要綱 

 （３）情報システムのセキュリティレベル及び管理責任者一覧表 

 （４）佐世保市情報セキュリティガイドブック（令和２年２月２７日総務部

情報政策課作成 第三版） 

 （５）その他、関連する資料一切  

 ２ 佐世保市の情報セキュリティの目的 

 （１）佐世保市は、その情報セキュリティの目的につき「質の高い行政運営
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の市民への提供」と定めている。 

 （２）この「質の高い行政運営の市民への提供」という究極の目標達成によ

り、佐世保市は、①住民の個人情報等の重要な情報を厳重にかつ適切に

守ること、②佐世保市の社会的信用の維持、③セキュリティ事件・事故

発生時の被害を最小限に食い止めること、④業務の効率化と情報セキュ

リティのバランス維持を実現できるとしている。 

 ３ 佐世保市の情報セキュリティマネジメント体系 

   佐世保市の情報セキュリティマネジメントの体系は以下のとおりであ

る（添付資料Ｑ＆Ａ別紙１－５参照）。 

 

 

電子情報と紙媒体の文書を共通して取り扱う、佐世保市情報セキュリテ

ィポリシーを筆頭とし、その内規・施策である情報セキュリティ行動指針、

情報セキュリティ行動計画が置かれる。 

   そして、電子情報と紙媒体の文書の性質の違いにより、①両情報を対象

とする佐世保市情報資産取扱要綱、②紙媒体の文書のみを対象とする文書

規定が設けられている。 
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第３ 外部業者への委託状況 

佐世保市が保有する主な電子情報基盤において外部業者への委託内容

は、以下のような内容になっている（添付資料Ｑ＆Ａ別紙１-5 参照）。 

 内容 実施主体 対象 委託内容等について 

１ ネ ッ ト 環 境

構築 

情報政策課 庁内ネットワ

ーク機器等 

庁内ネットワーク機器、

パソコン等の構築、設

定、セキュリティパッチ

の適用、ヘルプデスク対

応等について委託を行

っている。 

２ 端 末 の ウ イ

ルス対策 

情報政策課 情報政策課配

布の端末 

ウイルス対策ソフトを、

情報政策課にて必要ラ

イセンス数購入し、各端

末にインストールして

いる。 

ウイルス感染時の調査

等は庁内ネットワーク

の保守委託に含めてい

る。 

各課 各課調達の端

末 

３ サーバ設置・

維持管理 

情報政策課 庁内ネットワ

ークサーバ 

サーバの障害対応、セキ

ュリティパッチの適用、

ヘルプデスク対応等に

ついて委託を行ってい

る。 
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各課 各課調達サー

バ 

各課において委託等の

対応を行っている。 

４ 端末・サーバ

の廃棄 

端末、サーバ

の所管課 

廃棄端末、サ

ーバ 

データ消去ソフトによ

る消去又はＨＤＤの物

理的破壊をした後破棄

等を行っている。 

業者にデータ消去、物理

的破壊を行わせる場合

は、データ消去証明書、

破壊証明書を提出させ

るようにしている。 

 

第５章 佐世保市の情報施策に関する内規 

 

第１ 前論 

   佐世保市の情報セキュリティの現状把握とその分析、評価にあたり、佐

世保市における情報セキュリティを含めた情報施策とその運用の根拠と

なる規則や要綱等を把握する必要がある。佐世保市によると、電子情報に

関する情報セキュリティについての施策としては、上述のとおり、情報セ

キュリティポリシー（以下「セキュリティポリシー」と略称することがあ

る。）を基本的な規則とし、その具体的運用については、佐世保市情報資産

取扱要綱が設けられている。そして、職員が参照すべきマニュアルとして、

佐世保市情報セキュリティガイドブックが存在する。 

   本章では、佐世保市の情報施策に関する内規として、情報セキュリティ

ポリシー及び佐世保市情報資産取扱要綱（以下「情報資産取扱要綱」また

は端的に「要綱」と略称することがある。）を取り上げ、必要に応じて、条
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文を摘示し、また、評価及び意見を呈示する。なお、佐世保市情報セキュ

リティガイドブック（以下「情報セキュリティガイドブック」と略称する

ことがある。）については、概要を取り上げ、別途、佐世保市におけるセキ

ュリティ検証の際に関連部分を適宜取り上げる。 

 

第２ 佐世保市情報セキュリティポリシー 

 １ 佐世保市情報セキュリティポリシーは、佐世保市の情報施策の基本原 

  則を定める内規である。第１条にて、目的条項が設けられている。 

 

（目的） 

第１条 このポリシーは、市において作成し、又は収受した情報に対し、

情報セキュリティを適切に維持するための基本方針並びに管理及び運

用方針を定めることにより、情報の適正な管理及び円滑な運用を図るこ

とを目的とする。 

 

 ２ 佐世保市が情報管理、セキュリティにあたり対象とする「情報」は、佐

世保市情報公開条例の「情報」（同条例第２条１項）と同じである（セキュ

リティポリシー第２条２号）。すなわち、「実施機関の職員が職務上作成し、

又は取得した文書、図化、写真、フィルム（マイクロフィルムを含む。）及

び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られた記録をいう。）であって、当該実施機関が

組織的に用いるものとして保有しているもの」である。 

３ 佐世保市が定義する情報セキュリティとは、情報資産の機密性（情報の

利用及び閲覧を行うことを許可された者だけが利用できること）、完全性

（情報の処理方法が正確かつ安全であること）、可用性（許可された者が必

要なときに情報の利用等できること）を維持することとされている（セキ
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ュリティポリシー第２条３号ないし６号）。 

この情報セキュリティの定義は、国際標準化機構（ＩＳＯ）基準の情報

セキュリティ３原則「ＣＩＡ」（「機密性」のＣｏｎｆｉｄｅｎｔｉａｌｉ

ｔｙ、「完全性」のＩｎｔｅｇｒｉｔｙ、「可用性」の「Ａｖａｉｌａｂｉ

ｔｉｔｙ」の各頭文字をまとめたもの）に則ったものである。国際標準化

機構は、ＣＩＡ３原則の他、真正性（Ａｕｔｈｅｎｔｉｃｉｔｙ）、責任追

跡性（Ａｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙ）、否認防止（Ｎｏｎ－Ｒｅｐｕｄｉ

ａｔｉｏｎ）、信頼性（Ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ）の特性を情報セキュリテ

ィの性質に追加しているが、日本産業企画（ＪＩＳ）の「情報技術‐セキ

ュリティ技術‐情報セキュリティマネジメントシステム‐用語」（ＪＩＳＱ

２７０００）では、情報セキュリティの定義につきＣＩＡ３原則としつつ、

注記として、「真正性、責任追跡性、否認防止、信頼性などの特性を維持す

ることを含めることもある。」と付記している。それゆえ、日本産業企画の

基準では、情報セキュリティはＣＩＡ３原則を基準としつつ、真正性等の

特性を採用するかどうかは、各企業、組織の判断に委ねているところであ

る。 

 ４ 佐世保市は、情報資産（ネットワーク、情報システム並びにこれらに関

する設備及び電磁的記録媒体、その他関連文書等）に対するリスクにつき、

これを最小限に止めるため防御すべき対象を第３条にて以下のとおり定

めている。 

 

（情報資産に対するリスク） 

第３条 情報資産に対するリスクを最小限に留めるために、次に掲げる事

項から情報資産を守らなければならない。 

⑴ 権限のない者による情報資産の破壊、盗難若しくは不正アクセス又

は不正操作による情報資産の破壊、改ざん、消去等 
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⑵ 権限のある者による情報資産の無断持出、誤操作、認証情報の不適

切な管理若しくは不正行為又は事故による情報資産の破壊、改ざん、

消去、漏えい等 

⑶ コンピュータウイルス、地震、落雷、火災、停電若しくはそ害等の

災害又は事故による業務の停止 

 

 ５ 情報セキュリティポリシーは、実施機関全ての職員（市長、副市長等の

「特別職」を含む。）及び実施機関が保有する情報に適用される（セキュリ

ティポリシー第４条）。職員は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律や

佐世保市個人情報保護条例等情報管理の責務を定める法令の遵守、情報セ

キュリティの重要性への理解、情報の秘密保持、業務目的外の情報収集や

使用禁止等の義務を負い、その不正行為が明らかになった場合に処分が課

され得ることが定められている（セキュリティポリシー第５条）。 

 ６ 佐世保市が管理する情報については、機密性、完全性及び可用性に応じ

て、その重要度に応じた情報セキュリティ対策が課される（セキュリティ

ポリシー第７条）。そして、その具体化策として、①物理的セキュリティ対

策（情報システムを設置する施設、通信回線及び職員等の端末機等の管理

につき物理的な対策を施すもの）、②人的セキュリティ対策（情報を取り扱

う職員等が情報セキュリティに関する知識を修得し情報漏洩防止に努め

るもの）、③技術的セキュリティ対策（端末機等の管理、アクセス制御、不

正プログラム対策、不正アクセス対策、通信環境の分割等の技術的対策）、

④運用面のセキュリティ対策（情報セキュリティポリシーの実行性確保の

ため、情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況確認、

外部委託を行う際のセキュリティ確保等運用面の対策）を講じるものとさ

れている（セキュリティポリシー第８条）。 

 ７ その他、佐世保市は、情報セキュリティポリシーの遵守状況検証のため、
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定期的に情報セキュリティ監査及び自己点検を実施し（セキュリティポリ

シー第９条）、情報セキュリティポリシー自体の見直し（セキュリティポリ

シー第１０条）、職員に対する情報管理についての教育、研修を計画・実施

（セキュリティポリシー第１１条）を行う。 

  

【評価】情報セキュリティポリシーは、その目的と目的達成のため行うべき

施策につき、基本的事項を定めるものであるが、国際標準化機構（ＩＳＯ）

及び日本産業企画（ＪＩＳ）の基準に従い、企業・組織内の情報セキュリ

ティ３原則「ＣＩＡ」をもって定義付け、同基準にも謳われている、機密

性、完全性、可用性に応じた重要性毎の情報の分類、セキュリティの具体

策が定められており、現行にて特別に指摘するべきものはない。 

 

 【意見】なお、国際標準化機構（ＩＳＯ）が、情報セキュリティ３原則「Ｃ

ＩＡ」以外に、真正性、責任追跡性、否認防止、信頼性という４特性が追

加された理由は、サイバー攻撃が珍しくなくなりつつあることによるもの

である。情報流出について、かつては、流出源である情報機器を操作する

者のミスが主な原因であったため、もっぱらインターネット利用者側のみ

の対処をもって情報流出を抑えることが概ね可能であり、それゆえ完璧に

近い流出予防を求められていた。しかし、インターネット技術の加速的な

進化に伴う、多様化したマルウェアによる攻撃、インターネットを利用し

た詐欺、本来の攻撃対象につきセキュリティ対策が強力であることから、

脆弱な中継点を攻撃・確保しての間接的攻撃等、サイバー攻撃が複雑とな

っている。その手法は悪い意味で飛躍的であり、情報セキュリティは、従

来のＣＩＡの範囲での自衛のみならず、常時第三者からのサイバー攻撃を

受ける可能性があることとサイバー攻撃の内容への理解、情報流出が発生

した場合の事後対応、外部委託業者が関わる情報流出の契機への注意が必
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要となった。それらに対応すべく、新たな４特性が追加され、従来のＣＩ

Ａと併せて７特性と称されている。佐世保市にて、情報セキュリティの基

本原則たるセキュリティポリシーにつき、ＣＩＡに新たな４特性を加える

かどうかを検討されたい。 

   なお、このことについては、後述する佐世保市情報資産取扱要綱におい

て、真正性、責任追跡性、否認防止、信頼性を意識した規定が設けられて

いることについても併せて考慮するべきである。 

 

第３ 佐世保市情報資産取扱要綱 

 １ 佐世保市情報資産取扱要綱は、佐世保市の情報資産につき、情報セキュ

リティポリシーにて定められている事項を具体化し、また、規定されてい

ない事項を補足するものである。 

 ２ 佐世保市情報資産取扱要綱は、佐世保市の情報施策の組織として、佐世

保市長が最高情報セキュリティ責任者であること（要綱第３条）、総務部長

が情報セキュリティ統括監理者であること（要綱第４条１項）、総務部総務

課長がもっぱら紙媒体の文書を対象とする文書情報セキュリティ監理者

であること（要綱第５条１項及び２項）、総務部情報政策課長が電子情報を

対象とする電子情報セキュリティ監理者であること（要綱第５条１項及び

３項）を定め、これらの者の権限とその配分、各員の関係を規定している。 

   その他、各部局に、情報セキュリティ統括者（要綱第６条）、情報セキュ

リティ責任者（要綱第７条）、情報セキュリティ担当者（要綱第８条）の配

置とその権限、義務が定められている。 

 ３ 佐世保市情報資産取扱要綱は、前２の個別の情報施策上の役名の他、情

報セキュリティ委員会（要綱第９条）及び情報セキュリティ運営委員会（要

綱第１０条）について、その構成員と役割を定める。 

 ４ 佐世保市情報資産取扱要綱第１４条は、佐世保市が保有する情報資産に
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つき、そのセキュリティレベルを分類し、必要に応じて取扱制限を行うこ

と、及び、同レベルにつき情報セキュリティ責任者が設定するものとして

いる。また、情報資産につき、個人情報の安全管理については、死者の情

報も生存者の情報と同様に取り扱うとしている。 

 

（情報資産の分類） 

第１４条 本市における情報資産は、情報セキュリティの管理単位毎に次

に掲げるセキュリティレベルに分類し、必要に応じて取扱制限を行うも

のとする。 

佐世保市における情報資産の分類 

分類  分類基準  個人情報  取扱制限  

Ⅰ類  市民の生命、財産、プラ

イバシー等に重大な影

響を及ぼすもの  

個人情報を含

む。  

・定期的なバッ

クアップデータ

の作成  

・各職員単位で

はなく、部署の

情報管理責任者

が管理する。  

Ⅱ類  市民サービスの停止又

は行政事務の執行等に

重大な影響を及ぼすも

の  

個人情報（情報

公開の対象と

なるものに限

る。）を含む。  

Ⅲ類  市民サービスの遅延又

は行政事務の執行等に

軽微な影響を及ぼすも

の  

個人情報を含

まない。  

 

Ⅳ類  行政事務の執行等に影

響をほとんど及ぼさな

いもの  

公開情報  
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※監査人注記：上記情報セキュリティ分類レベルに応じて各部局の担当

者は必要に応じ取扱の制限を行うものとしている。特に個人情報におい

ては文書情報、電子情報に関わらず法律に基づき慎重且つ安全に管理を

行うことを目的としている。 

また、情報資産管理においてセキュリティレベルⅠ・Ⅱ類について定期

的なバックアップと書き込み禁止措置及び厳重な管理のもとで不慮の事

故（火災や災害等）に備え保管体制を整えている。 

２ 個人情報の安全管理措置については、死者の情報も生存者の情報と同

様に取り扱うものとする。この場合において、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号）において「特定個人情報」とは「個人番号を含む個人情報」と定

義され、地方公共団体については個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５７号）における個人情報の定義が適用されるため「生存す

る個人に関する情報」となる（個人番号については死者も含む。）が、実

務上、保管している特定個人情報の主体が死者となったかどうかは必ず

しも分別できないことから、当該特定個人情報の主体が死者となった場

合であっても、引き続き同様の安全管理措置を図る必要があることに留

意すること。 

３ 情報のセキュリティレベルは、情報セキュリティ責任者が設定するも

のとする。 

 

 ５ 佐世保市情報資産取扱要綱における、佐世保市情報資産の作成、入手、

管理、利用、保管、移動、廃棄等一連の取扱いに関する規制等概略は以下

のとおりである。 

 （１）情報資産の作成 

情報の作成にあたっては、要綱第１４条分類に基づく分類と取扱制限
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を定める。これにつき、情報セキュリティ責任者の承認を要する（要綱第

１７条）。 

 （２）情報資産の入手 

    職員等が入手した情報については、庁内の者が作成した情報について

は、前（１）の分類に基づく取扱いを行い、庁外の者が作成した情報につ

いては、入手者が要綱第１４条分類に基づく分類と取扱制限を定める。

入手した情報資産の分類が不明である場合には、情報セキュリティ責任

者の判断を仰がねばならない（要綱第１８条）。 

 （３）情報資産の管理 

    情報資産の管理のため、情報セキュリティ責任者が、要綱第１４条分

類にて識別した情報資産につき、セキュリティレベルを台帳等に記載し、

随時更新しなければならない（要綱第１６条１項）。 

    そして、職員等は、情報資産の分類表示、必要に応じて取扱い制限を

明示する等しなければならない（要綱第１６条２項）。 

 （４）情報資産の利用 

    職員等の情報資産の利用にあたり、業務以外の目的の利用は禁止され、   

かつ、情報資産の分類に応じた適切な取扱いを要求される。また、利用  

対象となる情報資産が含まれる記録媒体に要綱第１４条分類が異なる

情報が複数記録されている場合、その取扱いにあたり最高度の分類に従

わなければならない（要綱第１９条）。 

 （５）情報資産の保管 

    情報資産の保管にあたり、情報セキュリティ責任者は、要綱第１４条

分類に従った適切な管理を行わなければならない。特に、セキュリティ

レベルⅠ・Ⅱ類（個人情報を含む情報）は、①電子情報の定期的なバッ

クアップデータ作成、②外部記録媒体長期保存時の書き込み禁止等措置

実施、③外部記録媒体の保管につき施錠可能な耐火金庫等で適切な場所
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での保管、④鍵付きの保管庫への保管を要する（要綱第２０条／添付資

料 Ｑ＆Ａ別紙２３参照）。 

 （６）情報資産の移動（送信、運搬、提供・公表） 

   ア 情報資産の電子メールでの送信については、必要に応じて暗号化又    

はパスワード設定を行わなければならない（要綱第２１条）。 

   イ 情報資産を車両等により物理的に運搬する場合、セキュリティレベ    

ルⅡ以上の情報資産を運搬する者は、必要に応じ鍵付きのケース等に   

格納し、暗号化またはパスワードの設定を行う等が必要であり、かつ、 

情報セキュリティ責任者の許可を得なければならない（要綱第２２ 

条）。  

   ウ 情報資産の提供・公表につき、セキュリティレベルⅡ以上の情報資

産を外部に提供する者は、必要に応じて暗号化またはパスワード設定

を行わなければならず、かつ、情報セキュリティ責任者の許可を得な

ければならない。住民に公開する情報資産につき、情報セキュリティ

責任者は、完全性（ＣＩＡ原則の内のＩｎｔｅｇｒｉｔｙであり、情

報の内容が正しく最新であること）を確保しなければならい（要綱第

２３条）。    

 （７）情報資産の廃棄 

    セキュリティレベルⅡ以上の情報資産の廃棄をする者は、記録媒体不  

要時、記録媒体の初期化等、情報を復元できないように処置した上で廃  

棄しなければならず、その措置の実行にあたっては、情報セキュリティ  

責任者の許可を得たうえで、日時、担当者及び処理内容の記録を作成し 

なければならない（要綱第２４条）。 

 （８）情報資産の共有使用 

    なお、情報資産を複数の部署にて共有して取り扱う場合、各セキュリ

ティ責任者は、部外者による漏洩や改ざん等を防ぐために必要な措置を
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取るものとし、セキュリティ確保が困難となるおそれがある場合、セキ

ュリティ責任者にて共有を制限することができるものとされている。 

 ６ 佐世保市情報資産取扱要綱は、物理的セキュリティとして以下の事項を

定めている。 

 （１）サーバ等機器取付時の外的悪影響の除去（要綱第２６条） 

 （２）サーバの冗長化対策（要綱第２７条） 

 （３）サーバ等機器に対する停電時予備電源確保、落雷時の過電流対策（要

綱第２８条） 

 （４）通信ケーブル及び電源ケーブルの保全、ネットワーク接続口等の第三

者使用防止（要綱第２９条） 

 （５）サーバ等定期保守及び実施時の情報保護（要綱第３０条） 

 （６）庁舎外でのサーバ等機器設置時の情報セキュリティ統括監理者（総務

部長）による要承認等（要綱第３１条） 

 （７）機器廃棄・リース品返却時の情報消去及び復元不能措置（要綱第３２

条） 

 （８）サーバ類等の保全（要綱第３３条）、接触管理（要綱第３４条）、機器

搬入出時の注意（要綱第３５条）等 

 （９）通信回線及び通信回線装置の保全、機器との接続時のセキュリティ対

策（要綱第３６条） 

 （１０）情報系端末の庁舎外持出原則禁止（要綱第３７条） 

 （１１）端末機等管理における物理的措置、パスワード設定等（要綱第３８

条） 

 ７ 佐世保市情報資産取扱要綱は、人的セキュリティとして以下の事項を定

めている。 

 （１）職員等の情報セキュリティポリシー及び本要綱の遵守義務、業務以外

の理由による情報処理システム使用禁止、庁舎外での端末の原則使用禁
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止とその例外措置、支給端末と私用端末の利用に関する記録作成及び制

約、異動・退職時の情報資産返却義務及び秘匿義務（要綱第３９条） 

（２）嘱託職員及び臨時職員に必要である情報セキュリティポリシー遵守（要

綱第４０条） 

 （３）職員等への情報セキュリティポリシー等の掲示（要綱第４１条）、委託

事業者への情報セキュリティポリシー等の説明等（要綱第４２条） 

 （４）職員等への研修・訓練の実施（要綱第４３条ないし第４６条） 

 （５）庁舎内及び佐世保市管理の情報資産に関する事故、欠陥発生時の職員

等の報告義務、分析、記録、保存（要綱第４７条ないし第４９条） 

 （６）職員等の業務外での使用者ＩＤ使用禁止、パスワード設定の注意、違

反時の利用制限措置（要綱第５０条） 

８ 佐世保市情報資産取扱要綱は、技術的セキュリティとして以下の事項を

定めている。 

 （１）電子情報セキュリティ監理者（総務部情報政策課長）の職員利用可能

ファイルサーバ容量設定及びファイルサーバの部署等単位による区分

設定義務（要綱第５１条） 

 （２）電子情報セキュリティ監理者及び情報セキュリティ責任者による定期

的なバックアップ実施（要綱第５２条） 

 （３）電子情報セキュリティ監理者及び情報セキュリティ責任者による情報

システム運用の実施作業記録作成及び保全、委託事業者への確認体制構

築義務（要綱第５３条） 

 （４）電子情報セキュリティ監理者及び情報セキュリティ責任者の情報シス

テム仕様書等保管義務（要綱第５４条） 

 （５）電子情報セキュリティ監理者及び情報セキュリティ責任者の情報シス

テム利用者履歴保存義務（要綱第５５条）、システム障害記録の保存義務

（要綱第５６条） 
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 （６）電子情報セキュリティ監理者のファイアウォール、ルータ等通信ソフ

トウェア等設定、情報機器への不正アクセスや情報漏洩等防止のための

管理義務（要綱第５７条） 

 （７）情報セキュリティ責任者の佐世保市イントラネットワーク、他団体と

情報システム接続（要綱第５８条）、個別ネットワーク新設時（要綱第５

９条）の要承認、許可申請等 

 （８）電子情報セキュリティ監理者による佐世保市地域イントラネットワー

クの利用制限（要綱第６０条） 

 （９）情報セキュリティ責任者の電子申請汎用受付システム等外部者が利用

できるシステムにつき必要に応じて他のネットワーク及び情報システ

ムとの分離措置を行う義務（要綱第６１条） 

 （１０）電子情報セキュリティ監理者及び情報セキュリティ責任者が外部ネ

ットワークと接続する際の措置、事前の責任所在明確化、要承認、リス

ク発生時の即時遮断等の義務（要綱第６２条） 

 （１１）情報セキュリティ責任者の複合機セキュリティ管理義務（要綱第６

３条）、特定用途機器のセキュリティ管理義務（要綱第６４条） 

 （１２）電子セキュリティ監理者及びセキュリティ責任者の盗聴対策措置義

務（要綱第６５条） 

 （１３）電子情報セキュリティ監理者の電子メール関連セキュリティ管理義

務（要綱第６６条） 

 （１４）職員等の電子メール利用につき、自動転送機能使用、業務上不要の

送信先への電子メール送信の禁止、電子メール送信時の遵守事項（要綱

第６７条） 

 （１５）職員等の無許可ソフトウェアインストール等禁止（要綱第６８条）、

機器構成等変更の禁止（要綱第６９条） 

 （１６）職員等の取扱端末と佐世保市地域イントラネットワークの無許可接
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続の禁止（要綱第７０条） 

 （１７）職員等の業務以外の目的でのウェブ閲覧禁止（要綱第７１条） 

 （１８）電子情報セキュリティ監理者の情報系端末の障害時窓口対応、新規

端末導入時の基本設定手順書作成、ソフトウェアの更新計画策定等技術

的管理の義務、端末機等の管理責任者及び使用者の佐世保市地域イント

ラネットワーク接続端末の設定変更禁止、情報セキュリティ責任者の業

務用持出モバイル端末導入時の暗号化等構築、取扱要領等作成義務（要

綱第７２条） 

 （１９）電子情報セキュリティ監理者及び情報セキュリティ責任者の使用者

ＩＤとアクセス権限結合設定、使用者ＩＤによる電子情報利用等の権

限・更新権限付与、アクセス権限等の組織改編・人事異動に応じた改変、

管理者権限等の特権の最小限化と厳重管理の義務、職員等の必要性喪失

時の利用者登録抹消等の義務、電子情報セキュリティ監理者及び情報セ

キュリティ責任者による特権を付与されたＩＤの利用者限定、ＩＤとパ

スワードの厳重管理、外部委託業者へのパスワード変更手続依頼禁止、

設定に際してのセキュリティへの留意義務（要綱第７３条） 

（２０）情報セキュリティ責任者の特権によるネットワーク及び情報システ

ム接続時間の最小限制限（要綱第７４条） 

（２１）情報セキュリティ責任者のシステム開発責任者・作業者特定、その

アクセス権限設定、使用ハードウェア及びソフトウェアの特定義務（要

綱第７５条、第７６条） 

（２２）情報セキュリティ責任者の開発環境及び運用環境の分離及び移行手

順明確化のためのシステム開発、保守及びテスト環境とシステム運用環

境の分離、システム運用環境への移行にあたっての手順明確化及び情報

資産の保全、新情報システム導入にあたっての十分な試験実行、運用テ

スト時の疑似環境操作確認、テストデータからの個人情報及び機密性の

─ 198 ─



 
 

高いデータの排除、電子情報セキュリティ監理者が管理するシステムと

の接続等における同監理者との協議等の義務、電子情報セキュリティ監

理者及び情報セキュリティ責任者の所轄するシステムに関わる責任及び

運用保守管理要綱を定め維持する義務（要綱第７７条） 

（２３）情報セキュリティ責任者のシステム開発・保守に関連する資料及び

文書の保管、テスト結果の一定期間保管、情報システムに係るソースコ

ードの適切な方法による保管義務（要綱第７８条） 

（２４）情報セキュリティ責任者の情報システム追加、変更または廃止時の

手順書作成とこれに基づく管理、その履歴の記録、運用保守管理要綱の

改訂義務（要綱第７９条） 

（２５）情報セキュリティ責任者の開発・保守用のソフトウェア等更新・パ

ッチ適用時の他情報システム整合性確認義務（要綱第８０条） 

（２６）電子情報セキュリティ監理者の不正プログラム対策を目的とする不

正プログラムのチェック、情報収集、セキュリティソフトのインストー

ル及びアップデート等の義務（要綱第８１条） 

（２７）佐世保市地域イントラネットワークに接続していない端末機等の管

理責任者が所管する端末機等へのセキュリティソフトインストール及び

アップデート、佐世保市管理媒体を職員に使用させることの禁止等義務

（要綱第８２条） 

（２８）職員等の不正プログラム対策を目的とするインストール済みセキュ

リティソフトの設定変更禁止、外部からのデータ受信及びソフトウェア

インストール、添付ファイルがある電子メール送信時のウイルススキャ

ン、不審な電子メールの速やかな削除、定期的なウイルススキャン、電

子情報セキュリティ監理者からのウイルス情報の確認、コンピューター

ウイルス等の不正プログラム感染時の即時端末利用停止と電子情報セキ

ュリティ監理者への連絡義務（要綱第８３条） 
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（２９）電子情報セキュリティ監理者及び情報セキュリティ責任者の所轄す

るネットワーク及び情報システムへの不正な侵入・利用の防止、探知の

措置、不正侵入・利用発生時の即時のネットワーク切断・情報システム

停止措置、不正アクセス行為の禁止等に関する法律等法令違反の攻撃発

生時の記録保全、再発防止義務、情報セキュリティ責任者の不正アクセ

ス障害による庁舎内外への重大影響発生判断時の電子情報セキュリティ

監理者への報告等義務（要綱第８４条） 

（３０）電子情報セキュリティ監理者のセキュリティ情報収集、庁内への通

知等義務（要綱第８５条） 

（３１）電子情報セキュリティ監理者のマイナンバー取扱系の他領域との通

信断絶措置、ＵＳＢメモリ等の記録媒体による情報持出防止措置、ＬＧ

ＷＡＮ利用系とインターネット利用系の両環境間の通信環境分離及び必

要な通信のみの許可等、インターネット利用系における不正通信監視強

化と情報セキュリティインシデントの早期発見・対処及びＬＧＷＡＮへ

の不適切なアクセス監視等、自治体情報セキュリティクラウド参加推進

義務。電子情報セキュリティ監理者及び情報セキュリティ責任者のマイ

ナンバー取扱系情報システム利用時の多要素認証使用義務（要綱第８５

条の２） 

９ 佐世保市情報資産取扱要綱は、運用管理（運用上のセキュリティ対策）

として、以下の事項を定める。 

（１）電子情報セキュリティ監理者及び情報セキュリティ責任者の所轄ネッ

トワーク及び情報システム運用監視、重要なアクセスログ等を取得する

サーバの正確な時刻設定及びサーバ間の時刻同期措置義務（要綱第８６

条） 

（２）電子情報セキュリティ監理者及び情報セキュリティ責任者の情報セキ

ュリティポリシー遵守状況確認及び問題発生時の最高情報セキュリティ
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責任者への報告義務、最高情報セキュリティ責任者の問題対処義務（要

綱第８７条） 

（３）電子情報セキュリティ監理者及び情報セキュリティ責任者の不正アク

セス、不正プログラム等調査のための職員等に対する端末機等、記録媒

体アクセス記録、電子メールの送受信記録等利用状況調査権限（要綱第

８８条） 

（４）職員等の情報セキュリティポリシーに対する違反行為発見時の上位者

への報告義務、電子情報セキュリティ監理者及び情報セキュリティ責任

者の問題対処義務（要綱第８９条） 

（５）電子情報セキュリティ監理者及び情報セキュリティ責任者の所轄ネッ

トワーク及びセキュリティレベルⅠ、Ⅱ類の情報システム停止の緊急事

態継続時における代替的業務継続計画策定並びに情報セキュリティ変化

及び組織体制改変等に応じた業務継続計画見直し実施義務（要綱第９０

条） 

（６）電子情報セキュリティ監理者及び情報セキュリティ責任者の緊急時業

務継続訓練計画及び実施義務（要綱第９１条）、緊急事態発生時の業務継

続計画に従った対処義務（要綱第９２条） 

（７）情報セキュリティ責任者の業務処理等外部委託時選定基準につき情報

セキュリティ対策確保及び情報セキュリティに関する認証取得状況等確

認義務（要綱第９３条） 

（８）電子情報セキュリティ監理者及び情報セキュリティ責任者のクラウド

サービス等外部サービス利用時の規定整備義務（要綱第９３条の２） 

（９）電子情報セキュリティ監理者のソーシャルメディアサービス利用に関

する運用手順作成、発信情報規定、責任者指定義務（要綱第９３条の３） 

（１０）情報セキュリティ責任者の業務処理等外部委託時または地方自治法

第２４４条の２・３項規定指定管理者の施設管理時における契約書への
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情報セキュリティ遵守事項等の明記及び遵守状況監督、庁外の情報処理

委託時の安全管理事項規定・実施義務（要綱第９４条） 

（１１）情報セキュリティ責任者の委託事業者のセキュリティ対策定期的確

認義務（要綱第９５条） 

（１２）文書情報セキュリティ監理者、電子情報セキュリティ監理者及び情

報セキュリティ責任者の緊急時例外措置実施における最高情報セキュリ

ティ責任者への事後報告義務（要綱第９６条）、最高情報セキュリティ責

任者の例外措置申請書・審査結果の保管義務（要綱第９７条） 

（１３）職員等の法令遵守義務（要綱第９８条） 

（１４）職員等及びその監督責任者の情報セキュリティポリシー違反につき

地方公務員法による懲戒処分の対象となること（要綱第９９条） 

（１５）職員等の情報セキュリティポリシー違反行動確認時の速やかな上位

者への通知等義務、情報セキュリティ責任者の指導によって改善されな

い場合の電子情報セキュリティ監理者による当該職員等のネットワーク

等使用停止または剥奪処分権限等（要綱第１００条） 

１０ 佐世保市情報資産取扱要綱は、情報セキュリティポリシー及び本要綱

の実施状況に関する調査、評価、本要綱の見直しのため、以下の事項を定

める。 

（１）佐世保市庁舎内における年１回の監査実施（要綱第１０１条ないし第

１０８条） 

（２）電子情報セキュリティ監理者及び情報セキュリティ責任者主導の定期

的な自己点検実施（要綱第１０９条ないし第１１１条） 

（３）要綱の見直し（要綱第１１２条） 

 

【評価】情報セキュリティポリシーが、基本的に、企業・組織内の情報セキュ

リティ３原則「ＣＩＡ」を定めているところ、佐世保市情報資産取扱要綱
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は、以下のとおり「ＣＩＡ」以外に、真正性、責任追跡性、否認防止、信

頼性と４特性をも意識した内容となっている。情報セキュリティの進化は、

間断無いサイバー攻撃の複雑化、常態化との応酬であるところ、ＣＩＡ３

原則以外にも留意していることは適切である。 

 （１）機密性（Ｃｏｍｆｉｄｅｎｔｉａｌｉｔｙ） 

   ア 定義 

認定されていない個人や組織・媒体に対する使用開示をしない。 

イ 対策方法 

  難解なパスワード設定、アクセス制限及びパーミッション設定によ 

る閲覧・編集・実行権限付与 

ウ 佐世保市情報資産取扱要綱の該当条文 

  第２１条、第２２条、第２３条１項、第２４条、第２５条、第３０ 

条２項、第３２条、第３３条１項、第３４条１項ないし４項、第３６条

４項、第３７条、第３８条、第３９条、第４０条、第４１条、第４２条、

第５０条、第６５条、第８５条の２・３項 

 （２）完全性（Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ） 

   ア 意義 

     情報機器に保管され、また、取り扱われる情報が正確である。 

   イ 対策方法 

     エスケープ処理・暗号化・変更履歴や操作履歴等のログ取得・保管、

情報自体の慎重な分析 

   ウ 佐世保市情報資産取扱要綱の該当条文 

     第２３条２項、第５２条 

 （３）可用性（Ａｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙ） 

   ア 意義 

     情報取扱いを許容された組織や媒体が要求した時、アクセスや使用 
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    を可能にする。 

   イ 対策方法 

     定期的なバックアップ、予備サーバの設定 

   ウ 佐世保市情報資産取扱要綱の該当条文 

     第２０条、第２７条、第２８条、第２９条、第３０条１項、第３６

条６項、第３７条、第５１条、第５２条、第５４条、 

 （４）真正性（Ａｕｔｈｈｅｎｔｉｃｉｔｙ） 

   ア 意義 

利用者や情報そのものが本物であることを明確にすることであり、

なりすましや偽情報ではないことを証明する。 

   イ 対策方法 

     使用者ＩＤとパスワード、アクセス権限の紐づけ記録作成、デジタ

ル署名や二段階認証・生体認証等端末作動時の最新ログイン方法の導

入 

   ウ 佐世保市情報資産取扱要綱の該当条文 

     第７３条、第８５条の２・２項 

 （５）責任追跡性（Ａｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙ） 

   ア 意義 

     ある行為が誰によって行われたかの一連の動作を明確にすること

であり、利用者やシステムの責任を説明できるようにする。 

   イ 主な対策方法 

     デジタル証明やアクセスログ、操作履歴、ログイン履歴等のログ情

報の取得・記録、作業記録の作成 

   ウ 佐世保市情報資産取扱要綱の該当条文 

     第３４条５項ないし７項、第４９条、第５３条、第５５条、第８８

条、 
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 （６）否認防止（Ｎｏｎ－Ｒｅｐｕｄｉａｔｉｏｎ） 

   ア 意義 

     情報の作成者の作成事実のように個人や組織が情報システム等利

用時に行った行為について後から否認できないようにする。 

   イ 主な対策方法 

     デジタル証明や取得したログ情報の正確な記録保管 

   ウ 佐世保市情報資産取扱要綱の該当条文 

     第８６条２項 

 （７）信頼性（Ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ） 

   ア 意義 

     情報システムの処理が、欠陥や不具合なく確実に行われることであ    

り、システムを問題なく使い続けることができるようにする。 

   イ 主な対策方法 

     ソフトウェア・アプリケーションの欠陥、不具合発生を防止する情

報システム設計・構築等 

   ウ 佐世保市情報資産取扱要綱の該当条文 

     第２６条、第２８条、第２９条、第３３条３項・４項、第３５条、

第３６条１項ないし３項・５項・６項、第５１条、第５７条、第６６

条、第７７条、第８０条、第８１条、第８４条、第８５条の２・５項、

第８６条１項 

 

   【意見】佐世保市情報資産取扱要綱は、条文の構成上、主語（特に、情報

セキュリティのための義務を負う者）が、四分五散している。その結果、

一見して、佐世保市の情報施策の組織である、最高情報セキュリティ責

任者（佐世保市長）、情報セキュリティ統括監理者（総務部長）、文書情

報セキュリティ監理者（総務部総務課長）、電子情報セキュリティ監理
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者（総務部情報政策課長）、情報セキュリティ統括者（各部署に設置）、

情報セキュリティ責任者（各部署に設置）及び情報セキュリティ担当者

（各部署に設置）が、佐世保市の情報セキュリティについて、いかなる

権限の下、いかなる義務を負うのかの理解が困難である。また、上記の

各役職間の報告の流れやその他の関係も把握し辛い。これについては、

本要綱が、情報セキュリティの内容毎に区分されていること、さらに、

情報技術の著しい進化に併せて、上記のＣＩＡ原則の他、真正性、責任

追跡性、否認防止、信頼性の４特性への対応の必要から、情報セキュリ

ティの内容がより分化したことが原因と考えられ、やむを得ない部分が

ある。 

     この問題については、後述の佐世保市職員向け情報セキュリティガ

イドブックをもって補完しているので、同項でも触れるが、佐世保市情

報資産取扱要綱のみの問題として、上記各役職の権限及び義務並びに各

役職間にて行うべき指示・命令や報告について、図示したものを要綱に

添付することを検討していただきたい（添付資料「佐世保市の情報セキ

ュリティに関する各役職の権限・義務等の図」参照）。 

 

第４ 佐世保市情報セキュリティガイドブック 

 １ 佐世保市情報セキュリティガイドブックは、佐世保市情報セキュリティ

ポリシー及び佐世保市情報資産取扱要綱により規定される佐世保市の情

報セキュリティ全般について、職員等が参照すべきマニュアルである。 

   佐世保市は、情報セキュリティガイドブックを、職員がいつでも閲覧で

きるよう庁内ＦＡＱシステム等を活用し、配付している。 

 ２ 情報セキュリティの複雑化により、情報セキュリティポリシー及び佐世

保市情報資産取扱要綱の内容も難化したが、佐世保市の各職員は、各自が

担当する本来の公務を遂行しなければならず、情報セキュリティのために
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費やす労力及び時間は限られている。そこで、佐世保市総務部情報政策課

は、情報セキュリティポリシー及び佐世保市情報資産取扱要綱につき、職

員等が把握するべき情報セキュリティの意義、目的、具体的な事務処理等

を体系的にまとめた手順書として、情報セキュリティガイドブックを作成

している。 

   監査人は、佐世保市の職員等が、実際に認識している情報セキュリティ

に関する知識を把握するため、情報セキュリティガイドブック（令和２年

２月２７日第三版）の提出を受け、その内容を精査した。 

 ３ 情報セキュリティガイドブックは、以下の構成となっている。 

 （１）第一章 佐世保市の情報セキュリティマネジメント 

   ア 第一章 佐世保市の情報セキュリティマネジメント 

１－１ 地方自治体に求められる情報セキュリティ 

    情報セキュリティの一般的な重要性を前提に、特に地方自

治体では、市民の個人情報や企業の経営情報等の重要情報を

多数保有していること、情報を利用しての行政サービス提供

という業務態様であること等の特殊事情があるという高度の

情報セキュリティが求められることを説明している。また、昨

今のサイバー犯罪の動向や情報セキュリティへの１０大脅威

を説明している。 

１－２ 本市の考える情報セキュリティマネジメント 

    佐世保市の情報セキュリティマネジメント（管理）システム

の目的を「質の高い行政運営の市民への提供」と定め、さらに、

同マネジメントの間断ない改善のためＰＤＣＡサイクル（策

定・運用・評価・改善と見直しを繰り返すという組織運用方式）

を採用する旨述べている。 

１－３ 本市の情報セキュリティマネジメント体系 
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    佐世保市の情報セキュリメント体系（佐世保市情報セキュ

リティポリシーを頂点とし、佐世保市情報資産取扱要綱及び

文書規定を具体的な下位規範としている構造）を説明してい

る（本報告書第１８３ページの図参照）。 

１－４ 本市における情報セキュリティマネジメント体制 

    佐世保市における情報セキュリティマネジメントの各担当    

の役割名称と役割、各担当に就任する者の説明がなされてい

る。上記の情報資産取扱要綱につき、監査人にて提言した、各

担当の権限と義務につき、抽象的ながら「役割」という形式に

て説明がなされている。 

１－５  情報セキュリティに関する周知事項 

    各職員等が成すべき情報セキュリティ及び情報資産の取扱

等について遵守するべき事項、並びに、情報資産の管理責任

と事故発生時の処罰可能性についての説明がなされており、

情報セキュリティガイドブック所有者にてチェックを入れる

ことで確認する。 

イ 第二章 資産管理に係わる情報セキュリティ  

     ２－１－１ 情報を作る 

         情報作成にあたり、必要とされるセキュリティの程度に応   

じた情報の分類（Ⅰ類ないしⅣ類。本報告書第１９１ページ

の表参照。）、取扱い制限を定めることと、情報セキュリティ

責任者の承認を得ることを説明している。 

     ２－１－２ 情報を入手する 

 情報入手にあたり、入手源の庁内・庁外に対応して、情報資

産を分類し、これに基づき取り扱うべきことを定めている。 

     ２－１－３ 情報を利用する 
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         情報利用にあたり、目的外利用禁止、分類に従った取扱い

をすべきことを説明している。 

     ２－１－４ 情報を保管する 

         情報保管にあたり、情報資産分類に従った適切な管理、特

にⅠ類及びⅡ類につき、特段の対応の必要を説明している。 

     ２－１－５ 情報を廃棄する 

         情報廃棄にあたり、情報セキュリティ責任者の許可が必要  

であること、廃棄状況の記録必要、特に、情報資産分類Ⅰ類

及びⅡ類の廃棄につき特段の対応を要することを説明して

いる。 

２－２ セキュリティに関する事故を報告する 

    セキュリティ事故を例示のうえで、その発生時における速

やかな報告を行うべきことを最優先とし、隠匿等は禁止とし

ている。 

２－３ 佐世保市ＣＳＩＲＴについて 

    セキュリティ事故発生時の対応部署である佐世保市ＣＳＩ

ＲＴ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｉｎｃｉｄｅ

ｎｔ Ｒｅｓｐｏｎｓｅ Ｔｅａｍ）について、対象事故、

受付窓口を説明している。 

ウ 第三章 セキュリティ遵守事項  

３－１－１ 情報を管理する① 

    情報資産の定義、情報資産の作成・入手時の情報資産管理

システム登録、情報資産廃棄時の同システムからの削除等を

定めている。 

３－１－２ 情報を管理する② 

    情報資産の管理につき、セキュリティポリシー及び情報資
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産取扱要綱等を遵守するべきこと、情報資産の不正持出や業

務目的外の情報に関する利用禁止、職員の全庁ファイルサー

バ利用により電子情報の共有化に努めること、パソコンやモ

バイル端末及び紙文書の情報管理について定めている。 

３－１－３ 印刷する 

    印刷物につき情報漏洩の端緒になることへの注意、文書規

定に従っての管理を定めている。 

３－２ パソコンを管理する 

    セキュリティワイヤー等盗難防止措置、ログインパスワー

ドの設定条件及び定期的変更、ウイルス対策ソフトの定期的

更新とウイルススキャン実施を定め、禁止事項として、他人

のＩＤやパスワード使用、セキュリティ設定変更、不正コピ

ーソフトウェア使用及び自動ログイン設定等を定める。 

３－３ 情報を守る（バックアップ） 

    職員の必要なファイルのサーバ等、特に全庁ファイルサー

バへの保存推奨を説明している。 

３－４ 情報を守る（ウイルス対策） 

     ウイルス対策ソフトの稼働確認、フルスキャン、アップデ 

ード等について定めている。また、ウイルス感染を疑う状態

の際の対処を説明している。 

３－５ ＵＳＢメモリ等外部記録媒体を使う 

     ＵＳＢメモリ等外部記録媒体の原則利用禁止、ファイル移

動・コピーのための一時的な例外的利用につき、所属課備品

に限ること、情報政策課への事前許可申請が必要であること

等を定めている。 

３－６ 情報資産の承認申請・許可について 
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     情報資産の複写・持出・持込み・廃棄につき、情報セキュ   

リティ責任者の許可が条件であること、複写等につき記録を

残さなければならないこと等を定めている。 

３－７ マイナンバーの安全管理措置について 

    マイナンバーにつき、利用できる範囲、実際の利用にあたり

具体的な利用目的の特定の必要、他人への提供禁止と情報請

求禁止を定め、また、特定個人情報管理責任者と特定個人情報

事務取扱担当者を説明している。 

３－８ セキュリティワイヤーについて 

    各部署で導入されている端末等につき、各部署購入のワイ

ヤーを接続する必要がある。 

３－９ モバイル端末を使う 

    モバイル端末につき佐世保市支給のもの以外の使用原則禁  

止、個人所有のモバイル端末の庁内ＬＡＮ接続禁止等を定め

ている。 

３－１０ クラウドサービスを利用する  

     クラウドサービスを利用する際の慎重な選定について定

めている。 

３－１１ セキュリティ研修について 

     職員のセキュリティ研修の受講義務等について説明して    

いる。 

３－１２ 自己点検を行う 

     職員の定期的（年４回）の自己点検（全職員の情報セキ

ュリティ取組状況確認表、特定個人情報取扱担当者の安全

管理措置の実施状況確認表の提出） 

エ 第四章 情報受発信に係わる情報セキュリティ 
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     ４－１ ＩＤ・パスワード等を管理する 

         パスワード設定及び管理上の注意、共同利用ＩＤのパスワ  

ード設定・運用についての漏洩への注意等を説明している。 

     ４－２ 電子メールを送る 

         電子メール送信時の添付ファイル暗号化またはパスワー

ド設定等の注意、業務外の利用禁止等を定めている。 

４－３ 標的型攻撃メール（不審メール）に対応する 

    標的型攻撃メール受信時の速やかな削除、ＵＲＬや添付フ

ァイルを開いた時の対処等について定めている。また、標的

型攻撃メールの特徴と実際の被害例について説明し、職員に

対する注意喚起を行っている。 

４－４ Ｗｅｂサイトを閲覧する 

    業務以外のＷｅｂサイトは一切禁止を定めている。また、

「ポルノ」、「ギャンブル」、「ゲーム」、「出会い系」等分類され

るＷｅｂサイトやプログラムへのアクセスに対する利用制限

が施されていること、「情報セキュリティクラウド」による職

員のＷｅｂ閲覧情報取得、監視がなされていることの説明が

あり、職員への警告がなされている。 

４－５ ホームページを安全に運用する 

    佐世保市公式ホームページにつき、その運用時の適切な運

用について注意している。 

４－６ 私用パソコン等を業務で利用しない 

私用パソコン等の業務利用原則禁止、情報セキュリティ責

任者の許可がある場合の庁内ネットワーク接続禁止、私用ス

マートフォンでの庁内撮影禁止を定めている。 

４－７－１ ＳＮＳを利用する 
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    職員がＳＮＳを個人的に利用する場合、公務員としての立

場にあることから、ＳＮＳ利用の際、アカウントの乗っ取り

被害、ウイルス感染、不適切投稿等による紛争が一般人より

も拡大することを注意している。 

４－７－２ ＳＮＳを運用する 

    佐世保市の各部署のＳＮＳ運営の際、速やかに情報政策課

長へ届け出なければならないこと、地方公務員法その他関係

法令の遵守等を定めている。 

４－８ 臨時職員及び外部委託等について 

    臨時職員につき情報セキュリティポリシー及び各種要綱 

を正規職員同様に遵守させること、採用時の研修実施等を行

うこと、外部委託時に情報セキュリティ特記事項を契約内容

に含めること、受託者の本人確認等を行うこと、外部委託者に

よる情報資産庁外持出・返却の際情報セキュリティ責任者に

事前承認を要することを定めている。 

４－９ システムの利用履歴を記録する 

    各部署のシステムにつきログの取得、保存、解析を適切に 

行うこと、その際システム担当職員の留意事項、ログ解析時の

留意事項について説明している。 

   オ 様式集 

     以上の佐世保市職員の情報管理セキュリティ上の諸手続きに用い

る以下の書式が添付されている。 

電子情報等（Ⅰ、Ⅱ類）複写申請書兼許可書 

電子情報等外部持ち出し申請書兼許可書 

電子情報等持込み申請書兼許可書 

電子情報等消去・廃棄処分申請書兼許可書 
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電子情報等返還（廃棄）報告書（例） 

ＵＳＢメモリ等管理台帳 

カ 用語集 

          情報技術関連の専門用語に関する簡略な説明がなされている。 

 

【評価】情報セキュリティガイドブックは、情報セキュリティポリシー及び情

報資産取扱要綱につき、職員が留意すべき事項を簡略に整理した手順書で

ある。特に、情報セキュリティ３原則「ＣＩＡ」を中心とした事務対応を

簡素に記載しており、理解し易さを含め、概ね適切な内容と思われる。 

 

【意見】後述のとおり、各部署へ情報セキュリティに関するアンケートを行っ

た結果、情報セキュリティガイドブックについては、さらなる簡略を求め

る意見もあった。情報技術革新の加速的な進行とサーバ攻撃の複雑化によ

り、今後、ガイドブック改訂の際、内容の難化と職員からの簡略化の要望

という矛盾する要因が予想されるが、引き続き均衡の取れた手順書作成を

試行されたい。 

 

【意見】マルウェアに関する知識、ログの詳細に関する知識は、情報機器使用

者において、習得の度合いに大きく差がある事項である。プログラミング

学習等制御・演算の指示が可能等の段階に至らずとも、基本ソフトウェア

（ＯＳ）を利用できる段階であれば、マルウェアやログに関する知識は理

解可能であろう。情報セキュリティガイドブックにつき、マルウェアへの

警戒の必要とログを取得、保存、解析に努めることまでは記載されている

が、具体的な対処等までは不明である。①マルウェアの名称、被害内容、

感染経路、②ログにつき職員がよく使用するアプリケーションやウェブブ

ラウザにて取得、保存、解析する方法について、簡略な表を添付すること
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を検討されたい。 

 

【意見】情報資産取扱要綱でも意見として触れているが、各役職の権限及び義

務並びに各役職間にて行うべき指示・命令や報告についての理解につき、

情報セキュリティガイドブックでは、「１－４ 本市における情報セキュ

リティマネジメント体制」の部分にて、各役職の権限及び義務については、

平易な表現にて理解し易い記述があるが、各役職間の指示・報告について

整理された記載はなかった。情報資産取扱要綱と同様に、これらを図示し

たものを添付することを検討していただきたい。 

 

第６章 佐世保市庁舎内の情報セキュリティの現状１（物理的セキュリティ） 

 

第１ 佐世保市における物理的セキュリティ体制 

 １ サーバ等大型・大容量情報機器の設置・保管    

佐世保市では、電子情報セキュリティ管理を行う上で、サーバ等の機器

は火災、水害、埃、振動、温度、湿度の影響を極力排除する処置を施し配置

している（以下、佐世保市におけるサーバ保管部分を「サーバ類」と称す

る。）。そして、サーバ類につき、管理システムを集約、設置し物理的に外部

より容易にアクセスできない状態に保持している。またサーバ類への接触

には管理を行う特定の権限を持った者だけが許可され、接触の際はＩＣカ

ード、顔認証によるチェックが行われパスしなければならない。 

サーバで管理されるデータはシステムの冗長化（注 1）が構築されており、

メインサーバの障害時でも即座に予備のサーバを起動しシステムの停止時

間を最小限にするための措置が施されている。 

 
（ 注 1） システムに何らかのトラブル（障害）が発生した際に備え、障害発生後でもシステムの機能が保たれるように予備装置を配

置しバックアップを平常時に行ったうえで運用する方式  
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監査人は、サーバ類の現場視察を行った。その状況について、以下のと

おり報告する。 

２ サーバ類接触管理 

現在サーバ類には限定管理職員（情報政策課）及び常駐システムエンジ

ニアが接触可能となっており、スポット対応として臨時に発行されたＩＤ

（カード）での許可が可能である。接触の際はチェックポイントとして、

顔認証によるユニットを利用している（指紋の生体認証、ＩＤカード、パ

スワード入力も可）。 

視察の際に職員の顔認証を実演してもらったが、今一つ認証の精度が低 

いように思われたので、今後は指紋や静脈認証、虹彩認証等の生体認証も

選択肢に入れておいた方が良いと感じた（添付資料Ｑ＆Ａ別紙３８参照）。 

３ 機器設置状況（サーバ類視察） 

情報を管理するすべてのサーバ類及び周辺機器は、物理的な管理等が容

易となるように設置されている。サーバ類は電源、空調管理されており３

６５日停止することなく稼働している。サーバ類につき、６機の防犯カメ

ラが設置されており、各カメラの映像記録は７年間保存される。 

本体は経済性、収納性、耐久性（地震等の衝撃）、メンテナンスの容易性

を考慮した上でラックマウント式（注２）になっていた。目的に応じてラック

の設置ブロックが決まっており、主に 

 （１）光ファイバ等の通信系を管理するブロック 

 （２）ＵＴＭ、スイッチ等を収容するブロック 

 （３）行政専用ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を管理するブロック 

 （４）仮想サーバ及び関連機器を管理するブロック 

 （５）各業務システムを収容するブロック 

 
（ 注 ２ ） 専用の棚に積み上げられるように規格された薄型のコンピュータ。標準規格は１９インチ（ラック） 
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で構成されていた。またこれらの機器類が放出する熱はすさまじく、専

用の空調施設により機器周辺が一定の周辺温度（温度は２４度前後、湿

度は５０パーセント程度に固定）が常に保たれるように設計されている。

さらに旧システムが稼働しているものもあり、新しい技術導入の際はい

つでも入れ替え可能なスペースも確保している。仮想サーバブロックの

機器は、監査人補助者ＳＥの見立てでは、最新鋭及び高品質の製品を使

用している。上記（１）ないし（５）の各ブロックにつき、民間用に同品

質の製品を準備しさらに運用する場合、ブロック毎に３億円程度の予算

を要するかもしれないレベルということであった。これらの多数のサー

バ設置は、①ＣIＡ３原則の一つである可用性達成のための冗長性確保、

②平成２７年に発生した日本年金機構への不正アクセスによる年金情報

流出事件により、各地方自治体において、年金情報に匹敵する程の重要

性がある情報を取り扱うＬＧＷＡＮ利用の際、特別のドライブを設定す

る等、職員が用いるパソコンの情報保存に際してのサーバ棲み分け方式

への転換が必要となったこと等の事情により、佐世保市として超大容量

の情報処理・記憶機器が必要となったためである。 

佐世保市の各地域の施設（注３）の情報（ハードウェア、ソフトウェア、

セキュリティ等）はほぼこのサーバ類に集約されており障害（ハード、

ソフト、セキュリティ等）が起こった場合、平日は常駐システムエンジ

ニアが即座に対処し、夜間や休日においても障害通知を受けた場合は委

託業者の市内事業所からソフトエンジニアがサーバ等へ駆けつけ最短で

復旧を行う体制を整えている。 

そして新しい試みとして資産管理運用システムの監視体制により不調

なパソコンの挙動を検知し、予防・交換を行うことで業務の停止時間を

 
（ 注 ３ ） 本庁舎、北部、南部、離島の１次施設（行政１５施設）、２次施設（行政５９施設、教育７０施設）、３次施設（行政１施

設、教育２施設）  
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最小限に食い止めることを可能にしたことが挙げられる。保守という観

点からこのことはコスト面とサービス面で評価できるところである。 

 

第２ 中央管理される機器情報 

 １ 佐世保市庁舎内における情報機器管理システム 

   佐世保市庁舎内で使用される情報機器は、情報セキュリティガイドブッ

ク４－６（本報告書第２１２ページ）のとおり、原則として、佐世保市の

備品を用いなければならない。この佐世保市の備品である情報機器、さら

に、佐世保市庁舎内外に張り巡らされているネットワークについて、佐世

保市は、集中的な管理システムを採用している。 

   監査人は、この情報機器管理システムを視察した。 

 ２ 情報機器管理システムの内容 

 佐世保市の集中管理システムは、以下の情報機器及びネットワークにつ

いて、その使用状況につき、電子情報セキュリティを統括する総務部情報

政策課がリアルタイムで把握し、また、ログの取得、保存が可能となって

いる。さらに、庁舎内Ｗｉ－Ｆｉも一括管理可能となっており、ウイルス

感知時、情報政策課に対する警告が届き、同課による切断処理が可能とな

っている。 

（１）庁舎内外ネットワークの情報管理全般を担うサーバ群（実装、仮想、

クラウド等） 

（２）サーバ及び各部局端末間で行われるデータ収受する仕組みを司るシス

テム（ＯＳ、アプリケーションプログラム全般を含む。） 

（３）庁舎内外ネットワークに接続及びデータ処理を行うための各部局に配 

置された情報系端末 

（４）佐世保市行政ネットワークに接続するために配布された端末機 

（５）各部署が所管するもので庁舎内での使用の目的で導入された端末機 
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（６）各部署が所管し、庁舎外に持ち出しが可能な端末機（パソコン、タブ

レット等のモバイルデバイスを含む。） 

 

【評価】情報機器管理システムは、総務部情報政策課が取り扱う管理用コン

ピューターより佐世保市庁舎と関係機関にて配布されているパソコンの

モニター画面が表示されていた。そのデータについては、録画して一定期

間保存されるということである。また、各パソコンの操作ログについても

管理可能とのことである。そして、ウイルス発生時の対処も発生した情報

端末を取り扱う部署による対処のみならず、情報政策課での対処も可能

となっている。これらの能力から、不正アクセスや意図的な内部からの流

出行為につき、効果的である。監査人補助員ＳＥの所感としては、ハード

ウェアの脆弱性を理由とする情報漏洩の防止の観点としては、過不足な

いものと評してよいとのことである。 

 

第３ 情報機器の処分 

１ 佐世保市の備品である情報機器の処分 

  最新の機器導入のための入れ替えや故障により動作不可の機器に対して

廃棄処理が必要となった場合には、内部の記憶装置に保存されたデータも

しくはシステム情報（プログラム等）を完全消去するための処置が施され

る。 

２ 職員が廃棄処理する場合 

庁舎内で配布されている「パソコン廃棄手順書」に従い、情報政策課で

貸し出ししている「データ消去ソフトウェア」を用い各課にてデータ消去

作業を実施する。 

 ３ 専門業者へ委託する場合 

特殊に構築されたサーバ等に関しては職員での消去作業は実施不可であ
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るため、構築した業者もしくは信頼できる専門業者に委託し消去作業を行

う。その際に条件として消去（廃棄）作業は必ず市の施設内で職員立会い

の下で行い作業完了後、委託事業者より「データ消去証明書（又は廃棄証

明書）」を現物の処理後撮影画像と共に必ず提出することを義務付けられ

ている。これにより、他自治体で発生したデータ未消去の記憶媒体が第三

者の手に渡るという危険を防止している（添付資料Ｑ＆Ａ別紙４７参照）。 

 

 【評価】令和元年１２月ころの神奈川県ハードディスクドライブ転売・情報

流出による個人情報流出事件は、日本国民へ、公的機関が管理する個人

情報セキュリティへの関心を非常に高めた事件である。佐世保市におい

ては、同事件以前より、情報記憶媒体の最終的な処分については、機器

枢要部の物理的な破壊を確認しない限り、佐世保市の管理区域外へ持ち

出せないという体制を維持しているということであり、これについては、

監査人補助者ＳＥとしても適切な処分方法ということである。佐世保市

には、引き続き、現在の処分方法の維持及び向上に努めていただきたい。 

 

第７章 佐世保市庁舎内の情報セキュリティの現状２（人的セキュリティ） 

 

第１ 佐世保市における人的セキュリティ体制 

   佐世保市では、上述の情報セキュリティポリシー及び情報資産取扱要綱

を設けて、情報セキュリティを確実とし、適切な情報管理を維持するため

に、職員に対して、以下のとおりの情報セキュリティに関する制約を課し

ている。 

 

第２ 職員に対する制約 

   先述した「第５章 佐世保市内での情報施策に関する内規」、「第２ 佐
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世保市情報資産取扱要綱」の７のとおりである。その主目的は、佐世保市

が構築した物的セキュリティの枠外、すなわち、総務部情報政策課が把握

する領域外で情報機器や情報資産が取り扱われることの防止と考えられ

る。 

 

第３ セキュリティ意識強化のための研修の実施 

佐世保市の職員は情報セキュリティポリシーの遵守強化のために定期

に研修を行っている。ベースとなるソースは情報政策課が作成している

「情報セキュリティガイドブック」であるが必要となるタイミングで都度

資料を作成し、おおよそ年２回～５回実施されている（平成１６年から令

和元年までの資料）。この監査につき、監査人にて過去の事例を確認した。 

 一例として令和元年５月に要綱に基づき新入職員等に情報セキュリテ

ィの基礎研修として、市が契約しているセキュリティ委託事業者を講師に

迎え新入職員として備えるべき情報セキュリティの基礎事項を学び、小テ

スト及び解説を実施している。同年８月には標的型メール攻撃を想定した

訓練において意識の低い職員に対してセキュリティ委託事業者を講師に

迎え、意識向上を目的とした講義が行われている。 

 

第４ 各部署における情報セキュリティに関する周知事実の確認 

庁舎内の部局（部署）でのセキュリティの維持と業務の効率化を図るた

めに課内で共有すべき項目をチェックリストとしてセキュリティガイド

ブックに列挙している。職員は、本来の業務へ対応する必要から、セキュ

リティガイドの内容につき失念することが考えられるが、このチェックリ

ストを用いて、周知事項についての再確認を行い、事故防止に役立ててい

る。 
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※部署での周知事項チェックリスト 

情報資産の取扱に関する基本的事項 

☐ 個人情報保護条例を理解し、遵守する 

☐ 情報セキュリティポリシー及び情報資産取扱要綱を理解し遵守する 

☐ 情報資産を正確かつ安全に取扱い、適正で円滑な管理を行う 

☐ 情報資産の漏えいや不正アクセスを防ぎ、市民サービスの向上に寄与す

る 

情報資産の利用 

☐ 情報資産は、条例、規定、要綱等にもとづき、許可された範囲で利用す

る 

情報資産の管理責任 

☐ 情報資産の管理責任者は所属長（部署長）である 

☐ 情報資産の管理担当は、当該情報を取り扱う職員個人である 

☐ 情報資産の取扱上、事故及びその恐れがある場合は、すみやかに報告す

る 

☐ 事故が、何らかの過失や故意・悪意等に起因すると判明した場合は処分

の対象となる場合がある 

情報資産の管理方法 

☐ 情報資産にセキュリティレベル（Ⅰ～Ⅳ類）を設けて、レベルに応じた

管理を行う 

☐ セキュリティレベル（Ⅰ～Ⅳ類）は情報資産取扱要綱第１４条のとおり 

☐ ３ケ月に一度「情報セキュリティ取組状況確認表」にて自己点検を行い

記録する 

情報資産の物理的セキュリティ対策 

☐ 情報資産は、セキュリティレベルに応じて施錠可能な場所に保管する等
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を行う 

☐ 情報資産に対し、バックアップを実施し、必要に応じて分散保管等を行

う 

☐ 記録媒体のき損等に留意する 

情報の人的セキュリティ対策 

☐ 情報を漏えいしない、改ざんしない、故意にき損しない 

☐ 無許可ソフトの導入禁止、情報資産の持ち出し・提供・複写・持ち込み

禁止 

☐ １０分以上離席するときは書類が見られないように工夫する 

☐ セキュリティレベルⅠ類、Ⅱ類の情報資産は施錠可能な場所に保管する 

情報システムを利用する場合の管理 

☐ パスワードを教えない、聞かない、ＰＣや机に貼らない 

☐ １０分以上離席する場合は、ログオフやパスワード付スクリーンセーバ

でロックする 

☐ 退庁時はＰＣの電源を切り、持ち運び可能なＰＣ等は鍵付き保管庫に収

納する 

☐ ＰＣの設定等を許可なく行わない 

☐ システム毎の業務継続計画（復旧手順書）を年に一度見直す 

☐ マニュアル等をよく読み、正しい操作を心がける 

☐ 職員倫理にもとる情報システムの不正・不当な利用をしない 

特定個人情報を取り扱う場合 

☐ 番号方、特定個人情報の保護に関する条例等関係法令を理解し、遵守す

る 

☐ 個人情報保護委員会で定められた安全管理措置を適切に実施する 

☐ 法令等で定められた範囲外での特定個人情報の利用禁止 
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☐ 指定された担当者以外の特定個人情報の閲覧、アクセスの禁止 

☐ 独自利用事務、個人番号関係事務においても、個人番号利用事務と同様

の対策を実施する 

☐ 千人以上の特定個人情報ファイルを取り扱う場合は、特定個人情報保護

評価を事前に実施する 

 

第５ 電子情報及びその余の文書の複写や所在についての把握 

佐世保市は、電子情報及び文書等の複写や持ち出しについても提出及び

記入（許可書等）を義務付けており、都度管理チェックを行っている。具体

的な書式例について、監査人より同市へ照会したところ、その結果は、以下

のとおりであった。 

１ 電子情報等（Ⅰ、Ⅱ類）複写申請書件許可書 

２ 電子情報等（Ⅰ、Ⅱ類）複写一覧表 

３ ＵＳＢメモリ等利用管理台帳 

４ 電子情報等外部持ち出し（提供）申請書兼許可書 

５ 電子情報等外部持ち出し内訳一覧表 

６ 電子情報等持込み申請書兼許可書 

７ 電子情報等持込み内訳一覧表 

８ 電子情報等消去・廃棄処分申請書兼許可書 

９ 電子情報等消去・廃棄処分内訳一覧表 

１０ 電子情報等返還（処分）報告書 

 

第６ セキュリティに関する事故の報告（情報セキュリティ運営者間の報告） 

   佐世保市庁舎内及び関連機関での情報セキュリティに関する事故が起

こった場合、これを発見した職員は、佐世保市情報セキュリティポリシー

及び佐世保市情報資産取扱要綱第４７条１項に基づき速やかに情報セキ
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ュリティ責任者へ報告する義務がある。そして、同報告を受けた情報セキ

ュリティ責任者は、速やかに、情報セキュリティ統括監理者（総務部長）、

文書情報セキュリティ監理者（総務部総務課長）または電子情報セキュリ

ティ監理者（総務部情報政策課長）に報告をしなければならず（要綱第４

７条２項）、必要により最高情報セキュリティ責任者（佐世保市長）に報告

しなければならない（要綱第４７条３項）。 

   電子情報セキュリティに関する事故としては、以下のものを想定できる。 

 １ メールの誤送信 

 ２ パソコンの破損 

 ３ 持ち出した情報の紛失（書類やＵＳＢメモリ等） 

 ４ ウイルスに感染した事実 

このような場合において佐世保市ではセキュリティ事故に対して迅速

且つ適切な対応を目的とした組織 佐世保市ＣＳＩＲＴ（注４）を情報政策課

に平成３１年に設置している。 

 

※佐世保市ＣＳＩＲＴが扱う事故 

事故の種類 概      要 

個人情報の流出・漏えい等 コンピューター・ウイルス、不正アクセス、Ｄ

ｏＳ攻撃、ＤＤｏＳ攻撃、標的型攻撃及びホー

ムページ等の改ざんが発生し、セキュリティレ

ベルⅡ類以上の情報漏えいまたは破壊が発生

した場合 

大規模な情報システムの停

止等 

情報システム、ネットワーク、サーバ及び端末

等の利用に支障をきたし、業務を長時間停止し

 
（ 注 ４ ） 佐世保市 Computer Security Incident Response Team の略  
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た場合 

特定個人情報の安全確保に

係る重大な事態 

特定個人情報保護委員会規則第五号第二条に

規定された事態 

 

これにより、事故に対して適切な処理を行い市民サービスへの障害を迅

速に復旧する役目を担っている。 

 

第７ ＳＮＳ(注５）の運用管理 

今では一般的になったＳＮＳであるが、最近では個人間だけではなく民

間企業や地方自治体も積極的にこのサービスを利用する機会が増えてきて

いる。佐世保市でも同様にＳＮＳを利用しているところ、情報資産取扱要

綱第９３条の３（ソーシャルメディアサービスの利用）により、電子情報セ

キュリティ監理者（総務部情報政策課長）の運用手順策定と責任者決定の

うえで、運用するにあたってはその「利便性」と「危険性」を十分に理解し

た上で独自の佐世保市ガイドライン（注６）に沿って留意しながら利用すると

している。 

 １ 地方公務員としてのＳＮＳ活用の主な留意点（抜粋） 

（１）情報を発信する場合は法令、条例、規則、規定を遵守して発信する。 

（２）基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に十分留意する。 

（３）正確な情報の発信と誤解を招く表現をしないように留意する。 

（４）他者を傷つけるような表現（誹謗中傷等）をしないように注意し、誤

解を招いた場合は誠実に対応することに留意する（無用な議論は避けな

ければならない）。 

 
(注 ５ ） ソーシャル・ネットワーキング・サービス（Social networking service）の略称。Twitter、Facebook、LINE などＷＥＢ上

で社会的ネットワークの構築するサービス、若しくは人と人との間のコミュニケーションをインターネットで促進し社会的

なネットワークの構築を支援するサービス  
（ 注 ６ ） 関係要綱等：「民間ソーシャルメディアの活用に係る佐世保市ガイドライン」  
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２ 佐世保市としてＳＮＳで発信してはならない情報 

（１）特定の秘密に関する情報 

（２）佐世保市及び他者の権利を侵害する情報 

（３）佐世保市のセキュリティを脅かす恐れのある情報 

 

第８ 各部署の情報セキュリティに関する意識 

 １ 以上のとおり、佐世保市の人的セキュリティについては、職員への遵

守事項を定め、事故の予防、事故発生時の報告等対応、そしてこれらに

ついての定期的研修とガイドブックの作成・配付等が行われている。 

   人的セキュリティの実行につき、これらの準備、設営が不可欠である

が、実際に対象者が遵守しているかどうかがさらに重要である。そこで、

監査人は、佐世保市の各部署へ情報セキュリティに関するアンケートを

行った。 

 ２ 監査人が各部署へ行ったアンケートの質問事項は、添付資料「監査人

からの佐世保市各部署への人的セキュリティに関するアンケート質問事

項」のとおりである。これにつき回答を得た部署は、以下のとおりであ

る（順不同）。 

   基地政策局、総務部総務課、港湾部みなと振興・管理課、行財政改革

推進局、財務部財政課、市民生活部コミュニティ・協同推進課、市民生

活部市民安全安心課、市民生活部人権男女共同参画課、市民生活部戸籍

住民窓口課、市民生活部早岐支所、市民生活部相浦支所、市民生活部日

宇支所、市民生活部大野支所、市民生活部中里皆瀬支所、市民生活部柚

木支所、市民生活部黒島支所、市民生活部江上支所、市民生活部三川内

支所、市民生活部針尾支所、市民生活部宮支所、市民生活部吉井支所、

市民生活部世知原支所、市民生活部小佐々支所、市民生活部江迎支所、

市民生活部鹿町支所、企業立地推進局、観光商工部商工労働課、保健福
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祉部保険福祉政策課、保健福祉部食肉衛生検査所、保健福祉部指導監査

課、生活福祉部生活福祉課、保健福祉部障がい福祉課、保健福祉部試験

検査課、保健福祉部生活衛生課、保健福祉部医療保険課、保健福祉部保

険料課、保健福祉部健康づくり課、保健福祉部長寿社会課、保健福祉部

医療政策課、保健福祉部看護専門学校、防災危機管理局、農林水産部農

業畜産課、農林水産部有害鳥獣対策室、農林水産部卸売市場管理事務所、

農林水産部水産課、農林水産部水産課水産センター、農林水産部農林整

備課、子ども未来部子ども政策課、契約管理室契約課、契約管理室技術

管理課、都市整備部都市政策課、都市整備部地籍調査課、都市整備部公

園緑地課、都市整備部建築指導課、都市整備部営繕課、都市整備部まち

整備課、環境部環境政策課、企画部政策経営課、土木部土木政策・管理

課、会計管理室会計管理課、消防局総務課、消防局警防課、消防局指令

課、消防局予防課、消防局消防訓練所、消防局中央消防署、消防局東消

防署、消防局西消防署、議会事務局議会運営課、農業委員会農業委員会

事務局、水道局総務課、水道局財務課、水道局経営管理部営業課、水道

局水源対策・企画課、水道局水道維持課、水道局水道整備課、水道局事

業部水道施設課、水道局北部管理事務所、水道局宇久営業所、水道局下

水道事業課、水道局下水道施設課、水道局水質管理センター、選挙管理

委員会事務局、教育委員会総務課、教育委員会学校教育部学校保健課、

教育委員会スポーツ振興課、教育委員会学校教育部学校教育課、教育委

員会学校教育部教育センター、教育委員会教育総務部社会教育課、教育

委員会教育総務部新しい学校推進室、教育委員会教育総務部図書館、教

育委員会学校教育部青少年教育センター、教育委員会総合教育センター

課、教育委員会教育総務部文化財課、監査事務局 

  ※以上９６か所 

 ３ このアンケートの結果は次ページ以下のとおりである。 
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※情報セキュリティに関する佐世保市各部署へのアンケート結果 

〔各部署の情報管理について〕 

質問番号 回答内容 回答数 

第２−１ 

※この質問の回答については、広く公開することに

より、各部署の情報セキュリティを脆弱にさせる懸

念があるため、本報告書での報告を省略する。 

  

第２−２ 

職員のＩＴ技術等の知識は十分とはいえないが、総

務部情報政策課または他部署への支援要請を常に心

がけており問題はない。 

87 

職員の知識習得に努めているが十分な知識が不足し

ており、理想を言えば有識者を課内に確保したい。

しかし、実現は困難であるためベンダーのＳＥや総

務部情報政策課の支援、ガイドブックでの対応とな

っている。 

4 

問題等はない。 5 

第２−３ 

情報セキュリティ上の問題が発生したことはない。 91 

文書の誤送付／電子メールの誤送信（事後対処） 3 

共有 USB 紛失（実害無し確認） 1 

ウイルス感染警告があり対処 1 

 

 

 

 

 

 

─ 229 ─



 
 

 

〔情報セキュリティガイドブックについて〕 

第３−１ 

主にセキュリティ責任者・担当者または課内にて常

備しており問題発生時に参照するようにしている。 
46 

あまり活用しているとは言い難い。 44 

情報セキュリティ上の問題が発生していないのでガ

イドブックを利用していない。 
1 

執務スペースに常備しており、情報セキュリティ知

識の拡充に努めている。 
1 

定期的な供覧・活用を行っている。 3 

内容につき職員に定着しているので活用していな

い。 
1 

第３−２ 

（あまり）利用したという意識はないがそもそも情

報セキュリティ上の問題が発生したことが無い。 
67 

情報セキュリティに関する疑義発生時に確認し、情

報セキュリティの適正な運用を図っている。 
3 

必要に応じて確認する程度の利用にとどまる。 3 

定期的に確認している。／定期的な内部研修に利用

している。 
12 

使用頻度は少ない。／不定期に確認している。 7 

あまり利用していないが改善したい。 1 

利用していない。 2 

内容につき職員に定着しているので活用していな

い。 
1 

第３ー３ 特に無し 67 
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情報セキュリティガイドブックに関する講習開催・

回数増加希望 
16 

情報セキュリティガイドブックにつきコンパクト

化、分冊化、または、より具体的なマニュアル的な

ものの作成を求める。 

10 

グループウェアにて常時簡単に参照できるようにし

てほしい。 
1 

情報セキュリティガイドブック活用につき職員向け

の広報をしていただきたい。 
1 

マルウェア対策についての具体的なマニュアルが欲

しい。 
1 

 

〔電子情報セキュリティの情報管理部門へのリクエスト〕 
 

第４−１ 

特に無し 81 

講習会開催等によるスキルアップの機会を求める。 9 

特に問題ないが、定期報告がなければ事務が簡素化

できる。 
1 

可能であれば定期報告の回数減少希望 1 

セキュリティ維持と事務処理簡素化への取組希望 1 

部署により情報セキュリティ担当者の負担度が異な

っているため、部署に応じた柔軟な運用を可能にし

てもらいたい。 

1 

ＩＴパスポート等、最低限のＩＣＴ資格取得支援を

して欲しい。 
1 
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市庁舎の物理的構造等の事情から情報セキュリティ

につき見直すべき部分がある。 
1 

第４−２ 

特に無し 94 

サイバー攻撃への対処増強希望 1 

事故対処法・事例研修希望。ＩＴ関係の用語解説希

望 
1 

 

〔情報セキュリティの脅威の類型について〕 
 

第５ 

① 標的型攻撃による被害 48 

② ビジネスメール詐欺による被害 28 

③ ランサムウェアによる被害 18 

④ サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃 9 

⑤ 内部不正による情報漏洩 27 

⑥ サービス妨害攻撃によるサービスの停止 13 

⑦ インターネットサービスからの個人情報窃取 27 

⑧ ＩｏＴ機器の脆弱性の顕在化 8 

⑨ 脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加 12 

⑩ 不注意による情報漏えい 50 

以上①〜⑩につきいずれも注目・留意はしていない

（「いずれも不明」を含む。）。 
35 

 

 ４ 上記の各部署へのアンケート結果により、佐世保市の人的セキュリティ  

に関して、以下のとおり推論できる。 

（１）佐世保市の各部署において情報セキュリティのトラブル発生数は、総

回答数９６部署中、５部署ということであった（質問番号第２－３）。こ
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の内、「文書の誤送付／電子メールの誤送信」は３件であるが、その内訳

は、紙媒体文書が１件で、電子メール誤送信が２件である。その他、共

有ＵＳＢの紛失が１件と併せて、４件がヒューマンエラーによるものと

分類できる。その他、ウイルス感染警告が１件であったが、これは、そ

の原因がヒューマンエラーによるものであるか、外部からのサーバ攻撃

であるかを明確に区別することは困難である。いずれにせよ、佐世保市

においては、使用しているハードウェアやソフトウェアの機能的な脆弱

性が原因と推測される情報セキュリティトラブルは、極めて少ないと評

価できる。これは、上述した適切な物理的セキュリティによるものと思

われる。 

（２）情報セキュリティガイドブックについては、あまり活用しているとは

言い難いとする部署が４４か所にわたっているが（質問番号第３－１）、

他方で、その利用の頻度が少ないことにつき、そもそもセキュリティ上

の問題が発生していないことを原因としている部署が６７か所であり、

「必要性がなかったため」という理由による部分が大きいようである。 

（３）情報セキュリティブックについて、①職員またはセキュリティ責任者・

担当者向けの講習開催・拡充希望、②コンパクト化、分冊化等さらなる

簡略版等作成の希望が目立った（質問事項第３－３）。 

（４）情報管理部門への要請について、「特に無し」が総回答数９６部署中８

１件である。その他の要請につき、講習会開催等スキルアップ要請が９

部署であった（質問事項第４－１）。 

（５）電子情報セキュリティ上の脅威１０類型につき、各部署にて注目ない

し留意しているものとして、「不注意による情報漏えい」と「標的型攻撃

による被害」が上位となった。その他の脅威について注目ないし留意し

ているという部署が分散している。他方、いずれの脅威についても、特

別に注目ないし留意していないという部署が３５か所となった。 
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   監査人の所感であるが、特に注目ないし留意しているものはないとい

う部署は、強度のセキュリティを要する重要情報（質問番号２－１。た

だし、本報告書では回答結果について省略している。）を取り扱っている

部署及び取り扱っていない部署のいずれも相当数に及んでいる。また、

佐世保市庁舎から離れた関連機関において、特に注目ないし留意してい

るものはないと回答した部署が目立った。そのような部署から、情報セ

キュリティガイドブックの簡略版等作成を希望する意見が多かった。 

   他方、脅威１０類型の全部、または、大部分につき注目ないし留意し

ているという部署は、強度のセキュリティを要する重要情報を取り扱っ

ている部署が多いように感じられた。 

 

【評価】佐世保市における情報セキュリティは、適切な物理的セキュリティ

が備えられていると考えられることから、トラブルは、ヒューマンエラ

ーによるものに概ねとどまっており、その発生数は多いとはいえない。

そして、過去に起きたトラブルにつき、職員等の故意または重過失によ

るものは無いようであり、実害は未然に抑制されるか、または、結果的

に実害無しと判断される等に止まっている。 

   上記アンケート結果と併せると、佐世保市の情報セキュリティは、物

理的セキュリティが人的セキュリティの範疇までカバーしている部分が

あり、佐世保市庁舎外の関連機関においては、物理的セキュリティに頼

っているところが大きいと考えられる。これは、質問事項第２－２にお

いて、職員のＩＴ技術等の知識は十分ではないが、総務部情報政策課ま

たは他部署への支援要請をもって対応していると回答している部署が８

７か所に及んでいることからも裏付けられている。特に、情報機器管理

システムは、職員等が人的セキュリティである情報セキュリティポリシ

ーや情報資産取扱要綱の遵守義務を破り、故意に情報漏洩を図った場合、
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